
第3章 	「つながり・支え合い」のある地域共生社会の実現を目指して
	 第1節	 地域共生社会の実現に向けて

第1章及び第2章で見てきたように、地域・家族・雇用や日常の様々な場面における
人々のつながりの変化を背景に、いくつかの分野を横断する課題や、属性別に展開されて
きた公的な制度では支援が難しい制度の狭間の課題などが表面化している。
制度が長く続いてくると、その存在を前提に、「制度から人を見る」観点に傾斜しがち
であるが、このような新たな課題に対応するためには、「その人の生活を支えるために何
が必要か」という観点を改めて重視することが必要である（図表3-1-1）。
また、私たちの生活の安定を脅かすリスクは、誰にでもいつでも起こり得るものであ
る。このことを関係機関や地域住民一人ひとりが意識しながら、お互い助け合うことがで
きる地域づくりに自分ごととして取り組むことが重要である。
こうした観点を踏まえ、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関
係を超えて、ポストコロナの令和時代において「つながり・支え合い」のある地域共生社
会を実現するために求められる取組みの方向性について考えてみたい。

	 図表3-1-1	 分野横断的な対応が求められる課題等の例

（＊1）内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査」（令和４年度） （＊2）内閣府「生活状況に関する調査」（平成30年度）、内閣府「若者の生活に関する調査」（平成27年度）
（＊3）令和３年度江戸川区ひきこもり実態調査の結果報告書。ひきこもり状態の方がいる世帯の困りごとは、「自分の健康」、「家族の健康」、「収入・生活資金」が特に多い。
（＊4）厚生労働省子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」（2020（令和２）年度、2021（令和３）年度）
（＊5）厚生労働省「令和３年度全国ひとり親世帯等調査」 （＊6）高齢の親と働いていない独身の50代の子とが同居している世帯に係る問題。

●ひきこもりになってからの
期間
→20％以上の方が７年以上

●関係機関への相談経験
→半数以上の方が「ない」

●ひきこもり状態の方がいる
世帯で複数の「困りごと」
→約半数の世帯が、３個以上
の「困りごと」を抱える

【分野横断的な対応が求められる課題、制度の狭間にある課題の例】

●世話をしている家族が「いる」
→小学生から大学生まで約４～６％
→小中高生は、「きょうだい」の世話をして
いる方が最多。大学生は「母親」の世話を
している方が最多

●世話をしている家族の状況
→「きょうだい」は「幼い」が最多。
「父母」は精神疾患や身体障害、日本語を
第一言語としない場合もある

障害

●母子世帯の平均年間就労収入
→236万円と低い水準
●父子世帯は約半数が相談相手が
いない●婦人相談所などの来所相談

→「暴力」が最多
●婦人保護施設等の入所理由
→「暴力」が最多だが、住居問題も多い
●婦人保護施設の入所者の半数近くの女性が、
何らかの障害または病気を抱える

※2024年度より、「婦人相談所」は「女性相談支援センター」に、「婦
人相談員」は「女性相談支援員」に、「婦人保護施設」は「女性自立支援
施設」に名称が変更される。

●必要な医療・介護サービス
を拒否するなどにより社会
から孤立

その他にも、社会的養護が必要な児
童、病気の治療と就労の両立、育児と
介護の両立、刑務所出所後に生活困
窮に陥る・・etc

制度から人を見るのではなく、「その人の生活を支えるために何が必要か」という観点が大切。

子育て

介護

生活困窮

健康

ひきこもり ヤングケアラー

様々な困難を抱える
女性

セルフ・ネグレクト

8050問題（＊6）

ひとり親

資料：厚生労働省政策統括官付政策立案・評価担当参事官室作成

（ポストコロナの令和時代に求められる新たな「つながり・支え合い」の在り方）
「つながり・支え合い」の概念は拡がりをみせており、これまで見てきたような様々な
課題に対応していくためには、ポストコロナの令和の時代における新たな「つながり・支
え合い」を創出し、人々がつながりをもちながら安心して生活を送ることのできる地域共
生社会を実現することが求められる。
まず、世代や属性、「支える側」、「支えられる側」を超えて、包摂的（インクルーシブ）
な「つながり・支え合い」を創出することが重要である。誰にでも起き得るであろう多様
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化し複雑化する課題に対応するためには、支援が必要な方の状況や希望に応じて、支援方
法や支援経路も多様であることが求められる。このため、多様な新しいチャネルを通し
て、全ての人に「つながり・支え合い」を創出することが重要であり、そのための取組み
の方向性として、①属性を問わない相談支援やアウトリーチを始めとする「包括的な支援
体制」の構築、②暮らしの基盤である「住まい」から始まる支援、③デジタルも含め様々
な人が交差する「居場所」づくりの推進、が考えられる。
また、複雑化する課題に対して、より多くの主体の参画によって様々な分野・視点からの支
援を行うとともに、「つながり・支え合い」を継続的、自律的なものにするためにも、人々が
支援の関わり方を自主的に選択し、意欲・能力が十分発揮できるような「つながり・支え合
い」を創出することが重要である。そのための取組みの方向性として、①ライフスタイルや興
味・関心、得意分野を活かした参画、②デジタル、ICTを活用した地域社会への参画、が考
えられる。
これらの取組みの方向性について、事例とともに具体的に以下に詳しく示していきたい。

	 第2節	 多様な新しいチャネルを通して、全ての人に「つながり・支え合い」を創出する～包摂的な「つながり・支え合い」～

	1	属性を問わない相談支援やアウトリーチを始めとする「包括的な支援体制」の構築
多様な新しいチャネルを通して、全ての人に「つながり・支え合い」を創出するために
は、まず、包括的な支援体制の構築の推進が重要である。第2章でみたように、高齢者福
祉の分野では、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される地域包括ケア
システムの概念が生まれ推進されているほか、近年、支援の現場や地方自治体の実情や実
践を踏まえ、複数の分野を横断する課題を有する方などへの対応として、包括的な支援の
仕組みである「生活困窮者自立支援制度」、「重層的支援体制整備事業」などが整備されて
きており、このような支援体制を全国的に一層強化することが必要である。
また、多様な課題を抱える方への支援に当たっては、関係者及び関係機関の密接な連携体制
の構築とともに、能動的な取組みを強化すべきである。具体的には、本人と支援者が継続的に
つながりながら関係機関と連携していく「伴走型支援」、自ら支援を求めることが難しい方など、
潜在的な相談者を把握し、早期に関わりを作る、「アウトリーチ支援」の推進が求められる。

（1）　包括的な支援体制の構築に向けた近年の動向
近年、包括的な支援体制の必要性が認識され、様々な制度改正などが行われてきている。

（リーマンショックをきっかけに、複数の分野を横断する課題を有する方に対する制度と
して、生活困窮者自立支援制度ができた）
2008（平成20）年のリーマンショックの経験を踏まえ、最後のセーフティネットであ
る生活保護に至る前の段階で自立を支援する制度＊1として、2015（平成27）年4月に生

＊1	 このほかに、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成23年法律第47号）」による求職者支援制度がある。
リーマンショック時に緊急の時限措置として実施した緊急人材育成事業を基にしている。
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活困窮者自立支援制度が施行された＊2。
生活困窮者自立支援制度では、障害者、高齢者、またはひとり親世帯などの特定の属性や
状況にとどまらず、それらが複合的に絡み合っている場合も含めた「生活困窮者」を対象とし
ている（図表3-2-1）。複数の分野を横断する課題に対し、寄り添いつつ柔軟に対応していくこ
とを目指して、自立相談支援機関による包括的な相談支援などを軸とした取組みが進められた。

	 図表3-2-1	 生活困窮者自立支援法の対象者
生活困窮者自立支援法の主な対象者

既に
顕在化

見え
にくい

福祉事務所来訪者
のうち生活保護に
至らない者

約30万人（H29・厚生労
働省推計）

ひきこもり状態に
ある人

・15～39歳までの者 約54
万人（H27・内閣府「生活状況に

関する調査」推計）

・40～64歳までの者 約61
万人（H30・内閣府「生活状況に

関する調査」推計）

スクール・ソーシャル・ワーカーが支援している子ども
約10万人（H29）

離職期間
１年以上の
長期失業者
約53万人（R1・労
働力調査）

○ 生活困窮者は、既に顕在化している場合と、課題を抱えてはいるが見えにくい場合とがあり、法の施行
に当たっては、この２つの視点で捉えていくことが重要。

○ 複合的な課題を抱える生活困窮者がいわゆる「制度の狭間」に陥らないよう、できる限り幅広く対応す
る必要がある。

ホームレス
約0.3万人（R2・ホームレス
の実態に関する全国調査）

経済・生活問題を
原因とする自殺者
約0.3万人（R2・自殺統計）

税や各種料金の滞納者、多重債務者等
地方税滞納率 0.7%（R１・総務省統計データ）、国保保険料滞納世帯数約245万世帯
（R1・ 厚生労働省保険局国民健康保険課調べ ）、無担保無保証借入3件以上の者約
121万人（R1.6末現在・（株）日本信用情報機構統計データ ）

※それぞれは重複もある

孤独・孤立

個人事業主
（参考）住居確保給付金
の受給者のうち「自営」
の割合：21.8% （※）

外国籍

（※）令和２年度居住支援の強化に向けた調査研究報告書（全国居住支援法人協議会）において、2020年５月に住居確保給付金の
支給決定した者から抽出した1257人のうち「主たる生計維持者の勤務形態」が「自営」と答えた割合。

フリーランス 解雇等にあった
非正規雇用労働者

資料：厚生労働省社会・援護局作成

（「ニッポン一億総活躍プラン」で地域共生社会の理念が提唱され、その実現のために包括
的な相談支援体制の必要性が示された）
2016（平成28）年には、「ニッポン一億総活躍プラン」（平成28年6月2日閣議決定）
において、「子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、
高め合うことができる「地域共生社会」を実現する。」との理念が掲げられ、地域住民が
支え合いながら、福祉などの地域の公的サービスと協働して暮らすことのできる仕組みの
構築が提唱された。
「ニッポン一億総活躍プラン」を受けて、厚生労働省では「「我が事・丸ごと」地域共生
社会実現本部」において、2017（平成29）年に「「地域共生社会」の実現に向けて（当
面の改革行程）」が示された。ここでは、地域共生社会の実現のために、すべての住民を
対象とする包括的な相談支援体制が必要であるとされた。

（社会福祉法の改正により、市町村が包括的な支援体制づくりに努めることとなった）
2017（平成29）年には、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改
正する法律」（平成29年法律第52号）において、社会福祉法（昭和26年法律第45号）など

＊2	 リーマンショック、新型コロナウイルス感染症のような社会的危機にあっては、それを直接の契機として発生する困難（例：給料の遅配
が続いて家賃が払えなくなった）のほか、平時には覆い隠されていて危機を契機に顕在化する困難（例：家賃が支払えないとの相談を受
けたが、話をきくと平時から複合的な生活困難を抱えていた）もみられる。社会的危機には毎回異なる特徴があるため全てを予測するこ
とは難しいが、「生活困窮」という括りで相当程度備えて、支援を円滑に実施することは可能である。
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が改正された。2017年の社会福祉法改正では、支援を必要とする方が抱える様々な課題を、
地域住民や福祉関係者が把握すること、そして関係機関との連携などにより解決を図ることを
地域福祉の推進の理念として規定し、市町村が「包括的な支援体制」づくりに努めることが規
定された。この改正を踏まえ、市町村における地域住民相互の支え合いの体制づくりや、関係
機関の連携による包括的な支援体制の整備を行うためのモデル事業の実施などが進められた。

（社会福祉法に、包括的な支援体制を構築するための方策として「重層的支援体制整備事
業」が新たに規定された）
2020（令和2）年6月には、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正
する法律」（令和2年法律第52号）が成立し、2021（令和3）年4月1日から施行され、
包括的な支援体制を構築するための方策として、「重層的支援体制整備事業」（以下「重層
的支援事業」という。）が創設された。

（2）重層的支援体制整備事業による包括的な支援体制の構築
（重層的支援体制整備事業は、各制度間の連携を容易にする仕組み）
重層的支援事業は、市町村において、地域住民の分野を横断する課題に対応する包括的
な支援体制を整備するものである。複数の分野を横断する課題に対応する点で生活困窮者
自立支援制度と共通するが、同制度を含む制度間の連携を容易にすることにより、市町村
における包括的な支援体制を整備する機能を持つ点に特色がある。重層的支援事業におけ
る取組みを活用することにより各制度の取組みに広がりが生まれる（図表3-2-2）。

	 図表3-2-2	 重層的支援体制整備事業と他制度の関係

子
ど
も

障
害

高
齢

生活保護

関係性の貧困／
狭間のニーズ複合的な課題

生活困窮

子
ど
も

障
害

高
齢

生活保護

生活困窮

重層的支援体制整備事業の意義

新たな
事業
移行後

資料：厚生労働省社会・援護局作成

（重層的支援体制整備事業の柱は3つ）
重層的支援事業の柱は3つある。地域住民の複合化したニーズや制度の狭間にあるニー
ズに対応するため、①対象者の属性を問わない相談支援（本人や世帯の属性にかかわらず
受け止める相談支援）、②多様な参加支援（本人や世帯の状態に合わせ、地域資源を活か
しながら、就労支援、居住支援などを提供し社会とのつながりを回復する支援）、③地域
づくりに向けた支援（地域社会からの孤立を防ぐとともに、地域における多世代の交流や
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多様な活躍の機会と役割を生み出す支援）であり、これらの3つの柱を一体的に行うもの
である（図表3-2-3）。
また、従来、高齢者、障害者、こどもといった分野ごとに別々に交付されていた国や都
道府県からの補助金については、社会福祉法に基づく一つの交付金として交付されること
となった。これにより、市町村における事務コストの軽減につながり、今までよりも十分
に支援が必要な方に向き合う時間ができることが期待される。

	 図表3-2-3	 重層的支援体制整備事業の概要

重層的支援体制整備事業について（イメージ）

○ 相談者の属性、世代、相談内容に関わらず、包括的相談支援事業において包括的に相談を受け止める。受け止めた相談のうち、複雑化・複合化した事例について
は多機関協働事業につなぎ、課題の解きほぐしや関係機関間の役割分担を図り、各支援機関が円滑な連携のもとで支援できるようにする。

○ なお、長期にわたりひきこもりの状態にある人など、自ら支援につながることが難しい人の場合には、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業により本人との関
係性の構築に向けて支援をする。

○ 相談者の中で、社会との関係性が希薄化しており、参加に向けた支援が必要な人には参加支援事業を利用し、本人のニーズと地域資源の間を調整する。
○ このほか、地域づくり事業を通じて住民同士のケア・支え合う関係性を育むほか、他事業と相まって地域における社会的孤立の発生・深刻化の防止をめざす。
○ 以上の各事業が相互に重なり合いながら、市町村全体の体制として本人に寄り添い、伴走する支援体制を構築していく。

じえん

若年者
支援

教育

保健・医療

就労支援

消費者相談

場や居場所の機能

日常の暮らしの中での支え合い

コミュニティ
（サークル活動等）

居場所をはじめとする多様な
場づくり

多分野協働の
プラットフォーム

農業

観光

まちづくり

環境

居住支援

地域住民

居場所

地方創生

多文化
共生

相談支援機関B

相談支援機関C

相談支援機関A

重層的支援体制整備事業（全体）

世代や属性を超えた相談
を受け止め、必要な機関に
つなぐ

包括的相談支援事業

継続的な伴走によ
る支援

アウトリーチ等を通
じた継続的支援事業

つながりや参加の支
援。狭間のニーズにも
対応する参加支援を強
化

参加支援事業

地域づくりをコー
ディネート

地域づくり事業

中核の機能を担い、
相談支援関係者へ
連携・つなぎ

多機関協働事業
新

新

新

重層的支援会議

調整
調整

資料：厚生労働省社会・援護局作成

（本人や世帯の属性にかかわらず受け止める「相談支援」）
重層的支援事業の柱の一つである「対象者の属性を問わない相談支援」とは、従来、市
町村において、介護、障害、こども、生活困窮の各分野において実施されている既存の相
談支援＊3を一体として実施して、世代や属性、相談内容などにかかわらず、地域住民の相
談を幅広く受け止めるものである。
たとえば、ひとり親として子育てをしている子に対し、生活面・金銭面等での援助をし
ていた親が要介護状態となり、親子両者に対して支援が必要になった場合など、世帯にお
いて複数の課題を抱えるような場合には、介護の相談に応じる中で、子育てなどに関する
支援の必要性が見つかる可能性もある。このような場合に、包括的な相談窓口で受け付け
た上で、関係部局間で連携することにより、適切な対応をすることが可能となる。具体的
には、受け止めた相談のうち、最初に受け付けた相談窓口だけでは解決が難しい場合に
は、「多機関協働事業」として複数の支援機関で連携を図り、各支援機関の役割分担など
を行いながら支援を行う。また、必要な支援が届いていない人に対しては、本人との信頼
関係の構築を重点としながら支援を届けるアウトリーチを行う。
ここでは、地域住民からどの機関に相談があっても、市全体で受け止める総合的な相談

＊3	 具体的には、地域包括支援センターの運営（介護保険法第115条の45第2項第1号から第3号まで）、障害者相談支援事業（障害者総
合支援法第77条第1項第3号）、利用者支援事業（子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第59条第1号）、生活困窮者自立相
談支援事業（生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）第3条第2項（同法第4条に規定する福祉事務所を設置していない町村
においては、同法第11条第1項に規定する事業））
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支援体制づくりを実践している具体的な取組みについて見てみたい。

「どんな相談でもまずは受け止め、必要な
支援につないでいく」、こうした包括的な支
援体制の構築に向けて、各地で取組みが進め
られている。ここでは、地域住民の様々な
ニーズに対し、市全体で受け止める総合相談
支援体制づくりを実践している岡山市の取組
みを紹介する。

岡山市における総合相談支援体制づくり
の検討

岡山市は、人口約71万人、中国地方で広
島市に次ぐ2番目の都市（政令指定都市）で
ある。面積は約790m2、これは東京23区の
1.3倍、大阪市の3.5倍に当たり、市域が広
いことが特徴だ。このため、市内の各相談機
関が制度ごとに圏域を設けて支援を実施して
おり、いわゆる“ワンストップ窓口”に一本
化することは困難であった。

また、介護、障害、子育て、生活困窮者支援
等に係る各相談機関が専門的な支援を行う一
方で、複数機関が関わる場合、利用者にとって
何を優先すべきかの判断に迷うことがあった。

そこで、様々な相談機関でこれまで培って
きた各分野の専門性を活かしながら、それぞ
れの相談機関が連動する包括的相談体制を作
ることとなった。すなわち、どの相談機関に
市民が相談しても、保健・福祉が連動した
サービスを漏れなく提供する体制である。

「断らない相談支援」のためのツール
こうした体制整備を行うに当たって、岡山

市では、関係機関間の相互調整のためのツー
ルをふたつ導入した。

ひとつめは、「つなぐシート」。これは、各
相談支援機関に相談者が来所した際、その方
が属する世帯の課題が複雑化・複合化してい
る場合に用いるものである。課題を漏れなく
把握し、つなぎ先を整理するために、困りご
との内容や、関係機関に紹介する理由を記載
し、本人に同意を得た上で庁内外の情報共有
を図る。

内線
（ ）

■ 基本情報

（ ）

令和

■ お困りごとの内容 ■世帯構成　 世帯人数（

■ 紹介先

■ 本人の同意有無 あり （ 署名 口頭 その他（ ） なし

○ 円滑な相談支援につなぐため、私の相談内容を必要となる関係機関（者）と情報共有し、保管・集約する
ことに同意します。

日

性別

生年
月日

大正 昭和

受付者
電話
番号

―

日年 月

年月日 年 月 日
受付
機関

相談内容（紹介する理由）

←

←

←

氏名

） 携帯 ―（ ）

年 月

こころの問題（メンタルヘルス）

障害のこと

収入・仕事のこと

住まいのこと

電話

区

自宅 （

年齢氏名 続柄 備考

本人
署名

VVeerr..22001199..1111..11

相　談　者

平成

ご相談されたい内容に〇をおつけください。
複数ある場合は、一番お困りのことに◎をおつけください。

住所 〒 ― 岡山市

歳

つつ　　なな　　ぐぐ　　シシ　　ーー　　トト　　　　（（複複合合課課題題チチェェッッククシシーートト））　　　　

男性 女性ふりがな

）名（（本本人人含含むむ））

本人

―

権利擁護（後見制度など）

その他（下欄へ詳細記入）

病気・医療のこと

介護のこと

子育てのこと

支出・滞納・借金

DV・虐待のこと

健康のこと

機関名

ご相談されたいことや、配慮を希望されることを具体的にご記入ください。

もうひとつは、「相談機関一覧」。各相談支
援機関の担当者が、相談者をどの関係機関に
つなぐべきか困らないように、分野ごとに相
談機関を整理した上で担当者名を明記し、役
割を見える化した。また、他機関からの相談
を断らないことをルール化している点も、重
要なポイントである。

岡山市のこれらの取組みは、市が目指す、
どんな相談でもまずは受け止める「断らない
相談支援」を実践するために有効な手法であ
る。

世帯が抱える複合課題への対応
複合的な課題を抱えた個人や世帯に対して

支援を行う際、各相談支援機関の調整だけで
は解決困難な場合がある。

このようなケースに対応するため、関係機
関の情報共有や支援の検討を行うために関係
者が一堂に会する「複合課題ケース検討会」
を開催しており、岡山市社会福祉協議会が検
討会のファシリテーター（進行役）を務めて
いる。

また、困難ケースについては、市が任命し
た「複合課題解決アドバイザー」（医師や社
会福祉士、保健師等も含む各相談支援機関の

多機関の協働により、庁内のどこに相談があっても市全体で
受け止める（岡山県岡山市）コラム
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（本人や世帯の状態に合わせ、地域資源を活かしながら、就労支援などを提供し社会との
つながりを回復する「参加支援」）
2つ目の柱の「参加支援」は、相談支援で把握した課題に対して、既存の高齢者、障害者と

いった制度に適した支援がない場合に、本人や世帯のニーズを踏まえて、地域の社会資源など
を活用して、就労支援や居住支援などの社会とのつながりづくりに向けた支援を行うものである。
例えば、経済的な困窮状態にはないひきこもり状態の方が、生活困窮者の就労体験に短時間

から参加することで、生活のリズムをつけながら社会参加をするなど、本人の状態やニーズに応
じたオーダーメイドの支援を行うことが挙げられる。参加支援により、本人や世帯が地域や社会
との関わり方を選択し、自らの役割を見出すために多様な接点を確保することを目指している。

（地域社会からの孤立を防ぐとともに、地域における多世代の交流や多様な活躍の機会と
役割を生み出す「地域づくりに向けた支援」）
3つ目の柱の「地域づくりに向けた支援」とは、既存の地域づくりに関する事業＊4の取組み

を活かしつつ、世代や属性を超えて交流できる居場所の整備を行うとともに、地域における社
会資源の開発やネットワークの構築を行うものである。地域やコミュニティにおいて、お互いを
気にかけ支え合う関係性を育むことで、社会的孤立の発生や深刻化を防ぐとともに、住民自身
が地域において何らかの役割を果たすことで自己肯定感や自己有用感を育むことにつながる。
ここでは、一例として、自治体、社会福祉協議会、市民団体などの様々な異なる立場の
方が参加し、人と人との関係が深まる場をつくっている自治体の取組みを見てみたい。

＊4	 介護保険法第115条の45第1項第2号の一般介護予防事業のうち地域介護予防活動支援事業、同条第2項第5号の生活支援体制整備事
業、障害者総合支援法第77条第1項第9号の地域活動支援センター事業、子ども・子育て支援法第59条第9号の地域子育て支援拠点事
業、生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱4（3）（エ）の地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業

長）が、情報収集・課題分析など初期の段階
から助言を行っており、単発的な連携にとど
まらない継続的な協働を実現している。

指す、どんな相談でもまずは受け止め

る「断らない相談支援」を実践するた

めに有効な手法である。

世世帯帯がが抱抱ええるる複複合合課課題題へへのの対対応応

複合的な課題を抱えた個人や世帯

に対して支援を行う際、各相談支援機

関の調整だけでは解決困難な場合が

ある。

このようなケースに対応するため、

関係機関の情報共有や支援の検討を

行うために関係者が一堂に会する「複

合課題ケース検討会」を開催しており、

岡山市社会福祉協議会が検討会のフ

ァシリテーター（進行役）を務めてい

る。

また、困難ケースについては、市が

任命した「複合課題解決アドバイザー」

（医師や社会福祉士、保健師等も含む

各相談支援機関の長）が、情報収集・

課題分析など初期の段階から助言を

行っており、単発的な連携にとどまら

ない継続的な協働を実現している。

ささららにに支支援援体体制制をを拡拡げげるるたためめにに

岡山市では、このように多機関協働

による相談支援体制を充実させてき

たが、一方で、制度の狭間や地域社会

市町村において、既存の相談支援等の取組みを

活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援

ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するた

との関係性の不足により、支援が届い

ていない人へのアプローチに課題を

感じていた。

このため、 （令和４）年度から

は重層的支援体制整備事業を開始し、

包括的な相談支援に加え、アウトリー

チ（訪問等による本人へのアプローチ）

による継続的な支援や、それらの基盤

となる地域づくりを一体的に実施し

ている。

庁内の合意形成を丁寧に行い、創意

工夫による取組みを進めることで、

「縦割り」の壁を低くしていく。岡山

市の取組みは、規模の大きい自治体で

あっても一体的な支援が可能である

ことを体現している。

め、Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ地域づくりに向

けた支援を一体的に実施するもの。 令和２

年の社会福祉法改正により創設、 令和３ 年

度より施行。

さらに支援体制を拡げるために
岡山市では、このように多機関協働による

相談支援体制を充実させてきたが、一方で、

＊1	 市町村において、既存の相談支援等の取組みを活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な
支援体制を構築するため、Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ地域づくりに向けた支援を一体的に実施するもの。2020（令和2）
年の社会福祉法改正により創設、2021（令和3）年度より施行。

制度の狭間や地域社会との関係性の不足によ
り、支援が届いていない人へのアプローチに
課題を感じていた。

このため、2022（令和4）年度からは重
層的支援体制整備事業＊1を開始し、包括的な
相談支援に加え、アウトリーチ（訪問等によ
る本人へのアプローチ）による継続的な支援
や、それらの基盤となる地域づくりを一体的
に実施している。

庁内の合意形成を丁寧に行い、創意工夫に
よる取組みを進めることで、「縦割り」の壁
を低くしていく。岡山市の取組みは、規模の
大きい自治体であっても一体的な支援が可能
であることを体現している。

94 令和5年版　厚生労働白書

第

3
章

「
つ
な
が
り
・
支
え
合
い
」
の
あ
る
地
域
共
生
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て

厚労2023_1-03.indd   94厚労2023_1-03.indd   94 2023/07/18   11:08:352023/07/18   11:08:35



今、地域社会では、つながりの希薄化や、
複合的な悩みを抱える世帯の増加など、様々
な課題に直面している。そんな中で、多世代
の交流や居場所づくりなど、住民主体の多様
な活動を次々と生み出している福岡県久留米
市の取組みを紹介する。

多様な市民活動が生まれる工夫
久留米市は、人口約30万人の中核市であ

り、福岡県内では3番目の人口を擁してい
る。市は、住民・民間団体・企業・市等が共
に地域の課題を解決する「協働のまちづく
り」を目指しており、地域コミュニティ組織
による活動や事業を後押しするよう財政的な
支援を行っている。また、地域課題の解決に
取り組む人、自身の興味関心から地域活性化
に関わる人など様々な考えを持つ人が出会う
場づくりにも力を入れている。住民が主体と
なって繰り広げられている活動として、次の
ようなものがある。

・「本業＋αプロジェクト」
本業に「＋α」を加えることで、様々な人

が集える居場所を増やしていくという発想の
もとで生まれたプロジェクト。例えば、本業
は当地の伝統工芸である久留米絣（かすり）
屋、それにプラスして駄菓子屋、さらにプラ
スしてまちの「居場所」「相談場所」。いくつ
もの顔を持つ店舗を発掘していくことで、こ
どもから高齢者まで多くの人が集い、緩やか
に見守り合えるまちづくりを目指している。

・「久留米10万人女子会」
10万人の女性が女性自身の課題解決や地

域のつながりを形成することを目的にスター
ト（久留米市の成人女性人口は約13万人）。
活動を重ねる中で、地域で見過ごされている
課題に着目した新たな取組みが生まれてい
る。例えば、「近くにスーパーがない」との
声に応えて、移動販売を行ったり、「水害が
心配」との悩みには危険箇所を見回るお散歩
ラボ会を開催したり。地域の困りごとを皆で
話し合い、解決している。

・はじロマ会
「地域福祉って何？」という問いへの答え

を模索していく中で生まれたお話会。フリー
ランスを中心とした民間団体、久留米市社会
福祉協議会、市で協働して開催している。特
定の目的や成果は設定せず、参加者はただ

「ロマンを話す・ロマンに浸る」だけ。初め
て会った人同士なのに、ロマンを通した対話
によりすっかり打ち解け、終わる頃にはずっ
と前から知っているような関係に。会で知り
合った者同士が各自の得意分野を持ち寄った
事業を始めるなど、新たな取組みが生まれる
きっかけにもなっている。

多多世世代代がが混混じじりり合合いい〝〝〇〇〇〇しし合合ええるる″″地地域域へへ

（（福福岡岡県県久久留留米米市市））

今、地域社会では、つながりの希薄

化や、複合的な悩みを抱える世帯の増

加など、様々な課題に直面している。

そんな中で、多世代の交流や居場所づ

くりなど、住民主体の多様な活動を

次々と生み出している福岡県久留米

市の取組みを紹介する。

多多様様なな市市民民活活動動がが生生ままれれるる工工夫夫

久留米市は、人口約 万人の中核

市であり、福岡県内では３番目の人口

を擁している。市は、住民・民間団体・

企業・市等が共に地域の課題を解決す

る「協働のまちづくり」を目指してお

り、地域コミュニティ組織による活動

や事業を後押しするよう財政的な支

援を行っている。また、地域課題の解

決に取り組む人、自身の興味関心から

地域活性化に関わる人など様々な考

えを持つ人が出会う場づくりにも力

を入れている。住民が主体となって繰

り広げられている活動として、次のよ

うなものがある。

・「本業＋αプロジェクト」

本業に「＋α」を加えることで、様々

な人が集える居場所を増やしていく

という発想のもとで生まれたプロジ

ェクト。例えば、本業は当地の伝統工

芸である久留米絣（かすり）屋、それ

にプラスして駄菓子屋、さらにプラス

してまちの「居場所」「相談場所」。い

くつもの顔を持つ店舗を発掘してい

くことで、こどもから高齢者まで多く

の人が集い、緩やかに見守り合えるま

ちづくりを目指している。

・「久留米 万人女子会」

万人の女性が女性自身の課題解

決や地域のつながりを形成すること

を目的にスタート（久留米市の成人女

性人口は約 万人）。活動を重ねる中

で、地域で見過ごされている課題に着

目した新たな取組みが生まれている。

例えば、「近くにスーパーがない」との

声に応えて、移動販売を行ったり、「水

害が心配」との悩みには危険箇所を見

回るお散歩ラボ会を開催したり。地域

の困りごとを皆で話し合い、解決して

いる。

・はじロマ会

「地域福祉って何？」という問いへ

の答えを模索していく中で生まれた

お話会。フリーランスを中心とした民

間団体、久留米市社会福祉協議会、市

で協働して開催している。特定の目的

や成果は設定せず、参加者はただ「ロ

マンを話す・ロマンに浸る」だけ。初

めて会った人同士なのに、ロマンを通

した対話によりすっかり打ち解け、終

わる頃にはずっと前から知っている

ような関係に。会で知り合った者同士

が各自の得意分野を持ち寄った事業

を始めるなど、新たな取組みが生まれ

るきっかけにもなっている。

・じじっか

「実家よりも実家」をコンセプトに

項番１１

・じじっか
「実家よりも実家」をコンセプトにした子

育て拠点。「ひとり親、ふたり親ではなくて
7人親」を目標に、地域の方・企業などの協
力を得て、ひとり親家庭への食事提供や、使
わなくなったおもちゃのプレゼントなどを
行っている。他にも、「3人4脚プロジェク
ト」、「欲望形成講座」等のユニークなネーミ
ングで様々な活動を展開している。じじっか
に行くと、おなかいっぱい食事ができたり、
何気ない日常を共に過ごす人がいたりする。
まさに大家族のような、人とのつながりの豊
かさを実感できる場となっている。

広報による後押し
こうした様々な取組みを多くの市民に知っ

てもらうことも重要だ。市では、地域福祉マ
ガジン「グッチョ」を発行し、住民の多様な
支え合いを広報している。「グッチョ」とは、

多世代が混じり合い〝〇〇し合える″地域へ
（福岡県久留米市）コラム
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（3つの支援を一体的に行うことで、相乗効果がもたらされる）
①相談支援、②参加支援、③地域づくりに向けた支援を市町村が一体的に展開することによ

り、相互作用が生じ、支援の効果が高まることが期待される。例えば、地域づくりに向けた支援
を通じて、地域で人と人とのつながりが生まれやすくなり、周囲の人が課題を抱える本人に声か
けをすることなどを通じ、「相談支援」へ早期につながることなどが考えられる（図表3-2-4）。

	 図表3-2-4	 3つの支援を組み合わせることによる効果

生きづらさが少しでも
緩和するような地域をどうつくるか

生きづらさが少しでも
緩和するような地域をどうつくるか

地域づくり

参加支援のための情報

が不足／余裕がない

相談支援：ケースワーク

高齢者

子ども障害者

生活困窮

アウトリーチ

多機関協働

参加支援

重層的
支援会議

人と人がつながる

人と地域がつながる

参加支援

相談支援：ケースワーク

高齢者

子ども障害者

生活困窮

追加財源
追加財源

追加財源

アウトリーチ

アウトリーチ
の余裕なし

こ
れ
ま
で

重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業

高齢者

子ども障害者

生活困窮

地域づくり

高齢者

子ども障害者

生活困窮

追加機能

分野またぎのケースに
対応する、余裕がない

分野別の予算執行
分野またぎの支援が
しにくい

一体的な
運用

【出所】三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
「重層的支援体制整備事業に係る自治体等における円滑な実施を支援するためのツール等についての調査研究報告書」（2021）【出所】三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「重層的支援体制整備事業に係る自治体等における円滑な実施を支

援するためのツール等についての調査研究報告書」（2021）
資料：厚生労働省社会・援護局作成

福岡県筑後地方の方言で「何かを一緒にし合
う」という意味。市で起こっている「○○し
合う」取組みや、それに関わる人の思いを取
り上げることで、「いい話だね」、「それなら
できそう」と共感が生まれている。それがさ
らに、地域で多様な活動が生まれる可能性に
もつながる。

した子育て拠点。「ひとり親、ふたり親

ではなくて７人親」を目標に、地域の

方・企業などの協力を得て、ひとり親

家庭への食事提供や、使わなくなった

おもちゃのプレゼントなどを行って

いる。他にも、「３人４脚プロジェク

ト」、「欲望形成講座」等のユニークな

ネーミングで様々な活動を展開して

いる。じじっかに行くと、おなかいっ

ぱい食事ができたり、何気ない日常を

共に過ごす人がいたりする。まさに大

家族のような、人とのつながりの豊か

さを実感できる場となっている。

広広報報にによよるる後後押押しし

こうした様々な取組みを多くの市

民に知ってもらうことも重要だ。市で

は、地域福祉マガジン「グッチョ」を

発行し、住民の多様な支え合いを広報

している。「グッチョ」とは、福岡県筑

後地方の方言で「何かを一緒にし合う」

という意味。市で起こっている「○○

し合う」取組みや、それに関わる人の

思いを取り上げることで、「いい話だ

ね」、「それならできそう」と共感が生

まれている。それがさらに、地域で多

様な活動が生まれる可能性にもつな

がる。

支支ええ合合いいののままちち久久留留米米をを目目指指ししてて

久留米市には、地域住民・民間団体

によるインフォーマルな力に支えら

れた個性あふれる活動が息づいてい

る。市では、こうした住民主体の取組

みの下支えを行うことで、「制度の心

強さ」と「地域ならではの安心」、両方

のいろんな面が混じり合い、地域住

民・民間団体・自治体が相互に「○○

し合い」支え合える地域を目指してい

る。

ググッッチチョョ創創刊刊号号。。一一人人のの高高齢齢者者

のの自自主主的的なな活活動動かからら「「見見守守りりつつ

つつ、、見見守守らられれてていいるる」」姿姿をを紹紹介介。。

した子育て拠点。「ひとり親、ふたり親

ではなくて７人親」を目標に、地域の

方・企業などの協力を得て、ひとり親

家庭への食事提供や、使わなくなった

おもちゃのプレゼントなどを行って

いる。他にも、「３人４脚プロジェク

ト」、「欲望形成講座」等のユニークな

ネーミングで様々な活動を展開して

いる。じじっかに行くと、おなかいっ

ぱい食事ができたり、何気ない日常を

共に過ごす人がいたりする。まさに大

家族のような、人とのつながりの豊か

さを実感できる場となっている。

広広報報にによよるる後後押押しし

こうした様々な取組みを多くの市

民に知ってもらうことも重要だ。市で

は、地域福祉マガジン「グッチョ」を

発行し、住民の多様な支え合いを広報

している。「グッチョ」とは、福岡県筑

後地方の方言で「何かを一緒にし合う」

という意味。市で起こっている「○○

し合う」取組みや、それに関わる人の

思いを取り上げることで、「いい話だ

ね」、「それならできそう」と共感が生

まれている。それがさらに、地域で多

様な活動が生まれる可能性にもつな

がる。

支支ええ合合いいののままちち久久留留米米をを目目指指ししてて

久留米市には、地域住民・民間団体

によるインフォーマルな力に支えら

れた個性あふれる活動が息づいてい

る。市では、こうした住民主体の取組

みの下支えを行うことで、「制度の心

強さ」と「地域ならではの安心」、両方

のいろんな面が混じり合い、地域住

民・民間団体・自治体が相互に「○○

し合い」支え合える地域を目指してい

る。

ググッッチチョョ創創刊刊号号。。一一人人のの高高齢齢者者

のの自自主主的的なな活活動動かからら「「見見守守りりつつ

つつ、、見見守守らられれてていいるる」」姿姿をを紹紹介介。。

グッチョ創刊号。一人
の高齢者の自主的な活
動から「見守りつつ、
見守られている」姿を
紹介。

支え合いのまち久留米を目指して
久留米市には、地域住民・民間団体による

インフォーマルな力に支えられた個性あふれ
る活動が息づいている。市では、こうした住
民主体の取組みの下支えを行うことで、「制
度の心強さ」と「地域ならではの安心」、両
方のいろんな面が混じり合い、地域住民・民
間団体・自治体が相互に「○○し合い」支え
合える地域を目指している。
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（包括的支援の取組みの更なる実施を進める）
このように、各制度にまたがる複合的な課題や制度の狭間に陥りがちな課題に対して、
属性にかかわらず包括的に支援を行う生活困窮者自立支援制度が開始され、それを発展さ
せてより包括的な支援体制を構築、推進するため、相談支援、参加支援、地域づくり支援
を軸とする重層的支援事業が展開されてきた。
重層的支援事業は、2021（令和3）年度には42市町村、2022（令和4）年度には134
市町村、2023（令和5）年度には189市町村が実施している。今後も、より多くの市町
村において重層的支援事業が効果的に実施され、全国的に包括的支援体制の推進、充実を
図ることが求められる（図表3-2-5）。

	 図表3-2-5	 令和5年度重層的支援体制整備事業　実施予定自治体（R4年11月時点）
令和５年度 重層的支援体制整備事業 実施予定自治体（Ｒ４．11時点）

旭川市 川越市 福井市 彦根市 岡山市
七飯町 越谷市 敦賀市 長浜市 美作市
妹背牛町 狭山市 あわら市 草津市 呉市
鷹栖町 草加市 越前市 守山市 三原市
津別町 桶川市 坂井市 甲賀市 東広島市
厚真町 ふじみ野市 山梨県 甲州市 野洲市 廿日市市
音更町 川島町 松本市 高島市 宇部市
鹿追町 鳩山町 飯田市 米原市 長門市
広尾町 船橋市 伊那市 竜王町 高松市
幕別町 柏市 飯綱町 京都府 長岡京市 さぬき市

青森県 鰺ヶ沢町 市川市 岐阜市 豊中市 愛媛県 宇和島市
盛岡市 木更津市 関市 高槻市 高知市
遠野市 松戸市 熱海市 枚方市 本山町
矢巾町 市原市 函南町 八尾市 中土佐町
岩泉町 香取市 岡崎市 東大阪市 黒潮町
仙台市 八王子市 豊田市 富田林市 久留米市
涌谷町 墨田区 半田市 高石市 大牟田市
能代市 大田区 春日井市 交野市 八女市
大館市 世田谷区 豊川市 大阪狭山市 糸島市
湯沢市 渋谷区 稲沢市 阪南市 岡垣町

由利本荘市 中野区 東海市 太子町 佐賀県 佐賀市
大仙市 豊島区 大府市 姫路市 大津町

山形県 山形市 立川市 知多市 尼崎市 益城町
福島市 調布市 豊明市 明石市 中津市
須賀川市 国分寺市 長久手市 芦屋市 津久見市
土浦市 狛江市 東浦町 伊丹市 竹田市
古河市 西東京市 美浜町 加東市 杵築市
那珂市 鎌倉市 武豊町 奈良市 九重町
東海村 藤沢市 四日市市 三郷町 都城市
宇都宮市 小田原市 伊勢市 川上村 小林市
栃木市 茅ヶ崎市 松阪市 和歌山県 和歌山市 日向市
市貝町 逗子市 桑名市 鳥取市 三股町
野木町 秦野市 名張市 米子市
太田市 富山市 亀山市 倉吉市 189自治体
館林市 氷見市 鳥羽市 智頭町
みどり市 金沢市 いなべ市 北栄町 ※参考
上野村 小松市 志摩市 松江市 うちR4重層事業 　134自治体

みなかみ町 能美市 伊賀市 出雲市 うちR4移行準備事業 　41自治体
玉村町 御浜町 大田市 うちR２以前モデル事業 　125自治体

美郷町
吉賀町

大分県

宮崎県

岡山県

広島県

山口県

香川県

福岡県

熊本県

滋賀県

大阪府

兵庫県

奈良県

鳥取県

島根県

石川県

福井県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

富山市

岩手県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

宮城県

秋田県

北海道

高知県

資料：厚生労働省社会・援護局作成

（3）関係機関ネットワークの構築と伴走型支援・アウトリーチ支援
（関係機関ネットワークの構築により、包括的な支援につなげることが求められる）
複雑化・複合化する課題については、関係者や関係機関も様々であり、第2章のひきこ
もり支援やヤングケアラー対策で示したように、課題の早期発見、対応、適切な支援など
のための関係機関などからなるネットワークを構築し、包括的な支援につなげることが重
要である。ネットワークを通じて行政機関や官民の各関係機関の担当者がお互いに顔の見
える関係になることにより、他の機関の取組内容や有益な情報を共有し、より円滑な連携
を行うことができる。ネットワークの目的は、個別ケース対応から情報共有・意思決定な
ど設置単位などにより様々であるが、各地域の課題、地域資源などの実情に応じて効果
的・効率的なネットワークを構築し、包括的な支援につなげることが望まれる。
ここでは、福祉関係部局に加え、教育委員会、ハローワーク、社会福祉協議会、NPO
法人や家族会などの民間団体といった様々な機関が参画して支援を推進している岩手県北
上市のネットワークづくりについて紹介する。
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岩手県北上市では、地域の人々との意見交
換等を通じて、ひきこもり対策の必要性を強
く認識し始めていた。このため、北上市をあ
げて、ひきこもりに特化した対策を推進する
こととし、2020（令和2）年8月に、「北上
市ひきこもりネットワーク協議会」を設置し
た。

北上市ひきこもりネットワーク協議会
北上市ひきこもりネットワーク協議会は、

行政機関及び支援関係機関から構成されるプ
ラットフォームであり、関係機関の連携強
化、専門性の向上や支援施策の検討を協議会
の主な機能としている。

協議会の設置により、各関係機関の担当者
が、他の機関の取組内容やひきこもりに関す
る情報を共有できるとともに、お互いに顔が
見える関係となったことから、以前よりすみ
やかに連携し、課題に関して前向きに取り組
めるようになった。

また、参加者の負担が重すぎることになら
ないよう、効率的な会議運営に留意してお
り、協議会自体で個別のケース解決をするの
ではなく、関係者同士がすぐに連絡できる関
係づくりの場、情報共有して他の関係機関が
持つ有益な意見や情報をもらう場として特に
効果的に機能している。

地地域域ののネネッットトワワーーククにによよるるひひききここももりり支支援援のの強強化化！！

（（岩岩手手県県北北上上市市））

岩手県北上市では、地域の人々との

意見交換等を通じて、ひきこもり対策

の必要性を強く認識し始めていた。こ

のため、北上市をあげて、ひきこもり

に特化した対策を推進することとし、

（令和２）年８月に、「北上市ひき

こもりネットワーク協議会」を設置し

た。

北北上上市市ひひききここももりりネネッットトワワーークク協協

議議会会

北上市ひきこもりネットワーク協

議会は、行政機関及び支援関係機関か

ら構成されるプラットフォームであ

り、関係機関の連携強化、専門性の向

上や支援施策の検討を協議会の主な

機能としている。

協議会の設置により、各関係機関の

担当者が、他の機関の取組内容やひき

こもりに関する情報を共有できると

ともに、お互いに顔が見える関係とな

ったことから、以前よりすみやかに連

携し、課題に関して前向きに取り組め

るようになった。

また、参加者の負担が重すぎること

にならないよう、効率的な会議運営に

留意しており、協議会自体で個別のケ

ース解決をするのはなく、関係者同士

がすぐに連絡できる関係づくりの場、

情報共有して他の関係機関が持つ有

益な意見や情報をもらう場として特

に効果的に機能している。

北上市ひきこもりネットワーク協議会

アアウウトトリリーーチチ支支援援

北上市のひきこもり対策では、能動

的な支援であるアウトリーチ機能が

不足していた。このため、 （令和

３）年度から、北上市社会福祉協議会

への委託事業によりアウトリーチ支

援を開始した。

同協議会では、アウトリーチ支援員

を配置し、関係機関や当事者家族等か

らの情報をもとに、本人・家族に自宅

訪問を行っている。

当事者との関係づくりは時間がか

かることが多く、庭の手入れの手伝い

をしたり、詐欺の注意の呼びかけと併

せて自宅に伺うなど、様々なきっかけ

を作ってアプローチを繰り返してい

る。様子を見ながら訪問を重ねても、

当事者から支援を拒否されるケース

もあるとのことである。

試行錯誤をしながらも、アウトリー

チ支援によりすみやかに必要な支援

につなげ、社会とのつながりを回復し

てほしいとの想いの下、取組みを継続

している。

項番１２

北上市ひきこもりネットワーク協議会

アウトリーチ支援
北上市のひきこもり対策では、能動的な支

援であるアウトリーチ機能が不足していた。
このため、2021（令和3）年度から、北上
市社会福祉協議会への委託事業によりアウト
リーチ支援を開始した。

同協議会では、アウトリーチ支援員を配置
し、関係機関や当事者家族等からの情報をも
とに、本人・家族に自宅訪問を行っている。

当事者との関係づくりは時間がかかること
が多く、庭の手入れの手伝いをしたり、詐欺
の注意の呼びかけと併せて自宅に伺うなど、
様々なきっかけを作ってアプローチを繰り返
している。様子を見ながら訪問を重ねても、
当事者から支援を拒否されるケースもあると
のことである。

試行錯誤をしながらも、アウトリーチ支援
によりすみやかに必要な支援につなげ、社会
とのつながりを回復してほしいとの想いの
下、取組みを継続している。

居場所を通じてみんなを笑顔にしたい！
ワラタネスクエア

北上市のひきこもり支援には、「居場所」
機能も不足していた。

北上市には、従来から任意団体「笑いのた
ねプロジェクト」が独自事業としてひきこも
りの方などの居場所づくりに取り組んでいた
が、対象者も限られ、開催も不定期であった。

このため、北上市と連携し、市の委託事業
として「居場所」を強化することし、2022

（令和4）年度から、アクセスの良い市の中
心部に常設の居場所「ワラタネスクエア」を
開設することができた。

ワラタネスクエアを運営するNPO法人
ワーカーズコープの後藤所長も、ひきこもり
の子どもを持つ親として奮闘した経験があ
り、ひきこもり状態にある本人やご家族が誰
かとつながりたいと思ったときに、気軽に行
ける居場所が必要であるとの思いから居場所
づくりに取り組んできた。

誰もが気軽に入れるように敷居を低くする
ことが重要であり、入り口は雑貨や書籍を販
売する一般の店舗にして、買い物ついでに相
談できるようにしている。また、居場所の中
ではリラックスして過ごせるように、自分の
好きなことをしててもまたは何もしなくても
大丈夫としている。ただ1つのルールは、み
んなの話を否定しないことである。

地域のネットワークによるひきこもり支援の強化！
（岩手県北上市）コラム
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（支援にあたっては、支援者と本人が継続的につながる「伴走型支援」の形が求められる）
実際に課題を抱えた人に対する支援は、地域において、本人と支援者が継続的につなが
り関わり合いながら、本人と社会・他者との関係を広げていく「伴走型支援」が求められ
る（図表3-2-6）。
相談支援が包括的かつ個別的に行われるためには、一人ひとりの課題や支援ニーズを的
確に評価・分析した上で、地元の関係機関と密接に連携しつつ、適切な支援につなぐコー
ディネーターとしての役割を果たす地域の支援者等の存在が欠かせない。今後、社会福祉
法人やNPO等の職員も含め、地域の支援者等の確保に向けた取組みを進めるべきである。
また、地域生活の中で一人ひとりに寄り添った支援をしていくためには、医療・介護・福
祉の専門職による職種や分野を超えた連携が求められており、それぞれの専門資格の養成
課程において共通の基礎的な知識や素養を身につけるとともに、一人の人材が複数の分野
にわたる専門的知識を習得できるような工夫（複数分野の資格の取得、学び直しや中高年
の参加の促進も含む。）の検討が必要である＊5。

＊5	 複数資格に横断的な1年程度の共通となる基礎課程を設けることにより、多職種連携や地域・社会活動など地域共生社会を担う人材の育
成を図るとともに、医療・福祉人材に新たなキャリア像を提供することができると期待されている。また、既に資格を取得されている方
に対しては、他の資格を取得する際に履修期間の短縮や、単位認定の拡大が行われている。

後藤所長は、「あるがままの自分を受け止
めてくれる居場所があれば、誰もが自分の
ペースで社会とつながりを持てるようにな
る。この居場所を通じてみんなを笑顔にした
い」と想いを語っている。居居場場所所をを通通じじててみみんんななをを笑笑顔顔ににしし

たたいい！！

ワワララタタネネススククエエアア

北上市のひきこもり支援には、「居

場所」機能も不足していた。

北上市には、従来から任意団体「笑

いのたねプロジェクト」が独自事業と

してひきこもりの方などの居場所づ

くりに取り組んでいたが、対象者も限

られ、開催も不定期であった。

このため、北上市と連携し、市の委

託事業として「居場所」を強化するこ

とし、 （令和４）年度から、アク

セスの良い市の中心部に常設の居場

所「ワラタネスクエア」を開設するこ

とができた。

ワラタネスクエアを運営する 法

人ワーカーズコープの後藤所長も、ひ

きこもりの子どもを持つ親として奮

闘した経験があり、ひきこもり状態に

ある本人やご家族が誰かとつながり

たいと思ったときに、気軽に行ける居

場所が必要であるとの思いから居場

所づくりに取り組んできた。

誰もが気軽に入れるように敷居を

低くすることが重要であり、入り口は

雑貨や書籍を販売する一般の店舗に

して、買い物ついでに相談できるよう

にしている。また、居場所の中ではリ

ラックスして過ごせるように、自分の

好きなことをしててもまたは何もし

なくても大丈夫としている。ただ つ

のルールは、みんなの話を否定しない

ことである。

後藤所長は、「あるがままの自分を

受け止めてくれる居場所があれば、誰

もが自分のペースで社会とつながり

を持てるようになる。この居場所を通

じてみんなを笑顔にしたい」と想いを

語っている。

ワラタネスクエア

子子育育ててををすするるみみななささんんのの応応援援団団でで

あありりたたいい！！

わわららすすばば

「わらすば」は、 法人わらすば

が運営する居場所である。。

大内理事長は、高校教諭の時に、学

校の枠を外れて中退していく生徒を

多く見てきた。そういう生徒がひきこ

もりにならないようにしたいとの思

いから、こどもが小さい頃からの様々

な関係づくり、居場所づくりに取り組

んでいる。

居場所の利用者は幼児から高校生

までと幅広く、「子育てをするみなさ

んの応援団でありたい」との考えから、

こどもの居場所事業（預かり）でも親

の仕事の有無に関わらず受け入れて

いる。先日は結婚記念日ということで

乳幼児含め 人のこどもを預かってい

たとのことである。

「時間的な余裕を持つことで、ま

とめて家事をすませたり、家族で温

まる時間を過ごしてほしい」と切に

願っている。

今今後後ととももひひききここももりり支支援援をを推推進進

このように、北上市ではひきこも

ワラタネスクエア

子育てをするみなさんの応援団でありたい！
わらすば
「わらすば」は、NPO法人わらすばが運営

する居場所である。
大内理事長は、高校教諭の時に、学校の枠

を外れて中退していく生徒を多く見てきた。
そういう生徒がひきこもりにならないように

したいとの思いから、こどもが小さい頃から
の様々な関係づくり、居場所づくりに取り組
んでいる。

居場所の利用者は幼児から高校生までと幅
広く、「子育てをするみなさんの応援団であ
りたい」との考えから、こどもの居場所事業

（預かり）でも親の仕事の有無に関わらず受
け入れている。先日は結婚記念日ということ
で乳幼児含め4人のこどもを預かっていたと
のことである。
「時間的な余裕を持つことで、まとめて家

事をすませたり、家族で温まる時間を過ごし
てほしい」と切に願っている。

今後ともひきこもり支援を推進
このように、北上市ではひきこもり対策の

大きな一歩を踏み出したところである。ひき
こもり対策は、個々の家庭生活環境や本人家
族の考え方も様々であり、他の分野にはない
難しさがある。北上市の担当者も手探りで進
めているとのことであるが、北上市の関係
者、関係機関の前向きな挑戦に今後も期待し
たい。
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	 図表3-2-6	 対人支援において求められるアプローチ
対人支援において今後求められるアプローチ

具体的な課題解決を目指すアプローチ つながり続けることを目指すアプローチ

個人が自律的な生を継続できるよう、本人の意向や取り巻く状況に合わせ、２つのアプローチ
を組み合わせていくことが必要。

支援の“両輪”と考えられるアプローチ

 本人が有する特定の課題を解決することを目指す

 それぞれの属性や課題に対応するための支援（現
金・現物給付）を重視することが多い

 本人の抱える課題や必要な対応が明らかな場合に
は、特に有効

本人を中心として、“伴走”する意識共通の基盤

 本人と支援者が継続的につながることを目指す

 暮らし全体と人生の時間軸をとらえ、本人と支援者
が継続的につながり関わるための相談支援（手続的
給付）を重視

 生きづらさの背景が明らかでない場合や、8050問
題など課題が複合化した場合、ライフステージの変
化に応じた柔軟な支援が必要な場合に、特に有効

資料：厚生労働省社会・援護局作成

（課題の深刻化を防ぐためには、アウトリーチが必要）
課題が深刻化してしまう原因として、本人や世帯が問題に気づいていない、どうすれば
よいか分からずに解決に向けた取組みになかなか着手できない、既存制度の窓口を知らな
い、相談に行くことに心理的な抵抗感がある、という場合などが考えられる。
例えば、ひきこもり状態の方は、第2章で紹介した意識調査においても、関係機関＊6を

利用したいと思わない者が、15～39歳では57.6％、40～64歳では50.0％となっている＊7

（図表3-2-7）。また、「誰にも相談したくない」という者も20％以上いる（図表3-2-8）。
また、ヤングケアラーについては、「世話をしている家族がいる」と回答した者のうち、

「自分はヤングケアラーにあてはまると思うか」との質問に対して「あてはまる」と回答
した者の割合は、中学2年生で16.3％、全日制高校2年生で15.0％、大学生で26.7％に
とどまっており、本人にその自覚がないことなどが挙げられている。
潜在的な支援の必要性を早期に発見し、課題の深刻化を防ぐためには、本人からの申請
を受けて開始する支援（受動的な支援）に留まらず、積極的に支援が必要な方のいる場所
に出向いて働きかけるアウトリーチによる支援（能動的な支援）が求められる。複数の分
野にまたがる複合的な課題を抱えており自ら支援を求めることのできない方や、支援につ
ながることに拒否的な方などに対して、早期に支援を届けることが重要である。

＊6	 この調査では、関係機関とは、精神保健福祉センター、ひきこもり地域生活支援センター、発達障害者支援センター、子ども・若者総合
相談センター・教育相談所・相談室などの相談機関、児童相談所・福祉事務所などの児童福祉機関、教育支援センター（適応指導教室）、
青少年交流の家、青少年自然の家等、職業安定所（ハローワーク）・ジョブカフェ・地域若者サポートステーションなどの就労支援機関、
児童館、フリースクール（フリースペース）、通信制高校のサポート校、青少年センターや青少年プラザなど、若者の自主的な活動を支
援する施設、その他民間の機関（自然体験活動、学習支援、就労支援、ひきこもりの支援など若者育成支援を行うNPOなど）が挙げら
れている。

＊7	 「どちらかといえば利用したいと思わない」、「利用したいと思わない」の合計を指している。
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	 図表3-2-7	 ひきこもり状態の人の関係機関の利用意向

	 関係機関の利用意向（15～39歳）n=144	 関係機関の利用意向（40歳～64歳）n=86

1144..66%%

2266..44%%

3366..88%%

2200..88%%

11..44%%

利用したいと思う どちらかといえば利用したいと思う

どちらかといえば利用したいと思わない 利用したいと思わない

無回答

1100..55

3366..00

2244..44

2255..66

33..55

資料：内閣府「子ども・若者の意識と生活に関する調査（令和4年度）」
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無回答

相談先に求めること

15～39歳（ｎ＝144） 40歳～64歳（ｎ＝86 ）

資料：内閣府「子ども・若者の意識と生活に関する調査（令和4年度）」
この調査は、「社会生活や日常生活を円滑に送ることができない状態になったときに、家族や知り合い以外に相談する
とすれば、どのような人や場所なら、相談したいと思いますか。」（複数選択）という設問である。

（アウトリーチでは、地域の社会資源を通じて、支援が必要な方の情報を早期に把握する
ことが求められる）
2021（令和3）年に施行された改正後の社会福祉法では、必要な支援が届いていない
方に支援を届けるためのアウトリーチに関する内容が、重層的支援事業の中の一つの事業
として新たに設けられた。アウトリーチを通じた支援では、地域住民のつながり（通いの
場など）、各種会議の情報、支援にあたり日頃から連携している専門職や民生委員・児童
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委員、福祉以外の分野（水道、電気、ガスなどのライフラインなど）といった様々な地域
の社会資源を通じて、支援が必要な方の情報を早期に把握することが求められる。
ここでは、業務の特性を活かしながら金融機関と社会福祉協議会が連携することで、認
知症の可能性がある高齢者について早期に情報共有をしている取組みを紹介したい。

平均寿命・健康寿命が延び、人生100年
時代といわれている。一方で、認知症などで
判断能力が低下することにより、適切な財産
管理が難しくなり、当人にとって望ましくな
い財産の使い方がされる問題が懸念されてい
る。

こうした課題について、金融機関と福祉機
関との連携により取り組んでいる具体的事例
とその調査研究の取組みについて紹介する。

●	大分県宇佐市成年後見支援センターの
取組み
大分県宇佐市においても、認知症等で判断

能力が低下した場合の財産管理に係る対応に
頭を悩ませていた。判断能力が低下した場合
には成年後見制度を利用することもできるが、
その利用が十分に行き渡っているわけではな
く、家族等のインフォーマルな支援に依存し
ているのが現実であった。このため、成年後
見制度の利用促進だけでなく、見守り支援の
強化による対策に重点を置くこととした。

財産管理に関しては、金融機関が当事者の
人生の比較的早い段階からエンディングに至
るまで密接に関連する関係機関であり、利用
者の異変に早い段階で気づくことができる。

金融機関が利用者の異変に気づいた場合、
できるだけ早期に福祉機関につないで、介護
サービスや成年後見制度などを活用する必要
があるが、第三者に個人情報を提供する場合
に原則本人の同意を必要とする個人情報保護
法との整理が必要であった。宇佐市では、消
費者安全法に基づく消費者安全確保地域協議
会の枠組を活用し、金融機関からの情報提供
について個人情報保護法との整合性を確保す
ることとした。

次に金融機関が利用者に説明をしやすくす
るため、宇佐市は、市内の全ての金融機関

（7金融機関）と「地域における見守り支援

に関する協定」を締結した。この協定の第2
条において、金融機関は、「宇佐市内におけ
る業務中において、高齢者や障がいがあると
思われる方の手続きの異変や状態の急な異変
等、財産や生命に危機が生じる恐れがあっ
て、地域社会において見守りや福祉サービス
等が必要と思われる場合に、業務に支障のな
い範囲で」宇佐市に情報提供することとされ
ている。

金融機関からの要望もあり、金融機関がど
のような場面で情報提供をすべきか等につい
て、情報提供に係るチェックシートを作成し、
金融機関の方々に対してチェックシートの活
用方法の研修も実施している。また、協定に
は情報提供・不提供について金融機関の免責
を明記し、情報を提供する金融機関の方々か
らの協力を得やすくする工夫をしている。

このような検討を経て、2022（令和4）
年2月から協定が発効され、2023（令和5）
年3月までに7件の情報提供があった。

主に通帳や印鑑などの頻回の紛失や多額の
出金、不自然な窃盗被害の訴えなどを契機と
して金融機関から情報提供がなされ、その
後、宇佐市、宇佐市成年後見支援センター、
地域包括支援センターと金融機関で連携した
見守り支援の実施につながっている。

●年金シニアプラン総合研究機構の取組み
年金シニアプラン総合研究機構では、年金

を含めた資産形成や財産管理の在り方、高齢
期の医療や介護にかかる費用に関する研究等
を行っている。

高齢社会が本格化し、財産管理の課題が顕
在化する中で、地域の金融機関と福祉機関と
の連携が地域住民の安心につながると考え、
宇佐市の事例をはじめ全国各地の取組につい
て調査研究を進めている。

今後、地域共生の取組みが各地で広がって

地域における金融機関と福祉機関の連携の可能性
（大分県宇佐市成年後見支援センター、公益財団法人	年金シニアプラン総合研究機構）コラム
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（支援者自身のケアをすることで、課題を抱える方にとっても支援の充実が期待される）
伴走型支援は、課題を抱える本人に寄り添いながら、長期的な関わりが求められる。また、

アウトリーチによる支援対象となる方は、長期にわたりひきこもり状態にある方など、地域と
のつながりが希薄化していることも多いため、本人から支援の同意を得るまでも、そして同意
を得たあとの継続支援についても、丁寧で粘り強い、長期的な視点での支援が求められる。
一方で、こうした支援の長期化により、支援者自身が疲弊するといった課題もある。このため、
支援者が抱える悩みに寄り添い、相談できる場を設けるなどの、支援者に対する支援の取組み
も必要である。例えば、ひきこもり支援においては、「ひきこもり支援実施機関支援力向上研修」
として、新任のひきこもり支援従事者に対する研修を国が開催している。2023（令和5）年度
からは、中堅職員や指導的な立場にある支援者に対しても研修を拡充するとともに、オンライン
などを活用して支援者が抱える悩みの共有や相談できる場の提供などを行うこととしている。
様々な課題を抱える方に寄り添いながら丁寧に対応していくことが求められる中で、こ
うした支援者に対するケアを充実させることにより、ひいては課題を抱える方に対する支
援の充実につながるだろう。

（4）地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進
（高齢化を背景に、成年後見制度の利用を含む権利擁護支援のニーズは高まる見込み）
支援を必要とする人が地域社会に参加するためには、様々な関係機関のネットワークな
どによる包括的な支援体制において、本人を中心とした支援や活動が行われることが求め

いく中で、例えば、社会福祉法改正により制
度化された重層的支援体制整備事業の支援会
議の活用による金融機関と福祉機関との連携
の可能性、都市と地方における地域資源の違
いなどにも考慮した横展開の可能性など、宇
佐市の事例も掘り下げながら研究事業を進め

ている。

地域における金融機関と福祉機関の連携と
いう新たな取組みについて、調査研究や事例
の横展開等により、より安心できる地域社会
づくりが進められることを期待したい。

主に通帳や印鑑などの頻回の紛失

や多額の出金、不自然な窃盗被害の

訴えなどを契機として金融機関から

情報提供がなされ、その後、宇佐
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地域包括支援センターと金融機関で

連携した見守り支援の実施につなが
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られるが、その共通基盤として、権利擁護支援＊8がある。
権利擁護支援の一つである成年後見制度は、認知症、知的障害その他の精神上の障害が

あることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者の法律行為を支える制度である。
2016（平成28）年に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」（平成28年法律第29号）
が成立し、同法に基づく成年後見制度利用促進基本計画＊9が閣議決定され、成年後見制度
の適切な利用の推進が図られることとなった。成年後見制度の利用者数は、2022（令和
4）年12月末日現在で245,087人であり、主な申し立ての動機としては、「預貯金等の管
理・解約」が最も多く、次いで、「身上保護」となっている（図表3-2-9、図表3-2-10）。

	 図表3-2-9	 成年後見制度の利用者数の推移【成年後見制度の利用者数の推移】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」（令和4年1月～12月）
（注） 成年後見制度の利用者とは、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判がされ、現に成年後見人等による支援を受けて

いる成年被後見人、被保佐人及び被補助人並びに任意後見監督人選任の審判がされ、現に任意後見契約が効力を生じ
ている本人をいう。

＊8	 第二期成年後見制度利用促進基本計画において、「権利擁護支援」は「地域共生社会の実現を目指す包括的な支援体制における本人を中
心とした支援・活動の共通基盤であり、意思決定支援等による権利行使の支援や、虐待対応や財産上の不当取引への対応における権利侵
害からの回復支援を主要な手段として、支援を必要とする人が地域社会に参加し、共に自立した生活を送るという目的を実現するための
支援活動である」と定義されている。

＊9	 平成29年3月に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画の期間は平成29年度から令和3年度までの5年間であり、令和4年3月
に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画の期間は令和4年度から令和8年度までの5年間である。
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	 図表3-2-10	 主な申立ての動機別件数・割合【主な申し立ての動機別件数・割合】 
 

 
資料：最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」（令和4年1月～12月）
（注） 後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件の終局事件を対象とした。

第1章で見たような高齢化を背景に、2025（令和7）年には、認知症の有病者数が約
700万人になるとも推計されているほか、知的障害者や精神障害者の人数も増加してお
り、成年後見制度の利用を含む権利擁護支援のニーズは更に多様化及び増大する見込みで
ある（図表3-2-11、図表3-2-12、図表3-2-13）。

	 図表3-2-11	 認知症の人の将来推計認 知 症 の 人 の 将 来 推 計 に つ い て

年
平成24年
（2012）

平成27年
(2015)

令和2年
(2020)

令和7年
(2025)

令和12年
(2030)

令和22年
(2040)

令和32年
(2050)

令和42年
(2060)

各年齢の認知症有病
率が一定の場合の

将来推計

人数/(率) 462万人

15.0％

517万人

15.2％

602万人
16.7％

675万人
18.5％

744万人
20.2％

802万人
20.7％

797万人
21.1％

850万人
24.5％

各年齢の認知症有病
率が上昇する場合の

将来推計

人数/(率)

525万人
15.5％

631万人
17.5％

730万人
20.0％

830万人
22.5％

953万人
24.6％

1016万人

27.0％

1154万人

33.3％

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成２６年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授）資料：「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業　
九州大学　二宮教授）
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	 図表3-2-12	 知的障害児・知的障害者数（在宅）の推移
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～17歳

年齢階層別障害者数の推移（知的障害児・者（在宅））

資料：厚生労働省「知的障害児（者）実態調査」（～2005年）、厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」（2011・2016年）

(63.2)

(28.8) (28.4)

(64.4)

(2.6)

(5.4)
(4.4)

(2.8)

(2.9)

(3.7)

(0.6)

(9.3)

(65.5)

(28.0) (24.4)

(65.6)

(22.2)

(60.3)

(15.5)

(1.9)

単位：千人（%）

資料：厚生労働省「知的障害児（者）実態調査」（～2005年）、厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」（2011・
2016年）

	 図表3-2-13	 精神障害者数（外来）の推移

22.8 27.2 27.7 27.9 36.3 38.5 
79.0 34.9 39.5 35.8 33.7 36.2 36.2 

54.2 

34.2 
46.2 50.0 50.4 

58.5 58.2 

78.3 

36.8 
37.7 41.6 40.2 

52.4 63.9 

98.0 

33.8 
39.7 43.3 37.8 

45.5 
47.7 

71.4 

32.0 
36.0 39.9 33.3 

47.8 
51.4 

69.4 

28.9 

40.6 
51.4 64.2 

84.9 
93.3 

136.2 

0.5 

0.5 
0.6 1.0 

1.0 
0.7 

0.3 

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

2002年 2005年 2008年 2011年 2014年 2017年 2020年

不詳

75歳～

65～74歳

55～64歳

45～54歳

35～44歳

25～34歳

0～24歳

361.1

287.8290.0
267.5

223.9

資料：厚生労働省「患者調査」より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成

389.1

精神疾患を有する外来患者数の推移（年齢階級別内訳）

（単位：万人）

586.1

注１）2011年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている。

注２）2020年から総患者数の推計方法を変更している。具体的には、外来患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日ま
での算定対象の上限を変更している（2017年までは31日以上を除外していたが、2020年からは99日以上を除外して算出）。

（注１） （注２）

資料：厚生労働省「患者調査」より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成
注1）2011年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている。
注2）	2020年から総患者数の推計方法を変更している。具体的には、外来患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出におい

て、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更している（2017年までは31日以上を除外していたが、
2020年からは99日以上を除外して算出）。

（権利擁護支援の地域連携ネットワークの体制を強化する）
全国、各地域において、家庭裁判所、関係行政機関、地方公共団体、専門職団体、民間団
体などの協働による権利擁護支援の地域連携ネットワークを構築し、成年後見制度を含めた
権利擁護支援の推進に取り組んでいるが、小規模の町村などでは体制整備が進んでいない。
このため、第二期成年後見制度利用促進基本計画では、都道府県の機能強化による地域
連携ネットワークづくりの推進を図ることとしている。
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例えば、都道府県において、司法専門職や家庭裁判所などとの定例的な協議の場を設け
ることや、市町村が専門職アドバイザーなどから助言などを受けられる体制づくりを拡充
することにより、市町村による中核機関＊10の体制整備を支援することとしている。市町
村は、中核機関の立ち上げ後は、相談対応時において関係機関の役割調整などを行うコー
ディネート機能の強化を図ることとしている（図表3-2-14）。

	 図表3-2-14	 中核機関コーディネート機能強化のイメージ図

○ 第二期基本計画のＫＰＩ達成に向け、人口規模が小さく、社会資源等が乏しいことから、中核機関の整備状況が十分でない町村部
を含めた市町村の体制整備を後押しするため、都道府県において、司法専門職や家庭裁判所等と定例的な協議の場を設けるとともに、
市町村が専門職アドバイザーなどから助言等が得られる体制づくりの拡充を図る。

○ 市町村においては、中核機関の整備を進め、中核機関の立ち上げ後は、権利擁護支援の地域連携ネットワークを持続可能な形で運
営できるよう、広域的な連携の推進を含め中核機関のコーディネート機能の強化を図る。

１ 事業の目的

都道府県・市町村・中核機関の権利擁護支援体制の強化
（生活困窮者就労準備支援事業等補助金：「成年後見制度利用促進体制整備推進事業」）

２ 事業の概要・スキーム、実施主体等

都道府県専門職団体

社福法人・ 法人等

都道府県社協

家庭裁判所

福祉・医療機関

金融機関

公証役場

家族会・当事者団体

家庭裁判所

専門職団体

公証役場

福祉・医療
機関

地域包括支援
センター等

市町村社協

社福法人・
法人等

家族会・
当事者団体

金融機関等
民間事業者

●事業の実施・関係性のイメージ ○ 中核機関コーディネート機能強化事業 【実施主体：市町村（委託可）】

＜基 準 額＞ 千円 取組 （ 市町村あたり 最大 千円）
【加算】①調整体制の強化、②受任者調整の仕組み化、③広域連携の実施

＜補 助 率＞

●中核機関における情報収集・相談対応に関する調整機能強化、法的課題解決
後の市民後見人への交代等を想定した方針検討等を行う受任者調整、市町村
間や近隣中核機関間の連携を図る取組を行う市町村に補助を行う。

中核機関コーディネート
機能強化事業

中核機関
（市町村直営又は委託）

○ 中核機関立ち上げ支援事業 【実施主体：市町村（委託可）】

＜基 準 額＞ 千円
＜補 助 率＞

●市町村での中核機関の立ち上げに向けた検討会の実施等について補助を行う。

中核機関立ち上げ支援事業
○ 都道府県による市町村支援機能強化事業 【実施主体：都道府県（委託可）】

＜基 準 額＞ 千円 必須取組
千円 加算取組 （ 都道府県あたり 最大 千円）

【必須】 ①司法専門職や家庭裁判所等と定例的な協議の実施
②市町村・中核機関等の職員向け研修の実施

【加算】 ①体制整備アドバイザーの配置・派遣
②相談窓口の設置と権利擁護支援総合アドバイザーの配置等

＜補 助 率＞

●担い手育成方針の検討など司法専門職や家裁等との定例的な協議と、市町村職
員向け研修を実施する都道府県に補助を行う。また、相談窓口を設置し、各ア
ドバイザーの派遣等を行う場合は加算する。

都道府県による市町村支援
機能強化事業

社会・援護局地域福祉課
成年後見制度利用促進室（内線 ）

令和５年度当初予算案 億円（ 億円）※（）内は前年度当初予算額

資料：厚生労働省社会・援護局作成

（他制度と連携することにより、本人の状況に応じた支援や、複合的な課題への対応も可
能となる）
権利擁護支援は、様々な制度と連携して、本人の状況に応じた効果的な支援とすること
が重要である。このため、例えば、日常生活自立支援事業＊11においては、関連諸制度と
の役割分担チェックシートの活用などによって、利用者を成年後見制度などへ適切に移行
するなどの取組みを行っている。
また、権利擁護支援を必要としている方の世帯の中には、虐待やネグレクトなど、複合
的な課題を抱えていることもある。例えば、中核機関で受け付けた相談のうち、成年被後
見人等本人や、その世帯が抱える課題が複合化しており、対応が困難な場合には、重層的
支援事業における多機関協働事業者につなぐことなどが考えられる。
ここでは、認知症高齢者の視点を重視したまちづくりをしている事例について紹介する。

＊10	中核機関とは、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関や体制である。主な役割は、本人や関係者等からの権
利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実
施するためのコーディネート、協議会の運営等を通じて専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るためのコーディネートを行うこと
などである。

＊11	日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などのうち、判断能力が不十分な方が、地域において自立し
た生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助などを行うもの。

107令和5年版　厚生労働白書

第1部　つながり・支え合いのある地域共生社会

第

3
章

「
つ
な
が
り
・
支
え
合
い
」
の
あ
る
地
域
共
生
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て

厚労2023_1-03.indd   107厚労2023_1-03.indd   107 2023/07/18   11:08:452023/07/18   11:08:45



藤枝市では、2012（平成24）年度から
認知症地域支援推進員を配置し、市内の医療
や介護のネットワークづくりにいち早く取り
組み始めた。委員会（構成員：医師会、地域
包括支援センター、認知症介護家族の会）や
認知症支えあいコールセンターの設置、家族
を対象とした交流会の開催等の認知症施策に
重点的に取り組んできた。

認知症施策の転換
2015（平成27）年1月に認知症施策推進

総合戦略（新オレンジプラン）として7つの
柱が示され、その1つ『認知症の人やその家
族の視点の重視』は、全てに共通する重要な
柱であることが示された。これまで認知症施
策として様々な事業に取り組んできたが、こ
れらが本人や家族の視点に立ったものになっ
ていたのか、見つめ直すきっかけとなった。
コールセンターの相談件数や交流会の参加人
数からも、認知症の人や家族の声が藤枝市の
認知症施策に反映されていないことが課題と
してうかがえ、認知症の人と家族の声を聴く
ことに取り組み始めた。

2016（平成28）年度には、認知症の人
と家族を対象に「心の声アンケート」を実
施。アンケートの結果から、認知症の人本人
の声を聴ける仲間づくりと当たり前の暮らし
をみんなで支える地域づくりが必要であると
感じた。

当事者同士の出会い	
～本人が安心して話せる環境づくり～
「自分の着ている服がおかしくないかなっ

て心配で、服を選ぶのが大変。」と服装選び
や言葉の出づらさに悩み、「外に出たい気持
ちはあるけれど自信がない」と話す若年性認
知症の女性がいた。この女性の抱える悩みや
生活の課題はフォーマルなサービスで解決で
きるものではなかった。他の当事者に生活上
の悩みの解決方法について相談したところ、
当事者同士で日頃の悩みを話しあう機会を設
けることにつながった。

実際に当事者同士が出会い、日頃の生活に

ついて互いに話し合う様子から、安心して自
分のことを話せる環境が当事者にとって必要
であることを実感した。

認知症と診断された時のことや日頃の思い
を話す中で「こういったことを誰に相談して
良いか分からなかった。友達にも言えなかっ
た。」という女性の声があり、定期的に本人
ミーティングを開催することへと発展した。

認認知知症症ととととももにに誰誰ももがが自自分分ららししくく暮暮ららしし続続けけらられれるるままちち（（静静岡岡県県藤藤枝枝市市））

藤枝市では、 （平成 ）年度か

ら認知症地域支援推進員を配置し、市

内の医療や介護のネットワークづく

りにいち早く取り組み始めた。委員会

（構成員：医師会、地域包括支援セン

ター、認知症介護家族の会）や認知症

支えあいコールセンターの設置、家族

を対象とした交流会の開催等の認知

症施策に重点的に取り組んできた。

認認知知症症施施策策のの転転換換

（平成 ）年１月に認知症施策

推進総合戦略（新オレンジプラン）と

して７つの柱が示され、その つ『認

知症の人やその家族の視点の重視』は、

全てに共通する重要な柱であること

が示された。これまで認知症施策とし

て様々な事業に取り組んできたが、こ

れらが本人や家族の視点に立ったも

のになっていたのか、見つめ直すきっ

かけとなった。コールセンターの相談

件数や交流会の参加人数からも、認知

症の人や家族の声が藤枝市の認知症

施策に反映されていないことが課題

としてうかがえ、認知症の人と家族の

声を聴くことに取り組み始めた。

（平成 ）年度には、認知症の

人と家族を対象に「心の声アンケート」

を実施。アンケートの結果から、認知

症の人本人の声を聴ける仲間づくり

と当たり前の暮らしをみんなで支え

る地域づくりが必要であると感じた。

当当事事者者同同士士のの出出会会いい

～～本本人人がが安安心心ししてて話話せせるる環環境境づづくくりり

～～

「自分の着ている服がおかしくな

いかなって心配で、服を選ぶのが大

変。」と服装選びや言葉の出づらさに

悩み、「外に出たい気持ちはあるけれ

ど自信がない」と話す若年性認知症の

女性がいた。この女性の抱える悩みや

生活の課題はフォーマルなサービス

で解決できるものではなかった。他の

当事者に生活上の悩みの解決方法に

ついて相談したところ、当事者同士で

日頃の悩みを話しあう機会を設ける

ことにつながった。

実際に当事者同士が出会い、日頃の

生活について互いに話し合う様子か

ら、安心して自分のことを話せる環境

が当事者にとって必要であることを

実感した。

認知症と診断された時のことや日

頃の思いを話す中で「こういったこと

を誰に相談して良いか分からなかっ

た。友達にも言えなかった。」という女

性の声があり、定期的に本人ミーティ

ングを開催することへと発展した。

本人ミーティングの中で、よく話題

に挙がるのが“工夫”の話である。認

知機能の低下により起こる生活の中

での不便さや困りごとについて、それ

ぞれが行っている工夫を情報交換し

ている。安心して集まれる場所がある

項番１４ ２

本人ミーティングの中で、よく話題に挙が
るのが“工夫”の話である。認知機能の低下に
より起こる生活の中での不便さや困りごとに
ついて、それぞれが行っている工夫を情報交
換している。安心して集まれる場所があるこ
とで、（認知症を）自分だけの課題ではなく、
仲間の課題と一緒に考えることにも繋がり、
徐々に当事者同士の繋がりの輪が広がった。

藤枝版認知症本人ガイドの作成
本人の声は認知症施策の道標となり、これ

までの普及啓発の在り方を見直すことにも繋
がった。藤枝市の認知症ケアパスや認知症に
関する情報は、家族に向けて発信されている
ものが多く、本人の視点に立った情報の発信
ができていなかった。そこで、認知症の本人
を中心に“認知症になってからも自分らしく暮
らす”ために大切なことを、診断前から現在
に至るまでの経験を振り返りながら本人同士
で話し合い、認知症の本人の視点から必要な
情報や、伝えていきたいことをまとめた、藤
枝版認知症本人ガイド『あなたへ～認知症の
わたしたちから伝えたいこと～』を作成した。

認知症とともに誰もが自分らしく暮らし続けられるまち
（静岡県藤枝市）コラム
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	2	暮らしの基盤である「住まい」から始まる支援
近年、独居高齢者、生活困窮者、困難を抱える女性など、「住まい」について課題を抱
えている方が顕在化している。住まいは、地域住民の生活を維持するための基盤であり、
地域住民が安心して日々の生活を営むことができるよう、その環境整備を進めることが必
要である。現在、「生活困窮者一時生活支援事業」などにより、住まいに不安を抱える生
活困窮者に対して、住まいに関する支援などを行っている。こうした取組みを推進し、住
まいの確保と併せて、地域とのつながりづくりや相談支援などのソフト面も含めた支援の
強化を進めることが重要である＊12。以下、具体的に見ていきたい。

（1）住まいの確保の必要性
（ホームレス以外にも、ネットカフェを行き来するなど何らかの事情で住まいに課題を抱
える方はどの地域にも存在する）
路上などで生活を営むホームレスは、2022（令和4）年の実態調査＊13で、全国におい

＊12	「全世代型社会保障構築会議報告書～全世代で支え合い、人口減少・超高齢社会の課題を克服する～」（2022（令和4）年12月26
日）では、住まい政策を社会保障の重要な課題として位置づけ、そのために必要となる施策を本格的に展開すべきとの提言がされてお
り、今後、一層の推進が求められる。

＊13	ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）（厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室）

ことで、（認知症を）自分だけの課題で

はなく、仲間の課題と一緒に考えるこ

とにも繋がり、徐々に当事者同士の繋

がりの輪が広がった。

藤藤枝枝版版認認知知症症本本人人ガガイイドドのの作作成成

本人の声は認知症施策の道標とな

り、これまでの普及啓発の在り方を見

直すことにも繋がった。藤枝市の認知

症ケアパスや認知症に関する情報は、

家族に向けて発信されているものが

多く、本人の視点に立った情報の発信

ができていなかった。そこで、認知症

の本人を中心に“認知症になってから

も自分らしく暮らす”ために大切なこ

とを、診断前から現在に至るまでの経

験を振り返りながら本人同士で話し

合い、認知症の本人の視点から必要な

情報や、伝えていきたいことをまとめ

た、藤枝版認知症本人ガイド『あなた

へ～認知症のわたしたちから伝えた

いこと～』を作成した。

本人ガイドの中では、認知症と診断

された時に「自分が壊れていくのかも

しれない」とマイナスイメージしかな

く、診断されてから自分自身の中にあ

る認知症に対する偏見に気づいたと

いう声も挙がった。誰もがなりうるも

のであろう認知症に備え、地域で暮ら

す認知症の本人と一緒にありのまま

の姿や声を伝え、本人視点での認知症

への理解を深め、これまでの認知症に

対する画一的なイメージを払拭する

ことにも取り組んでいる。

希希望望をを叶叶ええるる環環境境づづくくりり

藤枝市では、「認知症の人に優しい

お店・事業所」として、企業やお店が

それぞれの立場や職種を活かし高齢

者の暮らしを支える一翼を担ってい

る。こうした企業やお店も本人の声を

聞き、地域における認知症バリアフリ

ーの実現に向け、ともに暮らしやすい

まちを考える重要な存在となってい

る。

藤枝市の認知症施策推進会議は、医

師、地域包括支援センター、認知症の

本人と家族、地域のお店や企業、民生

委員等多様な立場で委員が構成され

ており、認知症の人が外出や社会参加

を続けるための備えや必要な体制に

ついて検討を進めている。認知症の人

が地域に出る 社会参加 ことにより、

地域の中で自然と認知症の人への理

解が深まると考え、認知症の人の希望

を叶える環境づくりが必要であると

話し合っている。

本人ガイド

掲載ホームページ
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情報や、伝えていきたいことをまとめ

た、藤枝版認知症本人ガイド『あなた

へ～認知症のわたしたちから伝えた

いこと～』を作成した。

本人ガイドの中では、認知症と診断

された時に「自分が壊れていくのかも

しれない」とマイナスイメージしかな

く、診断されてから自分自身の中にあ

る認知症に対する偏見に気づいたと

いう声も挙がった。誰もがなりうるも

のであろう認知症に備え、地域で暮ら

す認知症の本人と一緒にありのまま

の姿や声を伝え、本人視点での認知症

への理解を深め、これまでの認知症に

対する画一的なイメージを払拭する

ことにも取り組んでいる。

希希望望をを叶叶ええるる環環境境づづくくりり

藤枝市では、「認知症の人に優しい

お店・事業所」として、企業やお店が

それぞれの立場や職種を活かし高齢

者の暮らしを支える一翼を担ってい

る。こうした企業やお店も本人の声を

聞き、地域における認知症バリアフリ

ーの実現に向け、ともに暮らしやすい

まちを考える重要な存在となってい

る。

藤枝市の認知症施策推進会議は、医

師、地域包括支援センター、認知症の

本人と家族、地域のお店や企業、民生

委員等多様な立場で委員が構成され

ており、認知症の人が外出や社会参加

を続けるための備えや必要な体制に

ついて検討を進めている。認知症の人

が地域に出る 社会参加 ことにより、

地域の中で自然と認知症の人への理

解が深まると考え、認知症の人の希望

を叶える環境づくりが必要であると

話し合っている。

本人ガイド

掲載ホームページ

本人ガイドの中では、認知症と診断された
時に「自分が壊れていくのかもしれない」と
マイナスイメージしかなく、診断されてから
自分自身の中にある認知症に対する偏見に気
づいたという声も挙がった。誰もがなりうる

ものであろう認知症に備え、地域で暮らす認
知症の本人と一緒にありのままの姿や声を伝
え、本人視点での認知症への理解を深め、こ
れまでの認知症に対する画一的なイメージを
払拭することにも取り組んでいる。

希望を叶える環境づくり
藤枝市では、「認知症の人に優しいお店・

事業所」として、企業やお店がそれぞれの立
場や職種を活かし高齢者の暮らしを支える一
翼を担っている。こうした企業やお店も本人
の声を聞き、地域における認知症バリアフ
リーの実現に向け、ともに暮らしやすいまち
を考える重要な存在となっている。

藤枝市の認知症施策推進会議は、医師、地
域包括支援センター、認知症の本人と家族、
地域のお店や企業、民生委員等多様な立場で
委員が構成されており、認知症の人が外出や
社会参加を続けるための備えや必要な体制に
ついて検討を進めている。認知症の人が地域
に出る（社会参加）ことにより、地域の中で
自然と認知症の人への理解が深まると考え、
認知症の人の希望を叶える環境づくりが必要
であると話し合っている。
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て約3,500人確認されている。また、ホームレス以外にも、知人宅やネットカフェなど
様々な場所を行き来している不安定居住者が一定数存在している。そのほか、虐待やDV
を含め、何らかの事情によって「住まい不安定」などの状態に陥るリスクがある方はどの
地域にも存在しうる。さらに、今後、単身世帯の増加が見込まれる中で、住まいや地域で
の暮らしに課題を抱える独居高齢者などの一層の増加も懸念される。

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響などにより、住まいに関する相談は増加し
居住支援のニーズが顕在化した）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大などに伴う収入減少などにより、家賃の支払いが
難しくなるなど、住まいに関する課題を抱えた相談者は男女ともに増加した（図表3-2-
15）。また、離職・廃業や休業などにより経済的に困窮し、住居を失うおそれがある方な
どに対して家賃額相当を支給する「生活困窮者住居確保給付金」＊14の申請件数は、大幅に
増加した（図表3-2-16）。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響などにより、住ま
いに関するニーズが顕在化したとも言えるだろう。
「住まい」は生活の基盤そのものであるとともに、就労の前提ともなるが、現に住まい
のない方だけではなく、生活困窮世帯の場合は、社会経済や心身の状況が一変することで
直ちに「住まい不安定」や「ホームレス」につながるリスクがある。

	 図表3-2-15	 生活困窮者自立支援制度における相談者像の変化

新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化（プラン作成者の課題・男性）

○ 新型コロナ流行下では、 10代において「社会的孤立」 、20代以上において「住まい不安定」や「ホームレス」と

いった住まいに関する課題が多く見られるようになった。

課題の特性 (男性・年代別）

～10代（n=171） 20代（n=1107） 30代（n=1452） 40代（n=2460） 50代（n=3032） 60代（n=2367） 70代～（n=1616）

１位
就職活動困難
37.4%

経済的困窮
52.6%

経済的困窮
53.2％

経済的困窮
53.3％

経済的困窮
55.3%

経済的困窮
47.1％

経済的困窮
41.9％

２位
経済的困窮
31.6%

就職活動困難
38.8%

就職活動困難
38.4%

就職活動困難
37.3％

就職活動困難
37.3％

病気
29.0％

家計管理
29.0％

３位
家族関係
28.1%

家族関係
28.8%

メンタルヘルス

31.5％
就職定着困難
25.5％

病気
29.1％

就職活動困難
25.8％

病気
28.2％

４位
コミュニケーション
が苦手 22.8%

メンタルヘルス・就職定
着困難 28.4%

就職定着困難
26.7％

病気
24.6％

家計管理
23.8％

家計管理
25.2％

就職活動困難
17.9％

コロナ前（2019年11月～2020年1月）

コロナ流行下（2020年11月～2021年1月）

～10代（n=141） 20代（n=2137） 30代（n=3213） 40代（n=4508） 50代（n=5050） 60代（n=3296） 70代～（n=1880）

１位
経済的困窮
39.0%

経済的困窮
71.0％

経済的困窮
76.4％

経済的困窮
74.8％

経済的困窮
73.5％

経済的困窮
71.2％

経済的困窮
59.1％

２位
社会的孤立
32.6%

住まい不安定
24.7％

住まい不安定
24.5％

住まい不安定
24.3％

就職活動困難
25.8%

就職活動困難
24.2%

ホームレス
26.2%

３位
就職活動困難
29.1%

就職活動困難
23.0％

就職活動困難
21.2％

就職活動困難
23.0％

住まい不安定
22.3%

住まい不安定
21.8%

就職活動困難
19.9%

４位
コミュニケーション
が苦手 27.7%

就職定着困難
14.4％

就職定着困難
13.4％

家計管理
13.7％

病気
16.1％

病気
18.5％

病気
18.2％

（生活困窮者自立支援統計システムより抽出）

※ 「その他」を除く。
※ 赤枠：コロナ前と比較して順位が３つ以上上がったもの。

＊14	離職・廃業や休業などにより、経済的に困窮し、住居を失うおそれが生じている方などに対し、収入要件・資産要件を満たし求職
活動を行う場合に、家賃額相当を原則として3ヶ月間支給することで、安定した住まいの確保を支援するもの。
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新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化（プラン作成者の課題・女性）

○ 新型コロナ流行下では、 10代において「コミュニケーションが苦手」 、20代以上において「住まい不安定」という

課題が多く見られるようになった。30,40代においては「ひとり親」という特性も増加している。

課題の特性 (女性・年代別）

～10代（n=150） 20代（n=847） 30代（n=1170） 40代（n=1549） 50代（n=1291） 60代（n=825） 70代～（n=885）

１位
家族関係
41.3％

経済的困窮
56.9％

経済的困窮
53.1％

経済的困窮
52.6％

経済的困窮
61.3％

経済的困窮
63.9％

経済的困窮
54.4％

２位
就職活動困難
35.3％

就職活動困難
38.0％

家族関係
36.1%

メンタルヘルス
34.7％

家計管理
35.6％

家計管理
33.2％

家計管理
38.5％

３位
経済的困窮
29.3％

メンタルヘルス
36.1％

メンタルヘルス
32.6％

家族関係
33.9％

家族関係
33.8％

家族関係
32.4％

家族関係
32.5％

４位
メンタルヘルス
28.0％

家族関係
34.0％

家計管理
30.1％

家計管理
30.9％

就職活動困難
33.0％

就職活動困難
32.2％

病気
32.0％

～10代（n=124） 20代（n=1426） 30代（n=2204） 40代（n=2818） 50代（n=2416） 60代（n=1364） 70代～（n=953）

１位
経済的困窮
36.3％

経済的困窮
68.8％

経済的困窮
73.0％

経済的困窮
74.7％

経済的困窮
78.3％

経済的困窮
78.4％

経済的困窮
74.3％

２位
コミュニケーションが苦手

33.1％
住まい不安定
30.2％

住まい不安定
28.0％

住まい不安定
25.3％

住まい不安定
24.6%

就職活動困難
25.5%

就職活動困難
23.8%

３位
メンタルヘルス

29.0％
就職活動困難
27.2％

就職活動困難
23.2％

就職活動困難
23.6％

就職活動困難
24.6%

住まい不安定
24.5%

家計管理
22.6%

４位
家族関係
27.4％

家族関係
16.6％

ひとり親
19.2％

ひとり親
18.4％

家計管理
18.4％

病気
19.4％

病気
22.1％

コロナ前（2019年11月～2020年1月）

コロナ流行下（2020年11月～2021年1月）

※ 「その他」を除く。
※ 赤枠：コロナ前と比較して順位が３つ以上上がったもの。

（生活困窮者自立支援統計システムより抽出）

資料：厚生労働省社会・援護局作成

	 図表3-2-16	 生活困窮者住居確保給付金の支給実績住居確保給付金の支給実績の年度別推移（平成２７年度～令和３年度）

7,021 5,463 4,287 4,434 4,270 

153,007 

61,309 

6,613 5,095 4,109 4,172 3,972 

134,946 

45,671 

4,794 

33,527 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

新規申請件数 新規決定件数 再支給決定件数

（件）

約34倍

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

支給済額 8.7億円 8.2億円 6.3億円 6億円 5.8億円 306.2億円 188.1億円

資料：厚生労働省社会・援護局作成

（2）住まいの確保に関する支援
（住まいに課題を抱える方に対しては、生活困窮者自立支援制度や、住宅セーフティネッ
ト制度などに基づく支援が行われている）
生活困窮者自立支援制度では、「生活困窮者一時生活支援事業」により、ホームレスや
住まいに不安を抱える生活困窮者に対して、一定期間、衣食住に関する支援を行っている
（図表3-2-17）。同事業の利用者は、40歳代から60歳代が約6割を占めており（図表
3-2-18）、2021（令和3）年度の実施自治体数は332（37％）である。また、一時生活
支援事業の利用者や安定した住まいの確保に困難を抱える方に対して、「地域居住支援事
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業」として、入居支援や訪問による見守り支援などを行っている。
具体的には、入居支援について、「住まいに関する相談」、「不動産業者・物件の紹介」、

「入居契約等の手続き等」がいずれも同事業を実施している自治体において約90％の割合
で実施されており、居住支援については、「個別訪問による見守り」が91％、「安否確認・
緊急対応」、「近隣や家主との間のトラブル対応」がいずれも70％以上の割合で実施され
ている（図表3-2-19）。同年度の実施自治体数は50自治体（6％）である。
高齢者については、「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」の中で、住宅に関す
る情報提供や入居に関する相談、日常生活上の生活相談などを行っている。
さらに、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法
律第112号）に基づき、住宅確保要配慮者（低所得者、高齢者、障害者など）の円滑な
入居を促進するため、要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を設けるとともに、
居住支援法人等が入居支援などを実施している。（図表3-2-20）
生活困窮のために最低限度の生活を維持できない方に対しては、生活保護制度の「住宅
扶助」により、家賃や住宅維持費（補修費等）が給付される。
そのほか、公営住宅法（昭和26年法律第193号）に基づき、住宅に困窮する低所得者
に対して、低廉な家賃で公営住宅を供給している。

	 図表3-2-17	 生活困窮者一時生活支援事業の概要

○ 一時生活支援事業については、巡回相談等により、路上生活者や終夜営業店舗等にいる住居に不安を抱えた生活困窮者へアウトリー
チを実施し、一定期間内に限り、衣食住に関する支援を行う。その際、自立相談支援機関と連携の上、課題の評価・分析を実施し、就労
支援等を行う。

○ また、地域居住支援事業については、一時生活支援事業のシェルター退所者や居住に困難を抱える者であって地域社会から孤立した
状態にある低所得者に対して、一定期間、入居支援や訪問による見守り等を行う。

○ こうした取組を通じて、住居に不安を抱えた生活困窮者の安定した居住を確保する。

生活困窮者一時生活支援事業（地域居住支援事業）の概要

ネットカフェ
サウナ等

路上、
河川敷 等

友人宅
等

一時生活支援事業
〈当面の日常生活支援〉

就労準備支援事業

家計改善支援事業

就労訓練事業

自立相談支援事業
〈プランの作成・相談支援〉

一
般
就
労
に
よ
る
自
立
等

生活保護等

＊自立支援センターによってはあわせて実施

安
定
し
た
居
住
の
確
保

巡回相談・訪
問指導

自立相談支援機関

生活困窮者・ホームレス
自立支援センター

生活困窮者一時宿泊施設
（シェルター）

生活困窮者自立支援法による支援

地域居住支援事業（平成３１年４月施行）

①居住を安定して継続するための支援
・訪問等による居宅における見守り支援
・地域とのつながり促進支援 等

②入居に当たっての支援
・不動産業者等への同行支援 等

③環境整備
・保証人や緊急連絡先が不要な物件、低廉な家
賃の物件情報の収集
・民間の家賃債務保証や協力を得やすい不動産
事業者等の情報収集

住居に不安を抱えた
生活困窮者

福 祉 事 務 所

実施自治体（令和3年度） 利用人数（令和2年度）

一時生活 332自治体（37%） 4,720人

地域居住 50自治体（6%） 2,420人

実施自治体数・利用人数

事業の流れ

資料：全世代型社会保障構築会議（第8回）資料
https：//www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/index.html
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	 図表3-2-18	 生活困窮者一時生活支援事業の年齢別利用状況

2.5%

10.3%

15.3%

21.7%23.8%

16.4%

8.5%
1.4% 19歳以下

20～29歳
30～39歳
40～49歳
50～59歳
60～69歳
70～79歳
80歳以上

16.3%

10.9%

7.5%
6.4%

3.7%
3.2%3.1%2.3%1.8%1.0%

0.8%
0.5%
0.1%

42.4%

自宅・知人宅等
ネットカフェ
社員寮等
公園
簡易宿所
自家用車
カプセルホテル等
駅舎
病院等
道路
河川
サウナ等
ファミレス・コンビニ等

27.4%

12.0%

3.7%2.0%

15.8%

39.2%

仕事関連（失業・倒産等）

住居関連（立ち退き・施設退所等）

健康関連（病気・けが・高齢等）

金銭関連（借金・ギャンブル等）

その他

不明

50.2%

7.4%

2.2%1.3%1.7%
0.4%
0.8%

1.1%

35.0%

1ｶ月未満
1ｶ月～3ｶ月未満
3ｶ月～6ｶ月未満
6ｶ月～1年未満
1年～3年未満
3年～5年未満
5年～10年未満
10年以上
不明

一時生活支援事業の実施状況等

利用者像

（出典）厚生労働省調べ「生活困窮者自立支援法等に基づく各事業の令和2年度事業実績調査」

路上生活期間別の状況（ n = 2 , 9 6 9）

路上生活に至った理由別の状況（ n = 3 , 1 1 5） 入所前の主な宿泊先等別の状況（ n = 3 , 5 3 7）

○ 一時生活支援事業の利用者の年齢別では、40代～60代の利用割合が大半を占めている。また、施設利用者の半数以
上は「路上生活期間１ヵ月未満」である。路上生活に至った理由は「失業・倒産等」が27.4%を占めるほか、「住居の
立ち退き・施設退所等」も一定数いる。入所前の主な宿泊先は「公園」等の路上より、「自宅・知人宅等」や「ネット

カフェ」などの非路上のほうが多い。

10

年齢別利用状況（ n = 4 , 7 2 0）

資料：厚生労働省「生活困窮者自立支援法等に基づく各事業の令和2年度事業実績調査」

	 図表3-2-19	 地域居住支援事業の支援内容

89%

89%

89%

85%

39%

33%

26%

22%

52%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住まいに関する相談

不動産業者・物件の紹介

入居契約等の手続(内覧同行や賃貸借契約の立ち会い)等

引っ越し時の家計整理、搬出・搬入などの支援

シェルター等への一時的な入居支援

病院の医療ソーシャルワーカー等と連携した、
退院・退所後に居住支援を必要とする者の把握

事務所(法人)で借り上げて入居支援(サブリース)

家賃債務保証の斡旋

その他

入居に当たっての支援

実施自治体数（ｎ）=55

91%

76%

74%

69%

54%

50%

48%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

個別訪問による見守り

安否確認・緊急対応（緊急通報、駆けつけ等）

近隣や家主との間のトラブル対応

近隣との関係づくり、サロン等への参加

就労支援

生活支援（家事・買い物支援等）

家賃債務保証の斡旋

その他

居住を安定して継続するための支援

実施自治体数（ｎ）=55

89%

89%

89%

85%

39%

33%

26%

22%

52%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住まいに関する相談

不動産業者・物件の紹介

入居契約等の手続(内覧同行や賃貸借契約の立ち会い)等

引っ越し時の家計整理、搬出・搬入などの支援

シェルター等への一時的な入居支援

病院の医療ソーシャルワーカー等と連携した、
退院・退所後に居住支援を必要とする者の把握

事務所(法人)で借り上げて入居支援(サブリース)

家賃債務保証の斡旋

その他

入居に当たっての支援

実施自治体数（ｎ）=55

91%

76%

74%

69%

54%

50%

48%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

個別訪問による見守り

安否確認・緊急対応（緊急通報、駆けつけ等）

近隣や家主との間のトラブル対応

近隣との関係づくり、サロン等への参加

就労支援

生活支援（家事・買い物支援等）

家賃債務保証の斡旋

その他

居住を安定して継続するための支援

実施自治体数（ｎ）=55

資料：厚生労働省「生活困窮者自立支援法等に基づく各事業の令和3年度事業実績調査」
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	 図表3-2-20	 住宅セーフティネット制度の概要
住宅セーフティネット制度の枠組み

セーフティネット登録住宅

賃
貸
人

保
証
会
社
等

要
配
慮
者入居

都道府県等
登録

情報提供

居住支援協議会

不動産関係団体
宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主等

居住支援団体
居住支援法人
社会福祉法人
ＮＰＯ等

地方公共団体
（住宅部局・福祉部局）

居
住
支
援
法
人

入居
支援等

① 要配慮者の入居を拒まない住宅の登録制度

○ 改修費補助 ＜賃貸人※へ補助＞

・補助対象工事：

①シェアハウス化②バリアフリー化

③防火・消火対策④子育て世帯対応

⑤耐震化 ⑥省エネ改修

⑦交流スペース設置 等

・補助率：国1/3
※地方公共団体を通じた間接補助の

場合は国1/3＋地方1/3

・補助限度額：

100万円/戸（国・地方） 等

・管理要件：

専用住宅として10年以上管理するこ
と。
ただし、最初に入居した要配慮者の退
居後、要配慮者を募集したものの２か
月入居がない等の要件を満たす場合
は緩和（間接補助）

○ 家賃低廉化補助 ＜賃貸人※へ補助＞

・ ：月収15.8万円以下の世帯
※子育て世帯等は月収21.4万円以下（多子世帯は月収25.9万円以下）

・ ：国1/2､地方1/2  国費総額：240万円/戸 等

・ ：4万円/月（国・地方計） 等
・ ：専用住宅
・ ：原則10年以内 ただし①又は②の場合は延長可能

③ 国と地方公共団体による経済的支援 居住支援活動への支援

○ 登録基準

・要配慮者の入居を拒まないこと

・面積：原則25㎡以上

・地方公共団体が強化・緩和可能

○ ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ登録住宅への住替え補助＜居住支援法人等※へ補助＞

・ ：月収15.8万円以下の世帯 等
・ ：国1/2､地方1/2 補助限度額：10万円（国・地方）

・ ：登録住宅

② マッチング・入居支援

補 助 率
補助限度額
補 助 対 象
補 助 期 間

対 象 世 帯

対 象 世 帯
補 助 率
補 助 対 象

登録戸数：848,846戸

うち専用住宅：5,284戸（R5年3月末時点）

○ 居住支援活動等補助

・対象：居住支援協議会、
居住支援法人、
地方公共団体

・補助対象費用：
①制度の周知、登録促進

②入居の相談、マッチング

③入居中の見守り、緊急対応

④死亡・退去時の家財整理

⑤総合相談窓口(地方公共団体) 等

・補助限度額：1,000万円

居住支援協議会：129協議会
居住支援法人：668者（R5年3月末時点）

○ 家賃債務保証料等低廉化補助 ＜保証会社等※へ補助＞

・ ：月収15.8万円以下の世帯
※子育て世帯等は月収21.4万円以下（多子世帯は月収25.9万円以下）

・ ：家賃債務保証料、孤独死・残置物保険料、
緊急連絡先引受けに係る費用

・ ：国1/2､地方1/2 補助限度額：6万円（国・地方）

・ ：登録住宅
補 助 率

補 助 対 象

対 象 世 帯

対 象 費 用

①国費総額内で、地方公共団体の定める期間

②建替え・除却予定の公営住宅の従前居住者の場合は10年ごとに延長可能

※ 事業主体に地方公共団体を追加するとともに、地方公共団体が所有している場合を補助対象住宅に追加。

ただし、以下を行う場合、1,200万円
①外国人の支援
②孤独・孤立対策
③サブリース方式
④アウトリーチ型による入居支援
⑤入居後支援を実施する団体との連携
⑥家賃債務保証契約等における緊急連
絡先の引受け

資料：国土交通省「住宅セーフティネット制度の枠組み」

（入居後の総合的な生活支援も含めた環境整備を全国的に進めていくことが必要）
住まいに課題を抱える方は、住まい以外にも、生活困窮やメンタルヘルスなど複合的な
課題を抱えている場合も多い。ハードとしての住宅の提供のみならず、入居後の総合的な
生活支援も含めて、地域とつながる居住環境や見守り、相談支援の提供をあわせて行うこ
とができるような環境整備が求められる。
具体的には、一時生活支援事業などの事業の実施を推進していくことや、「住宅セーフティ

ネット制度」などの住宅施策との連携を強化していくことが求められる。また、厚生労働省で
は、2022（令和4）年度に「地域共生社会づくりのための「住まい支援システム」構築に関
する調査研究事業」＊15を実施しており、この事業の結果を踏まえた実践面での課題の抽出や
全国的な普及に向けた具体的な手法の周知・啓発などの検討をさらに進めることとしている。
ここでは、生活困窮者自立支援法に基づく一時生活支援事業及び地域居住支援事業にお
いて、自治体や不動産会社と連携をして、居住支援を行うNPO法人の取組事例と、若者
と高齢者が多世代交流をしながら暮らす住まいの事例について見てみたい。

＊15	令和4年度老人保健健康増進等事業。全国5自治体（北九州市、座間市、伊丹市、岩沼市、輪島市）において、住まい支援について
総合的な相談対応を行う体制の整備や、見守り支援を実施するなどのモデル事業。

住まいは生きていくために欠かせない「衣
食住」の一つだ。ここでは、住まいに困難を

抱える方に対する、神奈川県座間市役所と
NPOワンエイドの支援の取組みを紹介する。

誰もが安心して暮らせる住まいを
（神奈川県座間市・NPO法人ワンエイド）コラム
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座間市の住まいの支援の主な担い手
神奈川県座間市は、東京から約40キロ

メートル、神奈川県のほぼ中央に位置してい
る。人口約13万人、世帯数約6.1万世帯で
ある（2023（令和5）年1月1日現在）。

座間市では、2020（令和2）年度から、
住まいの支援として、生活困窮者自立支援法
に基づく任意事業の「一時生活支援事業」を
実施している。同市は、この事業を特定非営
利活動法人ワンエイド（以下「ワンエイド」
という。）へ委託しており、ワンエイドは、
民間の不動産会社プライムなどと連携して支
援を担っている。

ワンエイドの理事長とプライムの社長は共
に不動産会社の従業員であった。不動産会社
勤務時に、借主としてリスクが高いとされる
高齢者の仲介を断らざるを得なかった経験か
ら、一般的に入居が困難な方の住まい支援に
踏み出した。

住まいに困難を抱える方は、座間市役所か
らの紹介を受けて、または直接ワンエイドに
来て本人の状況や希望を相談する。

住まいの支援の概要
座間市の一時生活支援事業は、①一時生活

支援と②地域居住支援からなっており、相談
者はこれらの支援を受けられる。

①「一時生活支援」は、住まいを失った方
に対して、緊急的に、一定期間（原則3か
月）、シェルターを始めとして食事や日用品
など日常生活に必要なものを提供し自立を支
援するものだ。シェルターは、借上型の賃貸
物件でワンルームのアパートを2室用意して
おり、いつでも入居できるよう入居者が退室
したらすぐに部屋の清掃などを行っている。

例えば、DV被害に遭い暴力から逃れてき
たが、生活環境を大きく変えられず婦人保護
施設等の入所を望まない方などの場合は、ワ
ンエイドに相談が来た後、基本的には、即日
でシェルターに入居が可能だ。2021（令和
3）年度は18件の利用があった。

②「地域居住支援」は、シェルター利用者
や、それ以外で住まいに困難を抱える相談者
に対して、物件情報の提供、不動産会社への
同行などの支援をしたり、理解のある協力的

な不動産店の開拓を行ったりするものだ。
2021（令和3）年度には、759件の相談が
あり、148件で賃貸借契約が成約した。

相談者の年代、性別、障害の有無などは多
様だ。例えば、生活保護の受給対象にはなら
ないがインターネットカフェで生活をしてい
る方や離職して社員寮を退去せざるを得な
かった方などがいる。

入居はスタート地点に立つこと
住まいの確保の問題は、安心して居住でき

る場所が見つかるとそこがゴールと思われて
しまいがちだ。しかし、実際にはスタート地
点に立ったにすぎない。

住まいに困難を抱える方は、金銭管理や仕
事などに関しても課題を抱えていることが多
い。また、物件の貸主（大家の方）の立場か
らは、騒音問題による近隣トラブル、孤立死
のリスク、あるいはごみ屋敷化などの懸念を
持たれることも避けられない。

この点、ワンエイドとプライムの連携は強
みだ。入居後も、孤立死を防ぐために見守り
サービスを行ったり、他のアパート住民から
管理者のプライムに苦情が来たらトラブルに
なる前にワンエイドが相談を受けて様子を見
るようにしたり、継続的な支援を行っている。

住まいの支援とは生活全般の困りごとと
向き合うこと

座間市では、一時生活支援や地域居住支援
を行いつつ、利用者の意向を踏まえながら、
家計相談のための支援（家計表の作成など）
や就労支援なども組み合わせている。住まい
の支援では、住居の確保だけを考えるのでは
なく、生活全般にまで視野を広げ、包括的に
行うことが重要なのだ。

座間市では、2021（令和3）年6月に、
庁内関係部局、ワンエイド、不動産団体、空
き家対策支援団体など10団体・10部署で

「居住支援協議会」を設立し、住まいの支援
に関する今後の方針の検討などを行ってい
る。同協議会では、大家の方（貸す側）の不
安≒住まいの課題を抱える方（借りる側）の
生活の困りごとだと考えている。例えば、家
賃滞納といった貸す側の「不安」の裏には、
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高齢者と若者らが支え合いながら楽しく暮
らす多世代交流型の賃貸住宅「ノビシロハウ
ス」を紹介する。

ノビシロハウスの仕組み
株式会社ノビシロが管理するノビシロハウ

スは、神奈川県藤沢市の住宅街の一角にあ
り、高齢者や若者、車いす利用者が住む単身
者用の賃貸住宅である。高齢者や車いす利用
者が暮らしやすいようにと、一部の居室はト
イレや廊下が広めに作られている。

若者は、①朝や帰宅時に定期的な高齢者へ
の声がけを行うこと、②月1回の住人同士が
参加するお茶会を開催すること、この2つを
行うことを条件に、家賃が半額になる。

みんなが元気になる交流
お茶会は、ノビシロハウスの住人同士だけ

でなく、ノビシロのスタッフや地域に住んで
いる学生なども参加することができる。

テーブルをみんなで囲んで、お菓子を食べ
たりしながら、日常生活の些細な話、好きな
歌の話、大学や仕事の話など、いろんな雑談
で盛り上がる。

ある日のお茶会では、戦争を体験した高齢
の住人から、実体験に基づいたリアルなお話

があった。墨塗り教科書や防空壕への避難の
話などに、戦争経験のない若者も興味深く耳
を傾けていた。

住民の交流は、お茶会だけではなく、カラ
オケや、トウモロコシ狩りなどの屋外のイベ
ントもある。作詞・作曲など音楽づくりに携
わっている若い住人は、高齢者が選曲する昔
の名曲を初めて聴いて、新たな音楽づくりの
ひらめき、新しいヒントを得られそうだと語
る。

▲お茶会の様子

「声がけ」から広がる近所づきあい
若者は、朝や帰宅時に定期的に高齢者のお

宅を訪問することになっている。インター
フォン越しだけの時もあれば、部屋に上がっ
て食事を一緒にすることもある。

ノビシロハウスの交流の強みは、同じア
パートに住む住人同士という点である。ノビ

高齢者と若者の交流でお互いが元気になる賃貸住宅
（株式会社ノビシロ）コラム

借りる側の金銭管理という「困りごと」があ
り、家計改善といった「支援」が求められ
る。貸す側と借りる側の困りごとの溝を埋め
るため、行政と支援団体、不動産会社、貸主
などが顔の見える関係を築くことが大切だと
考えている。

このため、今後は、住まいに困難を抱える
方の入居を「受け入れる」不動産会社の開拓
から、困難を抱える方が「どこに相談すれば
良いのかつなぎ先を知っている」不動産会社
の開拓へ注力していくこととしている。今
後、一層、住まい支援の充実が求められる中
で、座間市の新たな挑戦が期待される。

住まいに困難を抱える方の支援を行うワンエイド
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	3	デジタルも含め様々な人が交差する「居場所」づくりの推進
（1）「居場所」づくりの推進
地域では様々な実践が始まっているが、世代や属性を超えて、多様な人が交差する「居
場所」づくりも重要だろう。身近な地域に、課題を抱える方も、そうでない方も含め、気
軽に集まり、安心して通えるような様々な「居場所」があることで、日常の暮らしの中
で、地域住民同士の緩やかな見守りが実践されるとともに、そこに集う人々のつながりを
実感することも出来るだろう。ここでは、具体的な取組事例として、地域の集いの場など

シロハウスでは、サポートする・される関係
が上下関係になることはなく、友達や祖父
母・孫のようなフラットな関係となって、お
互いが良い刺激を受けることができる。

声がけだけにとどまらず、住民同士がスマ
ホでつながり、例えば、家の棚の高いところ
にあるものを取ってもらったり、手が不自由
なのでリモコンの乾電池を替えてもらった
り、などのちょっとした日常的な助け合いも
広がっている。

高齢の住人は「若い人から刺激を受けて毎
日楽しい。元気をもらっている。忙しい中で
も声がけに来てくれて本当にありがたい。料
理を教えてあげたらとても喜ばれた。」、若い
住人は「帰宅時の声がけの時は、仕事で疲れ
ている自分をいたわってもらっている。いつ
も応援していただき、うれしい。感謝してい
る。こんなに年の離れた友達がいるのが面白
い。ずっと関わっていたい。」と語る。

高齢者と若者、双方よしの住居づくり
株式会社ノビシロの鮎川代表にお話を伺っ

た。
高齢者は、元気で健康に問題が無くても、

終の棲家として住宅を借りることが難しい現
状があるという。将来の認知症や孤立死のリ
スクがあるためだ。そのため、最期まで自宅
で過ごしたいという高齢者の要望をかなえる
住宅づくりに踏み出したという。

また、若者にとっても、ノビシロハウス
は、異なる世代の方の様々な話を聞くことも
でき、価値のある経験ができる場であると語
る。
「今の若者は、祖父母に、人生の点と点で

しか会わないことが多く、高齢になって死を
迎えるまでの過程が見えない。それでは、

「老後」に対して不安を感じるだけでポジ
ティブになれないのではないか。そのため、
高齢者として過ごす人生について、身近なと
ころで可視化したい。身体的には衰えていく
が、気持ちは楽しく過ごす幸せな老後を見れ
ば、若者が自分の人生を考える上でも価値の
ある経験になるのではないか。」と語る。

住人一人ひとり、その背景や考え方も様々
であるので、誰もが満足できる交流の仕組み
づくりなど、今後も課題は尽きないとのこと
である。試行錯誤しながらも、高齢者と若者
が世代を超えてお互い支え合い、成長し、楽
しく過ごすことができる住居づくりの挑戦に
今後も期待したい。

▲ノビシロハウスの外観
居住スペースの他、カフェ、コインランドリー、在宅療
養支援診療所、訪問看護事業所がある。

117令和5年版　厚生労働白書

第1部　つながり・支え合いのある地域共生社会

第

3
章

「
つ
な
が
り
・
支
え
合
い
」
の
あ
る
地
域
共
生
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て

厚労2023_1-03.indd   117厚労2023_1-03.indd   117 2023/07/18   11:09:002023/07/18   11:09:00



により専門家だけでなく地域住民が一緒に地域の困りごとに対応している事例、空き家の
活用により多世代交流の場づくりを展開する企業の事例、カフェを舞台にボランティアが
参加してつながりを創っている事例を見てみたい。

地域共生社会の実現に向けては、福祉関係
者のみならず、地域住民や地域の多様な主体
との連携を進めていくことが重要である。こ
こでは、デザインの力を活かしてまちを楽し
くしていくという発想により、様々な活動を
繰り広げている宮崎県三股町社会福祉協議会
の取組みについて紹介する。

「本気で」地域共生社会を推進していくた
めの仕組みづくり

人口約2万6千人の宮崎県三股町では、全
国の自治体同様、生活困窮世帯の増加や不登
校、ひきこもりなどの福祉的課題が複雑化・
多様化していた。町が行った住民アンケート
では、6割以上の人が地域活動をしていない
が、活動に興味のある人は8割にのぼること
が分かった。ここに着目して、「本気で」地
域共生社会を推進していくため、三股町社会
福祉協議会内に、実践支援研究室（コミュニ
ティデザインラボ）を設置した。

自自分分たたちちののままちちをを自自分分たたちちでで楽楽ししくく

（（宮宮崎崎県県三三股股町町社社会会福福祉祉協協議議会会））

地域共生社会の実現に向けては、福

祉関係者のみならず、地域住民や地域

の多様な主体との連携を進めていく

ことが重要である。ここでは、デザイ

ンの力を活かしてまちを楽しくして

いくという発想により、様々な活動を

繰り広げている宮崎県三股町社会福

祉協議会の取組みについて紹介する。

「「本本気気でで」」地地域域共共生生社社会会をを推推進進ししてていい

くくたためめのの仕仕組組みみづづくくりり

人口約２万６千人の宮崎県三股町

では、全国の自治体同様、生活困窮世

帯の増加や不登校、ひきこもりなどの

福祉的課題が複雑化・多様化していた。

町が行った住民アンケートでは、６割

以上の人が地域活動をしていないが、

活動に興味のある人は８割にのぼる

ことが分かった。ここに着目して、「本

気で」地域共生社会を推進していくた

め、三股町社会福祉協議会内に、実践

支援研究室（コミュニティデザインラ

ボ）を設置した。

ココミミュュニニテティィデデザザイインンララボボととはは

コンセプトは、「自分たちのまちを、

自分たちで楽しく」。目標は、 （令

和７）年までに、 の活動、 人

の地域活動者（プレイヤーという）を

産み出し、地域住民の力で、地域課題

を解決すること。住民、事業者、福祉

専門職、行政など多様な主体が参画し

ている。「ラボ」と名付けたのは、数多

くの取組みを次々にやってみる姿が

まるで実験のようだから。以下、活動

を３つの要素に分けて紹介する。

考考ええるる場場～～課課題題のの共共有有～～

福祉の窓口や社会福祉協議会には

多くの相談が寄せられるが、近年、福

祉分野だけでは対応が難しくなって

いる。このため、専門家、住民、異な

る分野で働く人など、関係・業種を超

えた人が集まって考える場を設けて

いる。ときには、「社会問題井戸端会議」

と銘打って、大勢でアイデアを出し合

うこともある。ひとつの組織で抱え込

まず、地域の力を信じて課題を共有す

ることで解決の糸口を探っている。

魅魅せせるる場場～～デデザザイインンのの力力をを重重視視～～

負担が重いイメージがありがちな

地域福祉活動を気軽に近寄りやすい

ものにすることは、支援を必要として

いる人に知ってもらうためにもプレ

イヤーを増やすためにも有効だ。この

ため、様々な地域活動をブランド化し

て発信している。ラボのロゴマークは

もとより、それぞれの地域活動をおし

ゃれにネーミングしたり、思わず立ち

寄ってみたくなる外観の活動拠点に

したりするなど、デザインの力を最大

限に活かしている。これらの試みには

地元デザイナーの力を借りているが、

デザイナーにとっても福祉を知るこ

とは大きな学びになっているという。

項番１３

コミュニティデザインラボとは
コンセプトは、「自分たちのまちを、自分

たちで楽しく」。目標は、2025（令和7）年
までに、200の活動、2,025人の地域活動
者（プレイヤーという）を産み出し、地域住
民の力で、地域課題を解決すること。住民、
事業者、福祉専門職、行政など多様な主体が
参画している。「ラボ」と名付けたのは、数
多くの取組みを次々にやってみる姿がまるで
実験のようだから。以下、活動を3つの要素
に分けて紹介する。

考える場～課題の共有～
福祉の窓口や社会福祉協議会には多くの相

談が寄せられるが、近年、福祉分野だけでは
対応が難しくなっている。このため、専門
家、住民、異なる分野で働く人など、関係・
業種を超えた人が集まって考える場を設けて
いる。ときには、「社会問題井戸端会議」と
銘打って、大勢でアイデアを出し合うことも
ある。ひとつの組織で抱え込まず、地域の力
を信じて課題を共有することで解決の糸口を
探っている。

魅せる場～デザインの力を重視～
負担が重いイメージがありがちな地域福祉

活動を気軽に近寄りやすいものにすること
は、支援を必要としている人に知ってもらう
ためにもプレイヤーを増やすためにも有効
だ。このため、様々な地域活動をブランド化
して発信している。ラボのロゴマークはもと
より、それぞれの地域活動をおしゃれにネー
ミングしたり、思わず立ち寄ってみたくなる
外観の活動拠点にしたりするなど、デザイン
の力を最大限に活かしている。これらの試み
には地元デザイナーの力を借りているが、デ
ザイナーにとっても福祉を知ることは大きな
学びになっているという。

出出会会うう場場～～地地域域課課題題とと人人ををつつななぐぐ

～～

ラボは、「コメーキングスペースコ

メ」という、カフェであり、地域の集

いの場でもある。高齢者が集まった人

に軽食を提供しており、和やかな雰囲

気だ。地域課題の発信やその解決のた

めの仲間づくりも行われており、ここ

で地域課題を知った人が、様々な活動

を始めている。不登校の中学生の学び

の場の提供、地域で就労している外国

人とのフットサルを通じた交流、傾聴

ボランティアなど、 （令和５）年

２月現在、活動は既に 活動に上っ

ている。

中でも「キママプロダクツ」という

活動では、空き家を借りて、地元の工

場の廃材を使ったバッグなど雑貨を

製作しており、今ではデパートの催事

に出店するほど付加価値を高めてい

る。一般的な就労形態が難しい人が都

合のつくときに来て、少しながらも

「自分でも稼げる」という自信をつけ

るなど、社会参加の場になっている。

アアウウトトリリーーチチのの敷敷居居をを下下げげるる

困りごとを受け止めるためには、潜

在的なニーズを持つ方に支援を届け

に行く姿勢も大切だ。こども宅食「み

またん宅食どうぞ便」では、「食材が余

っているので遠慮なくどうぞ」と呼び

かけ、誰でも気軽に申し込めるように

している。ウェブサイトから、いつで

も簡単に申し込めるのも特徴だ。キマ

マプロダクツで作業している人の中

には、この宅食からつながった人もい

るという。そして、フードロスが出た

企業に食材を取りに行く人、仕分ける

人、家に届ける人…みんな地域の人だ。

宅食のために野菜の栽培を始めた人

までいる。

小小ささなな試試みみかからら地地域域共共生生社社会会へへ

「需要がありそうだからやってみた

い」「やってみたら？」「これ、行けそ

う！」「事業にしてみよう」…もちろん

中には上手くいかないこともある。そ

れでも実験は続けていく。ラボの代表

は、「すごいのは、自分たちではなく、

地域の人々。地域がすごいのです」と

語る。

考える場、魅せる場、出会う場。３

つの場を社会福祉協議会が用意し、相

互に関連させることで好循環が生ま

れている。そして、その先には、地域

共生社会の実現を見据えている。

出会う場～地域課題と人をつなぐ～
ラボは、「コメーキングスペースコメ」と

いう、カフェであり、地域の集いの場でもあ

自分たちのまちを自分たちで楽しく
（宮崎県三股町社会福祉協議会）コラム
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る。高齢者が集まった人に軽食を提供してお
り、和やかな雰囲気だ。地域課題の発信やそ
の解決のための仲間づくりも行われており、
ここで地域課題を知った人が、様々な活動を
始めている。不登校の中学生の学びの場の提
供、地域で就労している外国人とのフットサ
ルを通じた交流、傾聴ボランティアなど、
2023（令和5）年2月現在、活動は既に
155活動に上っている。

中でも「キママプロダクツ」という活動で
は、空き家を借りて、地元の工場の廃材を
使ったバッグなど雑貨を製作しており、今で
はデパートの催事に出店するほど付加価値を
高めている。一般的な就労形態が難しい人が
都合のつくときに来て、少しながらも「自分
でも稼げる」という自信をつけるなど、社会
参加の場になっている。

アウトリーチの敷居を下げる
困りごとを受け止めるためには、潜在的な

ニーズを持つ方に支援を届けに行く姿勢も大
切だ。こども宅食「みまたん宅食どうぞ便」
では、「食材が余っているので遠慮なくどう
ぞ」と呼びかけ、誰でも気軽に申し込めるよ
うにしている。ウェブサイトから、いつでも
簡単に申し込めるのも特徴だ。キママプロダ
クツで作業している人の中には、この宅食か
らつながった人もいるという。そして、フー
ドロスが出た企業に食材を取りに行く人、仕
分ける人、家に届ける人…みんな地域の人

だ。宅食のために野菜の栽培を始めた人まで
いる。

小さな試みから地域共生社会へ
「需要がありそうだからやってみたい」

「やってみたら？」「これ、行けそう！」「事業
にしてみよう」…もちろん中には上手くいか
ないこともある。それでも実験は続けてい
く。ラボの代表は、「すごいのは、自分たち
ではなく、地域の人々。地域がすごいので
す」と語る。

考える場、魅せる場、出会う場。3つの場
を社会福祉協議会が用意し、相互に関連させ
ることで好循環が生まれている。そして、そ
の先には、地域共生社会の実現を見据えてい
る。

出出会会うう場場～～地地域域課課題題とと人人ををつつななぐぐ

～～

ラボは、「コメーキングスペースコ

メ」という、カフェであり、地域の集

いの場でもある。高齢者が集まった人

に軽食を提供しており、和やかな雰囲

気だ。地域課題の発信やその解決のた

めの仲間づくりも行われており、ここ

で地域課題を知った人が、様々な活動

を始めている。不登校の中学生の学び

の場の提供、地域で就労している外国

人とのフットサルを通じた交流、傾聴

ボランティアなど、 （令和５）年

２月現在、活動は既に 活動に上っ

ている。

中でも「キママプロダクツ」という

活動では、空き家を借りて、地元の工

場の廃材を使ったバッグなど雑貨を

製作しており、今ではデパートの催事

に出店するほど付加価値を高めてい

る。一般的な就労形態が難しい人が都

合のつくときに来て、少しながらも

「自分でも稼げる」という自信をつけ

るなど、社会参加の場になっている。

アアウウトトリリーーチチのの敷敷居居をを下下げげるる

困りごとを受け止めるためには、潜

在的なニーズを持つ方に支援を届け

に行く姿勢も大切だ。こども宅食「み

またん宅食どうぞ便」では、「食材が余

っているので遠慮なくどうぞ」と呼び

かけ、誰でも気軽に申し込めるように

している。ウェブサイトから、いつで

も簡単に申し込めるのも特徴だ。キマ

マプロダクツで作業している人の中

には、この宅食からつながった人もい

るという。そして、フードロスが出た

企業に食材を取りに行く人、仕分ける

人、家に届ける人…みんな地域の人だ。

宅食のために野菜の栽培を始めた人

までいる。

小小ささなな試試みみかからら地地域域共共生生社社会会へへ

「需要がありそうだからやってみた

い」「やってみたら？」「これ、行けそ

う！」「事業にしてみよう」…もちろん

中には上手くいかないこともある。そ

れでも実験は続けていく。ラボの代表

は、「すごいのは、自分たちではなく、

地域の人々。地域がすごいのです」と

語る。

考える場、魅せる場、出会う場。３

つの場を社会福祉協議会が用意し、相

互に関連させることで好循環が生ま

れている。そして、その先には、地域

共生社会の実現を見据えている。

NPO法人、ボランティア団体、企業等の
多様な主体では、地域の住民同士のつながり
及び地域活動に参加する機会を創出し、コ
ミュニティ創りを積極的に推進している。

ここでは、株式会社WaCreation（千葉
県流山市）の取組みを紹介する。

輪になるmachimin
子育て世代の転入者が多い流山市では、特

に地元の高齢者とのつながりや交流の機会が

十分にない状況であった。
株式会社WaCreationは、「地域の課題は

暮らしの課題であり、多世代多様な住民の数
だけ課題がある。それぞれの『好き』や『得
意』を活かしながら、自分の『やってみた
い』と地域の課題と組み合わせ、地域活動に
参加し、事業を起こしていく中で輪になる

（一人一人がつながる）と解決が進むはずだ。
住民としての主体性を発揮し、自ら解決でき
る地域は健康であるという仮説を持ち、まず

住民創発で明るい未来を創りたい（株式会社WaCreation）コラム
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多世代多様な人が集まるコミュニティ創りに
力を入れたい」と強く感じていた。

このため、多世代多様な住民が自分の悩み
やアイデア等を共有し、「やってみたい」を
実践できる居場所として、machimin（「ま
ち（machi）をみんな（min）でつくる」を

「machimin」と略称）を開設した。
住住民民創創発発でで明明るるいい未未来来をを創創りりたたいい（（株株式式会会社社 ））

法人、ボランティア団体、企業

等の多様な主体では、地域の住民同士

のつながり及び地域活動に参加する

機会を創出し、コミュニティ創りを積

極的に推進している。

ここでは、株式会社 （千

葉県流山市）の取組みを紹介する。

輪輪ににななるる

子育て世代の転入者が多い流山市

では、特に地元の高齢者とのつながり

や交流の機会が十分にない状況であ

った。

株式会社 は、「地域の課

題は暮らしの課題であり、多世代多様

な住民の数だけ課題がある。それぞれ

の『好き』や『得意』を活かしながら、

自分の『やってみたい』と地域の課題

と組み合わせ、地域活動に参加し、事

業を起こしていく中で輪になる（一人

一人がつながる）と解決が進むはずだ。

住民としての主体性を発揮し、自ら解

決できる地域は健康であるという仮

説を持ち、まず多世代多様な人が集ま

るコミュニティ創りに力を入れたい」

と強く感じていた。

このため、多世代多様な住民が自分

の悩みやアイデア等を共有し、「やっ

てみたい」を実践できる居場所として、

（「まち をみんな

でつくる」を「 」と略称）

を開設した。

『やってみたい』を実践できる居場所

ででのの具具体体的的なな取取組組みみ

当初１施設（スタッフ１名）であっ

たが （令和４）年 月末現在、

４施設（スタッフ約 名）となって

いる。

① 世代交流スペース
では、流鉄線流山駅の旧

タクシー倉庫をおばあちゃんの家の

縁側のように改装し、住民が交流でき

る縁側を提供している。

どんな人とも会話しやすいように

昔のおもちゃや、不要になったと持ち

寄られたレトロな家具等を置くとと

もに、『好き』や『得意』を活かせる多

種のイベントを開催している。例えば、

流山市特産のみりんを用いたお菓子

作り、廃材を活用した雑貨作り及び流

鉄のグッズ作り等を開催している。

住民が交流できる縁側での風景

項番１６

『やってみたい』を実践できる居場所
machimin

machiminでの具体的な取組み
当初1施設（スタッフ1名）であったが

2022（令和4）年12月末現在、4施設（ス
タッフ約60名）となっている。

①世代交流スペースmachimin1
machimin1では、流鉄線流山駅の旧タク

シー倉庫をおばあちゃんの家の縁側のように
改装し、住民が交流できる縁側を提供してい
る。

どんな人とも会話しやすいように昔のおも
ちゃや、不要になったと持ち寄られたレトロ
な家具等を置くとともに、『好き』や『得意』
を活かせる多種のイベントを開催している。
例えば、流山市特産のみりんを用いたお菓子
作り、廃材を活用した雑貨作り及び流鉄の
グッズ作り等を開催している。

住住民民創創発発でで明明るるいい未未来来をを創創りりたたいい（（株株式式会会社社 ））

法人、ボランティア団体、企業

等の多様な主体では、地域の住民同士

のつながり及び地域活動に参加する

機会を創出し、コミュニティ創りを積

極的に推進している。

ここでは、株式会社 （千

葉県流山市）の取組みを紹介する。

輪輪ににななるる

子育て世代の転入者が多い流山市

では、特に地元の高齢者とのつながり

や交流の機会が十分にない状況であ

った。

株式会社 は、「地域の課

題は暮らしの課題であり、多世代多様

な住民の数だけ課題がある。それぞれ

の『好き』や『得意』を活かしながら、

自分の『やってみたい』と地域の課題

と組み合わせ、地域活動に参加し、事

業を起こしていく中で輪になる（一人

一人がつながる）と解決が進むはずだ。

住民としての主体性を発揮し、自ら解

決できる地域は健康であるという仮

説を持ち、まず多世代多様な人が集ま

るコミュニティ創りに力を入れたい」

と強く感じていた。

このため、多世代多様な住民が自分

の悩みやアイデア等を共有し、「やっ

てみたい」を実践できる居場所として、

（「まち をみんな

でつくる」を「 」と略称）

を開設した。

『やってみたい』を実践できる居場所

ででのの具具体体的的なな取取組組みみ

当初１施設（スタッフ１名）であっ

たが （令和４）年 月末現在、

４施設（スタッフ約 名）となって

いる。

① 世代交流スペース
では、流鉄線流山駅の旧

タクシー倉庫をおばあちゃんの家の

縁側のように改装し、住民が交流でき

る縁側を提供している。

どんな人とも会話しやすいように

昔のおもちゃや、不要になったと持ち

寄られたレトロな家具等を置くとと

もに、『好き』や『得意』を活かせる多

種のイベントを開催している。例えば、

流山市特産のみりんを用いたお菓子

作り、廃材を活用した雑貨作り及び流

鉄のグッズ作り等を開催している。

住民が交流できる縁側での風景

項番１６

住民が交流できる縁側での風景

②こども食堂からの発展machimin2
machimin2では、machimin1ほどオー

プンではない環境を求める方に向け、食を通
じて気軽に交流できる場を創りたいとの想い
の下、空き家を活用し、平日昼間のこども食
堂を提供している。

また、学校に足が向きづらい小学生らを対
象に、フードバンクの食材や庭で栽培した野
菜を活用した献立をスタッフと一緒に考え、
調理する取組みを行っている。自分で料理が
できるようになることや人に喜んでもらうこ
との経験を楽しんでいる。その他にも、夏祭
りイベントを自主企画したり、寄付や助成金
に頼らない雑貨作りを行ったりしている。

さらに、保護者にとっても、こども食堂に
協力しながら自分の悩みを相談することがで
きる。こども食堂での食事をきっかけに交流
が生まれ、同じような悩み等を持つ親同士で
相談することができる。

多様な個性を有するこども達や保護者、地
域の住民が輪になり、地域のコミュニティが
創出されている。

ほかに、machimin3（市内の田んぼを活
用したイベント開催）及びmachimin4（市
内の公園でのプレーパーク活動）がある。

地域の住民が市内で活躍
地域住民らはmachiminで活動する中で

自分に向き合い自らの『やってみたい』を市
内各所で実践しており、地域活動も増えてい
る。

例えば、専業主婦で就業経験がなかったあ
る住民が、machiminでの経験により自分に
自信を持てるようになり、保育関係の仕事を
したいと考え、保育士の資格を取得し、市内
の保育の現場で働いている。

また、ある育児休業中の住民が、machimin
に集まる人との触れあいを通じて自分を見つ
め直し、福祉の仕事をしたかったという気持
ちに気づき、社会福祉士の資格を取得し、市
内の介護の現場で活躍している。

さらに、居場所づくりに関心を持つ地域住
民が、週2回程度のプレーワーク（こどもの
遊び場）を市内で開催し、子育て世代同士が
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気軽に触れあい、子育てに関する経験や知識
を共有できる場を創っている。

その他、イラストレーター、Webデザイ
ナー、料理研究家などフリーランスとして独
立・創業する人も後を絶たない。

住民創発で明るい未来を創りたい
machiminで培った地域の住民とのつなが

りを活かし、地域の住民が真に求める健康・
医療サービスに関する開発を進めている企業

と橋渡しを行い、地域の課題を解決する新た
なプラットフォームを創る取組みも推進して
いる。

代表取締役は、「多世代多様な住民がまち
づくりに参加し、自分たちの手で実感値を
もって自分の暮らしや地域をよくしていくこ
とは、幸福感につながると期待している。実
はあなたの『好き』『得意』『やってみたい』
から始まると伝えたい」と熱く語る。

ここでは、バザールカフェ（京都府京都
市）の事例を紹介する。

バザールカフェでは、「様々な現実に生き
ている人々がありのままで受け入れられ、そ
れぞれの価値観が尊重され、社会の中で共に
生きる存在であることが相互に確認される場
を創りたい」という多くの関係者及びボラン
ティアの想いの下、1998（平成10）年か
ら今日に至るまで誰もが安心して居られる場
創りをしている。

みんなが安心して居られる場
ひきこもり状態の方、ひとり親の方、依存

症等の精神疾患を抱えている方などは、周り
の人々に本音を語りづらいケースがある。

バザールカフェは、カフェの概念を拡げ
て、様々な事情を抱える人のみならずそうで
ない人も含む誰もが出会い、交流できる場で
ある。同時に、様々な理由で就労が難しい方
に対して、カフェの調理や皿洗いなどの就労
の機会を提供している。口コミを中心に多く
の人が集まるようになった。

みみんんなながが出出会会ええるるききっっかかけけをを創創りりたたいい（（ババザザーールルカカフフェェ））

ここでは、バザールカフェ（京都府

京都市）の事例を紹介する。

バザールカフェでは、「様々な現実

に生きている人々がありのままで受

け入れられ、それぞれの価値観が尊重

され、社会の中で共に生きる存在であ

ることが相互に確認される場を創り

たい」という多くの関係者及びボラン

ティアの想いの下、 （昭和 ）年

から今日に至るまで誰もが安心して

居られる場創りをしている。

みみんんなながが安安心心ししてて居居らられれるる場場

ひきこもり状態の者、ひとり親の者、

薬物依存症等の精神疾患を抱えてい

る者などは、周りの人々に本音を語り

づらいケースがある。

バザールカフェは、カフェの概念を

拡げて、様々な事情を抱える人のみな

らずそうでない人も含む誰もが出会

い、交流できる場である。同時に、様々

な理由で就労が難しい方に対して、カ

フェの調理や皿洗いなどの就労の機

会を提供している。口コミを中心に多

くの人が集まるようになった。

誰もが出会い、交流できる場

カフェであるため、お客さんとして

気軽に入れ、美味しいお茶や多国籍料

理を味わい、共通の話題を通じて触れ

合い、打ち解けて相談や悩みを話せる

場創りを推進している。心地の良さが

感じられる雰囲気の中では、面談室や

相談室などで話すのとは異なり、緊張

がほぐれ、リラックスしながら自分の

気持ちについて話すことができる効

果もあると考えている。

実際に、カフェを訪れた人から悩み

の相談があった場合には、精神保健福

祉士などの専門職やボランティア等

が困りごとの解決に向けて、各自の知

識及び経験等を活用しながら考え、サ

ポートしている。また、相談を端緒に、

ゴミ屋敷をきれいにするといったア

ウトリーチを行うこともある。グルー

プワークを開催し、「自分自身を語る」

プログラムの中では、安心できる空間

で自らについて語り、他者に聞いても

らうという体験の積み重ねの中で、自

信を育むことができるようにしてい

る。

カフェでの支援にとどまらず、行政

機関との連携も行っている。カフェで

相談を聞く中で、必要があれば行政相

談機関等につなげる支援をしている。

また、本音を語る機会を持てずに悩み

を抱える者が行政相談機関等からバ

ザールカフェを紹介されて来ること

もあれば、京都市役所などの行政相談

機関等主催の各種イベントの開催場

所としてバザールカフェを提供する

こともある。

まさに、「みんなが安心して居られ

る場」を実現しているといえる。

カカフフェェででのの経経験験ををききっっかかけけにに自自信信

をを持持ててるる

バザールカフェでは、ひきこもり状

態にあるなどの事情により就労が困

項番１７

誰もが出会い、交流できる場

カフェであるため、お客さんとして気軽に入
れ、美味しいコーヒーや多国籍料理を味わい、
共通の話題を通じて触れ合い、打ち解けて相
談や悩みを話せる場創りを推進している。心地
の良さが感じられる雰囲気の中では、面談室
や相談室などで話すのとは異なり、緊張がほぐ
れ、リラックスしながら自分の気持ちについて
話すことができる効果もあると考えている。

実際に、カフェを訪れた人から悩みの相談
があった場合には、精神保健福祉士などの専
門職やボランティア等が困りごとの解決に向
けて、各自の知識及び経験等を活用しながら
考え、サポートしている。また、相談を端緒
に、ゴミ屋敷をきれいにするといったアウト
リーチを行うこともある。グループワークを
開催し、「自分自身を語る」プログラムの中で
は、安心できる空間で自らについて語り、他

みんなが出会えるきっかけを創りたい（バザールカフェ）コラム
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（2）デジタルを活用した人々の交流
誰もが多様な価値観やライフスタイルを持ちつつ、高齢者や障害者なども含めた多くの
方が、他者とのつながりを持ちながら、豊かな地域共生社会を形成するためには、デジタ

者に聞いてもらうという体験の積み重ねの中
で、自信を育むことができるようにしている。

カフェでの支援にとどまらず、行政機関と
の連携も行っている。カフェで相談を聞く中
で、必要があれば行政相談機関等につなげる
支援をしている。また、本音を語る機会を持
てずに悩みを抱える方が行政相談機関等から
バザールカフェを紹介されて来ることもあれ
ば、京都市役所などの行政相談機関等主催の
各種イベントの開催場所としてバザールカ
フェを提供することもある。

まさに、「みんなが安心して居られる場」
を実現しているといえる。

カフェでの経験をきっかけに自信を持てる
バザールカフェでは、ひきこもり状態にあ

るなどの事情により就労が困難である人々か
ら希望があれば、カフェで提供している多国
籍料理の調理補助や皿洗いなどの就労の機会
を提供している。

今まで触れ合う経験がなかった人々が共同
作業を通じて触れ合いを持ち、仕事の役割を
達成したという貴重な経験を得ている。

学生の想いを応援
バザールカフェでは、学生の「したい！」

を応援している。
2022（令和4）年度から近隣の大学生が

学習支援のサークルを立ち上げた際には、地
域のこどもたちや外国籍のこどもたちへの学
習支援の場所としてバザールカフェを提供す
るなど、学生自身の取組みの実現に向けて手
助けしている。

また、新型コロナウイルス感染症の影響に
より孤立している一人暮らしの新入生をサ
ポートしたいという学生に対してもバザール
カフェの場を提供し、学生同士が不安や困り
事を気軽に相談し、触れ合うことができる

＊1	 サンガイとはネパール語で「共に」という意味である。

「一緒に一人暮らしの会」の実現を支援して
きた。

難である人々から希望があれば、カフ

ェで提供している多国籍料理の調理

補助や皿洗いなどの就労の機会を提

供している。

今まで触れ合う経験がなかった

人々が共同作業を通じて触れ合いを

持ち、仕事の役割を達成したという貴

重な経験を得ている。

学学生生のの想想いいをを応応援援

バザールカフェでは、学生の「した

い！」を応援している。

（令和４）年度から近隣の大学

生が学習支援のサークルを立ち上げ

た際には、地域のこどもたちや外国籍

のこどもたちへの学習支援の場所と

してバザールカフェを提供するなど、

学生自身の取組みの実現に向けて手

助けしている。

また、新型コロナウイルス感染症の

影響により孤立している一人暮らし

の新入生をサポートしたいという学

生に対してもバザールカフェの場を

提供し、学生同士が不安や困り事を気

軽に相談し、触れ合うことができる

「一緒に一人暮らしの会」の実現を支

援してきた。

学生が場で積極的に活動

みみんんななををつつななげげるるササンンガガイイ飯飯

サンガイとはネパール語で「共に」

という意味である。

バザールカフェでは、「サンガイ 飯

（はん）」という仕組みがある。「サン

ガイ飯」とは、カフェ内で利用できる

食事券であり、ある人が「サンガイ飯」

を買って店頭に置いておくと、後に来

た誰かがその券を使って１食を食べ

ることができる。「サンガイ半分飯」の

場合は、後に来て使う人が、半分のお

金を支払う。「サンガイ飯」を使う際、

氏名を書く必要はなく、カフェを利用

する人が、いつでも自由に利用できる。

誰かの助けが必要な人や誰かを助

けられる人が、お互いに気兼ねなく助

け合えるサンガイ飯を通じて、みんな

とのつながりを実感している。

みみんんなながが出出会会ええるるききっっかかけけをを創創りり

たたいい

バザールカフェでは、様々な背景を

持つ多様な人々が触れ合い、打ち解け

ていくには、場の存在は欠かせないと

考えており、場の力を実感している。

今後とも、誰もが出会い、相談・交

流できる場を提供し、みんなが出会え

るきっかけを創りたいとのことであ

る。

学生が場で積極的に活動

みんなをつなげるサンガイ飯
バザールカフェでは、「サンガイ＊1飯（は

ん）」という仕組みがある。「サンガイ飯」と
は、カフェ内で利用できる食事券であり、あ
る人が「サンガイ飯」を買って店頭に置いて
おくと、後に来た誰かがその券を使って1食
を食べることができる。「サンガイ半分飯」
の場合は、後に来て使う人が、半分のお金を
支払う。「サンガイ飯」を使う際、氏名を書
く必要はなく、カフェを利用する人が、いつ
でも自由に利用できる。

誰かの助けが必要な人や誰かを助けられる
人が、お互いに気兼ねなく助け合えるサンガ
イ飯を通じて、みんなとのつながりを実感し
ている。

みんなが出会えるきっかけを創りたい
バザールカフェでは、様々な背景を持つ多

様な人々が触れ合い、打ち解けていくには、
場の存在は欠かせないと考えており、場の力
を実感している。

今後とも、誰もが出会い、相談・交流でき
る場を提供し、みんなが出会えるきっかけを
創りたいとのことである。
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ルの活用も有効である。
新型コロナウイルス感染症対策などを契機に社会に浸透してきているICTを活用する
ことにより、時間や空間を超えた人々のつながりの促進など、地域共生社会の実現に向け
て、効果的、効率的な環境づくりの可能性が広がっている。

（デジタルの活用により、地域や自宅にいながら他者と交流し、つながりを持つことができる）
高齢者や障害者、ひきこもり状態で外出が困難な方や乳幼児を抱えて外出が容易ではな
い方など、他者と対面で交流することが容易でない方も、デジタルの活用により、地域や
自宅にいながら、他者と交流し、つながりを持つことが可能となっている。
例えば、子育て世帯の孤立を防ぐための妊娠・出産・子育て期における一貫した支援で

は、妊産婦やその家族などがアクセスしやすいように、多様な相談支援を行うことが求め
られる。このため、両親学級のオンライン実施や、SNSを活用したオンライン相談など
の体制を強化することとしている。また、地方公共団体が、地域の実情に応じて行う、
ICTを活用した子育て支援サービス（ベビーテック＊16）の普及にも努めることとしている。

（ヤングケアラー同士が悩みや相談を共有できるオンラインサロンの支援の取組みを行っている）
第2章でみたヤングケアラーについては、約6割以上の方が相談をしたことがなく（図
表3-2-21）、役所など公的機関への相談は、心理的なハードルが高いこともうかがえる。
そのような場合、同じようなヤングケアラーや、元ヤングケアラーと交流することで、本
人の気持ちが楽になることもある。このため、都道府県や市町村が実施する、ヤングケア
ラーを対象としたピアサポート＊17などの悩み相談を行う支援者団体や、悩みや経験を共有
し合うオンラインサロンの設置運営の支援について、国は財政支援を行うこととしている。

	 図表3-2-21	 世話について相談した経験

（％）
調査数（ｎ＝） ある ない 無回答

小学校6年生 631 17.3 76.1 6.7
中学2年生 319 21.6 67.7 10.7
全日制高校2年生 307 23.5 64.2 12.4
定時制高校2年生相当 31 32.3 51.6 16.1
通信制高校生 49 34.7 63.3 2.0
大学3年生 987 33.4 66.6 -
※通信制高校生は「18歳以下」と「19歳以上」の合計

資料：厚生労働省子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」（中学生、高校生
は2020（令和２）年度、小学生、大学生は2021（令和３）年度の調査結果）

そのほか、オンラインを活用した高齢者の通いの場の実施により、自宅にいる高齢者な
どの健康維持の取組みが可能となるなど、様々な分野において、ICTの活用により、居
住している地域だけでなく、場所を問わずに人とつながることも可能となる。
ここでは、オンラインと対面での双方においてヤングケアラーの当事者同士の交流に取

＊16	ベビーテックとは、英語で	Baby	Techと記載するとおり、Baby（赤ちゃん）	とTechnology（技術）を組み合わせた造語である。
主にアメリカにおいて広まっている考え方で、毎年1月にラスベガスで行われる世界最大の家電中心の電子機器の見本市「CES」	
（Consumer	Electronics	Show）では、	2016年より、Baby	Tech	Awardとして5部門（「健康と安全」、「睡眠」、「妊娠」、	「子育て」、
「遊びと学び」）から1社ずつ表彰	されている。

＊17	 peer（仲間）とsupport（支援）から作られた言葉。同じ・似た状況・境遇にある仲間たち同士による支え合いを意味する。
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り組む団体の事例、オンラインによる子育て交流・専門的な支援を実践している事例につ
いて紹介する。

ヤングケアラーが家族だけでケアを抱え
込まないようにするための活動

一般社団法人ケアラーアクションネット
ワーク協会は、2013（平成25）年の設立
以降、家族だけでケアを抱え込まない社会づ
くりを目指すため、ケアラーを対象としたピ
アサポート活動、教材制作・人材育成事業、
啓発事業などを行っている。

これらの事業は、中高生ヤングケアラーを
対象に、オンライン上の語り合いの場「ほっ
と一息タイム」や、仲間同士で共感し合った
り解決し合ったりする「探求プログラム」、
レジャー施設やホームパーティーで交流を深
める「野外活動」などを通し、家族だけでケ
アを抱え込まず、ヤングケアラーが家族の世
話をしながらでも自由に人生の選択ができる
ことを目的としている。

ケアに必要なメンタルを育む「探求プロ
グラム」

中学生と高校生を対象にした「探求プログ
ラム」は、世話や介助、気遣いなどのケアを
必要としている家族に対応するために求めら
れる柔軟なメンタルを育てるためのプログラ
ムで毎月1回、全6回開催している。ケアと
は何かという根本的なものから、自分の気持
ちとの向き合い方、先輩ケアラーと将来の進
路についてなどを話し合う機会を提供し、何
度でも受講が可能である。

例えば、ある回において「どんなケアをし
ているの？」をテーマに、ヤングケアラー同
士が、普段のケア内容、他の当事者とのケア
内容の相違などを考えながら確かめていった。

自分の現状を他者と比較し、再認識すること
で、家族への想いや、自分の心の変化に気づ
くなど、こども自身の表情も変わり、「みん
なの意見が聞けて良かった」「いい話が聞け
たし、自分も話せた」などの声が聞かれた。

このような、ヤングケアラー同士が交流し
親睦を深め、情報を交換し合う機会は、当事
者の孤立を防止し、さらに新たな人生の選択
肢を得るきっかけとなっている。

ヤヤンンググケケアアララーー同同士士がが繋繋ががるる居居場場所所づづくくりり

（（一一般般社社団団法法人人ケケアアララーーアアククシショョンンネネッットトワワーークク協協会会））

・

ヤヤンンググケケアアララーーがが家家族族だだけけででケケアアをを

抱抱ええ込込ままなないいよよううににすするるたためめのの活活動動

一般社団法人ケアラーアクション

ネットワーク協会は、 （平成 ）

年の設立以降、家族だけでケアを抱え

込まない社会作りを目指すため、ケア

ラーを対象としたピアサポート活動、

教材制作・人材育成事業、啓発事業な

どを行っている。

これらの事業は、中高生ヤングケア

ラーを対象に、オンライン上の語り合

いの場「ほっと一息タイム」や、仲間

同士で共感し合ったり解決し合った

りする「探求プログラム」、レジャー施

設やホームパーティーで交流を深め

る「野外活動」などを通し、家族だけ

でケアを抱え込まず、ヤングケアラー

が家族の世話をしながらでも自由に

人生の選択ができることを目的とし

ている。

ケケアアにに必必要要ななメメンンタタルルをを育育むむ「「探探求求ププ

ロロググララムム」」

中学生と高校生を対象にした「探求

プログラム」は、世話や介助、気遣い

などのケアを必要としている家族に

対応するために求められる柔軟なメ

ンタルを育てるためのプログラムで

毎月１回、全６回開催している。ケア

とは何かという根本的なものから、自

分の気持ちとの向き合い方、先輩ケア

ラーと将来の進路についてなどを話

し合う機会を提供し、何度でも受講が

可能である。

例えば、ある回において「どんなケ

アをしているの？」をテーマに、ヤン

グケアラー同士が、普段のケア内容、

他の当事者とのケア内容の相違など

を考えながら確かめていった。自分の

現状を他者と比較し、再認識すること

で、家族への想いや、自分の心の変化

に気づくなど、こども自身の表情も変

わり、「みんなの意見が聞けて良かっ

た」「いい話が聞けたし、自分も話せた」

などの声が聞かれた。

このような、ヤングケアラー同士が

交流し親睦を深め、情報を交換し合う

機会は、当事者の孤立を防止し、さら

に新たな人生の選択肢を得るきっか

けとなっている。

ヤヤンンググケケアアララーー当当事事者者をを支支ええるる周周囲囲

のの方方にに向向けけたた研研修修やや啓啓発発活活動動

周囲の大人や学校の先生向けの研

修のほか、大学生向けのメンター研修、

支援者向けのサポーター認定講座な

ど、それぞれの対象に応じて異なった

コンテンツ内容の研修等を提供して

いる。

また、短編映画「陽菜のせかい」の

制作・公開により、ヤングケアラーは

かわいそうな存在ではないことや、家

族をケアしながら自分の人生を選択

できる社会づくりの啓発に努めてい

る。

（参考リンク先）

探求プログラムの概要

項番２４

探求プログラムの概要

ヤングケアラー当事者を支える周囲の方
に向けた研修や啓発活動

周囲の大人や学校の先生向けの研修のほ
か、大学生向けのメンター研修、支援者向け
のサポーター認定講座など、それぞれの対象
に応じて異なったコンテンツ内容の研修等を
提供している。

また、短編映画「陽菜のせかい」の制作・
公開により、ヤングケアラーはかわいそうな
存在ではないことや、家族をケアしながら自
分の人生を選択できる社会づくりの啓発に努
めている。

（参考リンク先）
https：//canjpn.jimdofree.com/

ヤングケアラー同士が繋がる居場所づくり
（一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会）コラム

124 令和5年版　厚生労働白書

第

3
章

「
つ
な
が
り
・
支
え
合
い
」
の
あ
る
地
域
共
生
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て

厚労2023_1-03.indd   124厚労2023_1-03.indd   124 2023/07/18   11:09:102023/07/18   11:09:10



一般社団法人オンライン子育てひろば協会
（東京都千代田区、滝千尋代表理事）では、
全国乳幼児（0～3歳）親子を対象に、コロ
ナ禍以前の2018（平成30）年からビデオ
通話アプリ（Zoom）を利用したオンライ
ン専門子育てひろば事業「ママこぺる」を開
設、運営している。

“新しい子育ての味方”として
子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や

子育ての不安・悩みを相談できる場として、
全国には、子育て支援センターや子育てひろ
ばなどの地域子育て支援拠点が7,856カ所

（2021（令和3）年現在）設置されている。
しかし、乳幼児を子育て中の親子の場合、悪
天候や体調不良など様々な理由により、その
ような場所に出向くこと自体が難しいケース
が多々ある。

自宅にいながら気軽に集い、画面越しでも
ふれあい遊びをしたり、情報交換や悩みを話
し合うことで、子育ての不安や孤立感を一人
で抱え込まないようサポートする“新しい子
育ての味方”の必要性を強く感じ、本事業は
立ち上がった。事業名の「こぺる」の語源は
コペルニクス。子育ては大変ではなく、楽し
いものと視点が180度転回する場所や時間
を提供したいという想いを込め命名した。

利用者のニーズに応じた様々な事業を展開
ママこぺるでは、「子育てひろば」、「子育

て支援プログラム」、「子育て相談室」と大き
く3つのコンテンツがある。利用者はスマー
トフォンやパソコンなどからオンライン上に
開設されている「ひろば」にアクセスするこ
とで全国どこからでも利用ができる。

自自宅宅がが子子育育ててひひろろばばにに。。オオンンラライインン専専門門子子育育ててひひろろばば「「ママママここぺぺるる」」事事業業

（（一一般般社社団団法法人人 オオンンラライインン子子育育ててひひろろばば協協会会））

一般社団法人オンライン子育てひ

ろば協会（東京都千代田区、滝千尋代

表理事）では、全国乳幼児（０～３歳）

親子を対象に、コロナ禍以前の

（平成 ）年からビデオ通話アプリ

（ ）を利用したオンライン専門子

育てひろば事業「ママこぺる」を開設、

運営している。

““新新ししいい子子育育ててのの味味方方””ととししてて

子育て中の親子が気軽に集い、相互

交流や子育ての不安・悩みを相談でき

る場として、全国には、子育て支援セ

ンターや子育てひろばなどの地域子

育て支援拠点が カ所（ （令

和３）年現在）設置されている。しか

し、乳幼児を子育て中の親子の場合、

悪天候や体調不良など様々な理由に

より、そのような場所に出向くこと自

体が難しいケースが多々ある。

自宅にいながら気軽に集い、画面越

しでもふれあい遊びをしたり、情報交

換や悩みを話し合うことで、子育ての

不安や孤立感を一人で抱え込まない

ようサポートする“新しい子育ての味

方”の必要性を強く感じ、本事業は立

ち上がった。事業名の「こぺる」の語

源はコペルニクス。子育ては大変では

なく、楽しいものと視点が 度転回

する場所や時間を提供したいという

想いを込め命名した。

利利用用者者ののニニーーズズにに応応じじたた様様々々なな事事

業業をを展展開開

ママこぺるでは、「子育てひろば」、

「子育て支援プログラム」、「子育て相

談室」と大きく３つのコンテンツがあ

る。利用者はスマートフォンやパソコ

ンなどからオンライン上に開設され

ている「ひろば」にアクセスすること

で全国どこからでも利用ができる。

「子育てひろば」では、親子のふれ

あい遊びや交流、子育てに関する知

識・情報等の提供、相談、リフレッシ

ュ（親子ヨガ・ベビーマッサージ・演

奏会等）など、子育て仲間と気軽に出

会える場を提供している。原則として

無料で、平日ほぼ毎日、時間は最大

分で、参加人数は８～ 組で開催して

いる。

「子育て支援プログラム」は、例え

ば、「産後１～４か月ママのためのプ

ログラム」、「復職ママのためのプログ

ラム」など特定の対象やテーマで、固

定メンバー（８組～ 組）による連続

プログラムとして開催されている。保

育士や臨床心理士などの専門家の下、

同じ悩みを持つ仲間とともに語り合

い、学びながら、子育てとじっくりと

向き合うことができる。

「子育て相談室」は、さらに深い悩

みや疑問を臨床心理士や助産師、保育

スマートフォンなどから簡単にアクセス

項番２５

スマートフォンなどから簡単にアクセス

「子育てひろば」では、親子のふれあい遊
びや交流、子育てに関する知識・情報等の提
供、相談、リフレッシュ（親子ヨガ・ベビー
マッサージ・演奏会等）など、子育て仲間と
気軽に出会える場を提供している。原則とし
て無料で、平日ほぼ毎日、時間は最大45分
で、参加人数は8～20組で開催している。
「子育て支援プログラム」は、例えば、「産

後1～4か月ママのためのプログラム」、「復
職ママのためのプログラム」など特定の対象
やテーマで、固定メンバー（8組～12組）
による連続プログラムとして開催されてい
る。保育士や臨床心理士などの専門家の下、
同じ悩みを持つ仲間とともに語り合い、学び
ながら、子育てとじっくりと向き合うことが
できる。
「子育て相談室」は、さらに深い悩みや疑

問を臨床心理士や助産師、保育士などへ個別
に相談する場として開設されている。

コロナ禍以降の2020（令和2）年4月～
2023（令和5）年1月現在まで、延べ6,685
組の親子が利用をしている。

オンラインのメリットと利用者の変化、
反応

臨床心理士として専門相談員も兼ねる鈴木
梨紗副理事は、オンライン子育てひろばのメ
リットとして、「外出できない親はネット情
報が頼りになるが、ネット情報だけでは不安
を感じることが多い。お互いの顔が見える安
心感がありつつ、リアルの距離感とは異なる

自宅が子育てひろばに。オンライン専門子育てひろば「ママ
こぺる」事業（一般社団法人　オンライン子育てひろば協会）コラム
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（3）誰も取り残されない仕組み
（デジタルの活用にあたっては、誰も取り残されないような配慮が求められる）
一方で、デジタル技術を実装化していくに当たっては、取り残される人が生じないよう
に配慮することが必要である。例えば、年齢階層別インターネット利用率を見ると、13
歳から59歳までの各階層で9割を超えている一方、60歳以降、年齢階層があがるにつれ
て利用率が低下する傾向にある。また、内閣府「情報通信機器の利活用に関する世論調
査」によると、60歳代の25.7％、70歳代以上の57.9％がスマートフォンなどの情報通
信機器を利用できていないとの結果もある＊18（図表3-2-22）。今後、「誰一人取り残され
ない」デジタル化を実現するためには、デジタル化への不安感・抵抗感を解消し、デジタ
＊18	「ほとんど利用していない」と「利用していない」の合計割合。

オンラインならではの『新たな距離感』で、
より深く悩みを打ち明けることができ、全国
に新しい子育て仲間を作れること」と語る。

また、コロナ禍以前からの利用者の変化に
ついては「以前は安心する場、楽しい時間を
求めていた方が多かったが、自宅にこもりが
ちで孤立感という切実な悩みを抱え、人とつ
ながりたい方が増えた印象。また、リモート
ワークが普及し、オンラインでの参加のハー
ドルも大きく下がった」とのこと。

利用者からは「結婚を機に地方へ移り、周
囲に友人はいなく、またコロナ禍で実家にも
帰れず不安な中、ほぼ一人で育児をしていた
が、皆さんに励まされて、今では楽しく育児
ができている」、「コロナ禍で自治体の子育て
サークルやイベントは軒並み中止。そのよう
な中、全国のママさん達と交流できて嬉し
かった」など感謝の声が多数寄せられている。

課題や今後の展望
運営上、最も気をつけているのは、オンラ

イン開催中の乳幼児に対する安全面の確保で
ある。乳幼児の身の回りに口に入れる危険な
物はないかなど、オンライン開催の専門ト
レーニングを受けたスタッフが細心の注意を
払いながら運営している。

こうしたオンライン特有の留意点の周知・
理解、ルール作りが重要であり、当協会で
は、オンライン子育て支援の普及・発展に向
け、オンライン開催のノウハウや支援者とし
てのスキルなどが学べる研修や講座などを開
催し、人材育成にも精力的に取り組んでいる。

オンライン子育て支援の認知度を向上さ
せ、より多くの親子に利用してもらうととも
に、自治体や地域の子育て支援団体等との連
携を強化し、出産前からのアプローチを含
め、さらなる子育て支援の充実を図ることが
今後の展望である。

オンラインという新たな選択肢
新型コロナウイルス感染症の影響により乳

幼児親子の置かれた状況は一変した。自宅に
いながら安心して受けられるオンラインによ
る子育て支援へのニーズは今後さらに増すこ
とが見込まれる。

近年、自治体や子育て支援団体でもオンラ
インによる子育て支援の取組みが徐々に始
まっている。オンラインという新たな選択肢
が増えることで、より多くの親子が子育て仲
間や子育て支援につながり、子育ての喜びや
楽しさを一層感じることができる社会づくり
が期待される。

オンライン子育てひろばの開催風景オンライン子育てひろばの開催風景
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ル活用能力の向上に向けた取組みを進めるなど、年齢的条件などによるデジタル格差を是
正することが必要である。

	 図表3-2-22	 高齢者におけるデジタルディバイドの現状

68.0

96.9

97.1

90.2

84.3

55.5

24.3

9.8

17.9

16.5

4.1

6.9

8.0

17.6

18.8

49.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数（2,015人）

１８～２９歳（228人）

３０～３９歳（240人）

４０～４９歳（366人）

５０～５９歳（324人）

６０～６９歳（335人）

７０歳以上（522人）

１．よく利用している ２．ときどき利用している ３．ほとんど利用していない

４．利用していない 無回答

（資料）内閣府「情報通信機器の利活用に関する世論調査」（2021（令和２）年）

（注）あなたは、スマートフォンやタブレットを利用していますか、という質問への回答。

資料：内閣府「情報通信機器の利活用に関する世論調査」（2021（令和2）年）
（注） あなたは、スマートフォンやタブレットを利用していますか、という質問への回答。

（デジタルの利便性を誰一人取り残されず享受できる環境をつくる）
デジタル庁では、高齢者や障害者などを含めたデジタルに不慣れな方を対象に、関係府
省庁や地方公共団体・関連団体、ボランティア団体等と連携し、マイナンバーカード・マ
イナポータル、各地で実装されているデジタルサービス及びデジタル機器・サービスの利
用方法をサポートするなど、国民運動としての「デジタル推進委員」の取組みを2022年
度（令和4年度）にスタートさせ、2023年5月時点で26,000人を超える方々を任命して
いる。今後、図書館や公民館、鉄道駅など身近な場所を活用し、全国津々浦々に展開でき
るよう、デジタルコンテンツの充実等の工夫もした上で、更なる拡大を図る。
厚生労働省では、総合的なサービス拠点の設置や、障害者がアクセスしやすいネット
ワークを通じたサービスの利活用、デジタル機器の操作支援を行うパソコンボランティア
の養成・派遣などの取組みを支援することとしている。
また、厚生労働省では、生活困窮者について、携帯電話を保有できないことが就職活動
におけるハードルとなっていることが指摘されていることを踏まえ、2020年（令和2年）
11月に、過去に携帯電話利用料を滞納された方などについても、携帯電話などの契約を
行うことができるよう一定の配慮を行っている通信事業者のリストを作成し、自治体など
に情報提供を行っている。
ここでは、スマートフォンのアプリを活用して散歩や体操など生活習慣の改善・フレイ
ル＊19予防を高齢者同士で励まし合いながら実施している取組事例を紹介する。

＊19	フレイルとは、要介護状態に至る前段階として位置づけられるが、身体的脆弱性のみならず、精神・心理的脆弱性や社会的脆弱性
などの多面的な問題を抱えやすく、自立障害や死亡を含む健康障害を招きやすいハイリスク状態を意味する。
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コロナ禍の介護予防継続のためにICT活
用が喫緊の課題

府中市の介護予防事業では、市民同士の自
主的な活動につなげることを目標として、高
齢者の仲間づくり・チームづくりを支援して
きた。しかし、新型コロナウイルス感染症の
流行により介護予防事業が中断。自粛生活が
長期化することで、高齢者の活動量も低下
し、運動不足等による心身の状態の悪化が危
惧されていた。

そのため、コロナ禍においても自宅で体
操・運動に取り組めるよう、自宅でできる体
操DVDの配布やYouTubeでの体操動画配
信も行ったが、高齢者の利用は広がらなかっ
た。特にICTを活用した取組みは、高齢者自
身だけで利用することが難しく普及が進まな
かった。

市民からは「体操を1人で続けるのは難し
い」「みんなに会いたい」「動かないから食欲が
なくなった」という声が上がり、コロナ禍に
おける介護予防の取組みは、今までのやり方
だけでは継続が難しいことを痛感していた。

高齢者5人1組がチャットで励まし合い、
フレイル予防

介護予防の緊急事態において、これまでと
は違うアプローチを行う必要性を認識し、民
間企業との協働を検討。府中市が重視してい
る「人と人との絆づくり」にも効果的である
と考え、民間企業が制作した習慣化アプリ

「みんチャレ」を活用した介護予防事業の取
組みを開始した。

みんチャレは、最大5人1組のチームで
ウォーキングなどのフレイル予防に取り組む
ことができるスマホアプリである。チームメ
ンバー全員の合計歩数目標を設定し、メン
バー同士で毎日の歩数を投稿し合う。また、
ウォーキングの際に見つけた道端の花や風景
の写真も一緒に投稿することができ、写真に
対して仲間から「OK」ボタンを押してもら
うことでコインが貯まる仕組みだ。高齢者
は、アプリを通じて同じ目標を持つ仲間とオ
ンラインでつながり、コミュニケーションを

しながら健康・地域の情報交換を行うことが
できる。こうした取組みにより、コロナ禍で
離れていても、楽しく介護予防の活動を継続
できている。

ココロロナナ禍禍ででももオオンンラライインンででつつななががりり、、励励まましし合合うう高高齢齢者者

〜〜東東京京都都府府中中市市のの習習慣慣化化アアププリリ「「みみんんチチャャレレ」」をを活活用用ししたたフフレレイイルル予予防防事事業業〜〜

ココロロナナ禍禍のの介介護護予予防防継継続続ののたためめにに

活活用用がが喫喫緊緊のの課課題題

府中市の介護予防事業では、市民

同士の自主的な活動につなげること

を目標として、高齢者の仲間づく

り・チームづくりを支援してきた。

しかし、新型コロナウイルス感染症

の流行により介護予防事業が中断。

自粛生活が長期化することで、高齢

者の活動量も低下し、運動不足等に

よる心身の状態の悪化が危惧されて

いた。

そのため、コロナ禍においても自

宅で体操・運動に取り組めるよう、

自宅でできる体操 の配布や

での体操動画配信も行ったが、

高齢者の利用は広がらなかった。特

に を活用した取組みは、高齢者自

身だけで利用することが難しく普及

が進まなかった。

市民からは「体操を１人で続ける

のは難しい」「みんなに会いたい」

「動かないから食欲がなくなった」

という声が上がり、コロナ禍におけ

る介護予防の取組みは、今までのや

り方だけでは継続が難しいことを痛

感していた。

高高齢齢者者５５人人１１組組ががチチャャッットトでで励励まま

しし合合いい、、フフレレイイルル予予防防

介護予防の緊急事態において、こ

れまでとは違うアプローチを行う必

要性を認識し、民間企業との協働を

検討。府中市が重視している「人と

人との絆づくり」にも効果的である

と考え、民間企業が制作した習慣化

アプリ「みんチャレ」を活用した介

護予防事業の取組みを開始した。

みんチャレは、最大５人１組のチ

ームでウォーキングなどのフレイル

予防に取り組むことができるスマホ

アプリである。チームメンバー全員

の合計歩数目標を設定し、メンバー

同士で毎日の歩数を投稿し合う。ま

た、ウォーキングの際に見つけた道

端の花や風景の写真も一緒に投稿す

ることができ、写真に対して仲間か

ら「 」ボタンを押してもらうこと

でコインが貯まる仕組みだ。高齢者

は、アプリを通じて同じ目標を持つ

仲間とオンラインでつながり、コミ

ュニケーションをしながら健康・地

域の情報交換を行うことができる。

こうした取組みにより、コロナ禍で

離れていても、楽しく介護予防の活

動を継続できている。

習習慣慣化化アアププリリ「「みみんんチチャャレレ」」

府中市では高齢者の 活用を推進

しており、デジタル機器に慣れてい

ない高齢者にアプリを利用していた

だくために「みんチャレの使い方講

座」を各地域包括支援センター等の

通いの場で実施している。講座終了

後も、不明点をアプリの電話窓口に

問い合わせることができ、高齢者が

安心して継続できる。参加者は女性

が で、 代が 、 代以上が

である（ （令和５）年１月

日時点）。

項番２６

習慣化アプリ「みんチャレ」

府中市では高齢者のICT活用を推進してお
り、デジタル機器に慣れていない高齢者にア
プリを利用していただくために「みんチャレ
の使い方講座」を各地域包括支援センター等
の通いの場で実施している。講座終了後も、
不明点をアプリの電話窓口に問い合わせるこ
とができ、高齢者が安心して継続できる。参
加者は女性が81％で、70代が54％、80代
以上が37.5％である（2023（令和5）年1
月18日時点）。

みみんんチチャャレレのの使使いい方方講講座座のの様様子子

スマホにあまり慣れていない人でも、

最初にアプリをダウンロードするこ

とから手助けすることで、その後も

使いこなすことができている。参加

者は「初めてスマホを面白いと思っ

た」「文字入力とカメラが上達した」

と話す。

継継続続ののモモチチベベーーシショョンンはは地地域域へへのの

寄寄付付にによよるる社社会会貢貢献献

また、アプリを継続することで貯

まるコインを、府中市の社会貢献活

動（市内で困窮する学生への食料支

援）に寄付できる。自分の小さな頑

張りが誰かのためになると思うと、

励みになり、人と人とのつながりも

感じながら健康づくりができるアプ

リとして高齢者に好評を得ている。

府府中中市市のの寄寄付付ププロロジジェェククトト

楽楽ししみみななががらら続続けけるるここととでで高高齢齢

者者のの歩歩数数がが増増加加

利用者の１日の平均歩数は、アプ

リ利用 か月後に 歩増加した。

加えて、アプリへの平均投稿数は 日

あたり平均 回で、コミュニケーショ

ンが活発に行われていることがわか

る。

利用者からは、「一人暮らしなの

で仲間からの写真投稿が本当に嬉し

い」「スマホはお留守番だったが、

意識して外に出向くようになった。

毎日スマホ持って歩いている」「耳

が遠いが、スマホだとみんなと話せ

て嬉しい」と想定以上の嬉しい感想

が届き、府中市高齢者支援課担当は

本取組みに手応えを感じている。

みみんんチチャャレレをを利利用用ししてていいるる府府中中市市民民

取組開始２年目からは、地域包括支

援センターの職員がアプリの使い方

講座の講師を担当し、地域での普及

を推進している。

こうしたＩＣＴを活用した高齢者

の介護予防への効果が評価され、本

取組みは「令和３年度健康寿命を伸

ばそう！アワード」において厚生労

働省老健局長優良賞を受賞している。

みんチャレの使い方講座の様子

スマホにあまり慣れていない人でも、最初
にアプリをダウンロードすることから手助け
することで、その後も使いこなすことができ

コロナ禍でもオンラインでつながり、励まし合う高齢者
～東京都府中市の習慣化アプリ「みんチャレ」を活用したフレイル予防事業～コラム
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	 第3節	 人々の意欲・能力が十分発揮できる「つながり・支え合い」の創出

（行政区域をベースに活動する取組み（縦糸）と多様な主体によりニーズごとに特化して活
動する取組み（横糸）の協働で、住民の暮らしと地域社会に一層の豊かさがもたらされる）
新型コロナウイルス感染症の影響で人と人とのコミュニケーションが大幅に減ったこと
などにより孤独・孤立の課題が顕在化する中、社会や他者とのつながりの重要性が一段と
増している。
市町村においては、第2節でみた取組みにより、重層的支援事業による相談支援体制や、
地域における住民相互のつながりを構築するための支援の土台（テーブル）を作ることが
まずは必要となる。

ている。参加者は「初めてスマホを面白いと
思った」「文字入力とカメラが上達した」と
話す。

継続のモチベーションは地域への寄付に
よる社会貢献

また、アプリを継続することで貯まるコイ
ンを、府中市の社会貢献活動（市内で困窮す
る学生への食料支援）に寄付できる。自分の
小さな頑張りが誰かのためになると思うと、
励みになり、人と人とのつながりも感じなが
ら健康づくりができるアプリとして高齢者に
好評を得ている。

みみんんチチャャレレのの使使いい方方講講座座のの様様子子

スマホにあまり慣れていない人でも、

最初にアプリをダウンロードするこ

とから手助けすることで、その後も

使いこなすことができている。参加

者は「初めてスマホを面白いと思っ

た」「文字入力とカメラが上達した」

と話す。

継継続続ののモモチチベベーーシショョンンはは地地域域へへのの

寄寄付付にによよるる社社会会貢貢献献

また、アプリを継続することで貯

まるコインを、府中市の社会貢献活

動（市内で困窮する学生への食料支

援）に寄付できる。自分の小さな頑

張りが誰かのためになると思うと、

励みになり、人と人とのつながりも

感じながら健康づくりができるアプ

リとして高齢者に好評を得ている。

府府中中市市のの寄寄付付ププロロジジェェククトト

楽楽ししみみななががらら続続けけるるここととでで高高齢齢

者者のの歩歩数数がが増増加加

利用者の１日の平均歩数は、アプ

リ利用 か月後に 歩増加した。

加えて、アプリへの平均投稿数は 日

あたり平均 回で、コミュニケーショ

ンが活発に行われていることがわか

る。

利用者からは、「一人暮らしなの

で仲間からの写真投稿が本当に嬉し

い」「スマホはお留守番だったが、

意識して外に出向くようになった。

毎日スマホ持って歩いている」「耳

が遠いが、スマホだとみんなと話せ

て嬉しい」と想定以上の嬉しい感想

が届き、府中市高齢者支援課担当は

本取組みに手応えを感じている。

みみんんチチャャレレをを利利用用ししてていいるる府府中中市市民民

取組開始２年目からは、地域包括支

援センターの職員がアプリの使い方

講座の講師を担当し、地域での普及

を推進している。

こうしたＩＣＴを活用した高齢者

の介護予防への効果が評価され、本

取組みは「令和３年度健康寿命を伸

ばそう！アワード」において厚生労

働省老健局長優良賞を受賞している。

府中市の寄付プロジェクト

楽しみながら続けることで高齢者の歩数
が増加

利用者の1日の平均歩数は、アプリ利用
10か月後に1,600歩増加した。加えて、ア
プリへの平均投稿数は1日あたり平均3回で、
コミュニケーションが活発に行われているこ
とがわかる。

利用者からは、「一人暮らしなので仲間か
らの写真投稿が本当に嬉しい」「スマホはお
留守番だったが、意識して外に出向くように
なった。毎日スマホ持って歩いている」「耳
が遠いが、スマホだとみんなと話せて嬉し
い」と想定以上の嬉しい感想が届き、府中市
高齢者支援課担当は本取組みに手応えを感じ
ている。

みみんんチチャャレレのの使使いい方方講講座座のの様様子子

スマホにあまり慣れていない人でも、

最初にアプリをダウンロードするこ

とから手助けすることで、その後も

使いこなすことができている。参加

者は「初めてスマホを面白いと思っ

た」「文字入力とカメラが上達した」

と話す。

継継続続ののモモチチベベーーシショョンンはは地地域域へへのの

寄寄付付にによよるる社社会会貢貢献献

また、アプリを継続することで貯

まるコインを、府中市の社会貢献活

動（市内で困窮する学生への食料支

援）に寄付できる。自分の小さな頑

張りが誰かのためになると思うと、

励みになり、人と人とのつながりも

感じながら健康づくりができるアプ

リとして高齢者に好評を得ている。

府府中中市市のの寄寄付付ププロロジジェェククトト

楽楽ししみみななががらら続続けけるるここととでで高高齢齢

者者のの歩歩数数がが増増加加

利用者の１日の平均歩数は、アプ

リ利用 か月後に 歩増加した。

加えて、アプリへの平均投稿数は 日

あたり平均 回で、コミュニケーショ

ンが活発に行われていることがわか

る。

利用者からは、「一人暮らしなの

で仲間からの写真投稿が本当に嬉し

い」「スマホはお留守番だったが、

意識して外に出向くようになった。

毎日スマホ持って歩いている」「耳

が遠いが、スマホだとみんなと話せ

て嬉しい」と想定以上の嬉しい感想

が届き、府中市高齢者支援課担当は

本取組みに手応えを感じている。

みみんんチチャャレレをを利利用用ししてていいるる府府中中市市民民

取組開始２年目からは、地域包括支

援センターの職員がアプリの使い方

講座の講師を担当し、地域での普及

を推進している。

こうしたＩＣＴを活用した高齢者

の介護予防への効果が評価され、本

取組みは「令和３年度健康寿命を伸

ばそう！アワード」において厚生労

働省老健局長優良賞を受賞している。

みんチャレを利用している府中市民

取組開始2年目からは、地域包括支援セン
ターの職員がアプリの使い方講座の講師を担
当し、地域での普及を推進している。

こうしたICTを活用した高齢者の介護予防
への効果が評価され、本取組みは「令和3年
度健康寿命を伸ばそう！アワード」において
厚生労働省老健局長優良賞を受賞している。
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一方で、地域の様々な動きに目を向けると、労働者協同組合、NPO法人、社会福祉法
人、企業など、多様な担い手が連携し、参画する地域活動が実践されている。
行政による支援の土台とともに、地元住民や地元行政による地域を支える取組み（縦
糸）と、こども食堂や高齢者の見守り、交流の場といった様々な分野で地域を支える活動
をしている労働者協同組合、NPO法人、社会福祉法人、ボランティア団体、シルバー人
材センター、企業などの多様な主体による地域づくりの取組み（横糸）が協働すること
で、それぞれの地域のつながりを再構築し、課題に応え、住民の暮らしと地域社会に一層
の豊かさをもたらすことができ得る（図表3-3-1）。その際、個々人のライフスタイルや
興味・関心、法人の持つ特性や得意分野等に応じて、様々な関わり方を選択できること
で、人々の意欲や能力を十分に発揮できる、持続的な取組みが拡がっていくだろう。

	 図表3-3-1	 市町村における縦糸と横糸による地域づくり
市町村・縦糸と横糸の地域づくり

住んでよかったと思える地域を広げるため、各市町村の創意工夫のもと、助けあい・支えあい・健康づくりなどの
縦糸と横糸が織りなす、地域づくりを進める。

※どの横糸と関わるかは、
各コミュニティ地域次第

Ａ小学校区等
コミュニティ地域

Ｂ小学校区等
コミュニティ地域

Ｃ小学校区等
コミュニティ地域

高齢者支援
認知症支援

障害者支援

子ども食堂

学習支援
孤独・孤立支援

生活困窮者支援

子どもの安全
防犯活動

リサイクル
活動

里山保全活動

などなど

域内の自治会、
町内会等の
主体的参加

介護保険の介護予防・
生活支援・移動支援のほか、

子育て支援など行政が関わる取組

(例)

テーブル＝地域共生社会の実現に向けて行政主導で構築した相談支援体制

横
糸

＝
地
域
を
支
え
る
民
間
（Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
企
業
等
）
の
取
組

フ
ー
ド
バ
ン
ク
、
社
会
福
祉
法
人
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
公
益
的
な
取
組
等

縦糸 ＝地元住民や地元行政による地域を支える取組 社会福祉協議会、民生委員・児童委員、年金委員等

資料：厚生労働省政策統括官付政策統括室作成

ここでは、行政とともに、それぞれの強みを活かして地域づくりに携わる様々な主体の
取組みについて見ていきたい。

	1	ライフスタイルや興味・関心、得意分野を活かした参画の推進
（1）労働者協同組合
（労働者協同組合のように、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための選
択肢も現れている）
内閣府「国民生活に関する世論調査」（2022（令和4）年）によると、どのような仕事が
理想的だと思うか聞いたところ、「収入が安定している仕事」を挙げた者の割合が62.8％
と最も高く、以下、「私生活とバランスがとれる仕事」（53.7％）、「自分にとって楽しい仕
事」（51.9％）などの順となっている（図表3-3-2）。地域の課題に対応していくには、専
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門的な職種に限らない、地域住民を始めとした担い手の確保も求められるが、その際、一
人ひとりのライフスタイルや興味に応じた地域への関わり方という視点も重要となる。

	 図表3-3-2	 理想的だと思う仕事

（複数回答）　　　

収 入 が 安 定 し て い る 仕 事

私生活とバラ ンスがとれる仕事

自 分 に と っ て 楽 し い 仕 事

自分の専門知識や能力がいかせる仕事

健 康 を 損 な う 心 配 が な い 仕 事

失 業 の 心 配 が な い 仕 事

世 の 中 の た め に な る 仕 事

高 い 収 入 が 得 ら れ る 仕 事

そ の 他

無 回 答

どのような仕事が理想的だと思うか

62.8 

53.7 

51.9 

35.9 

33.7 

28.0 

21.6 

19.0 

1.3 

2.8 

61.3 

51.2 

52.3 

35.6 

33.7 

28.3 

23.3 

19.5 

1.6 

2.6 

0 10 20 30 40 50 60 70

令和４年10月調査（n=1,888人、M.T.=310.3%)

令和３年９月調査（n=1,895人、M.T.=309.4%)

(%)

資料：内閣府「国民生活に関する世論調査」（令和4年）

このような中、2020（令和2）年12月、「労働者協同組合法」（令和2年法律第78号）
が成立し、2022（令和4）年10月1日に施行されたことで、「労働者協同組合」という
新しい法人制度がスタートした＊20。労働者協同組合とは、①組合員が出資すること、②そ
の事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されていること、③組合員が組合の行う
事業に従事すること、を基本原理とする組織であり、地域の人で意見を出し合い、助け合
いながら、地域社会の課題を解決していこうという新しい法人制度である。2023（令和
5）年4月1日現在で、計34法人が設立されており、今後、多様な働き方を実現しつつ、
地域の課題に取り組むための選択肢の一つとしての広がりが期待される。
具体的な取組事例として、労働者協同組合法の成立を機に、企業組合から労働者協同組
合へ法人格を移行した「労働者協同組合ワーカーズコープちば」、自治会を母体として労働
者協同組合を設立した「労働者協同組合かりまた共働組合」の活動について見ていきたい。

＊20	労働者協同組合法第1条（目的）では、「この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必
ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事
業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出すること
を促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域
社会の実現に資することを目的とする。」とされている。
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生活困窮者支援を通じた地域づくり
労働者協同組合ワーカーズコープちば（以

下「ワーカーズコープちば」という。）は、
中高年齢者の働く場をつくるために前身の組
織が設立され、その後、物流・清掃から高齢
者福祉分野へと事業を広げ、近年は生活困窮
者支援の取組みを強化し、地域で必要とされ
る仕事おこしを進めている。

地地域域でで働働くく、、仕仕事事ををおおここすす（（労労働働者者協協同同組組合合ワワーーカカーーズズココーーププちちばば））

生生活活困困窮窮者者支支援援をを通通じじたた地地域域づづくく

りり

労働者協同組合ワーカーズコープ

ちば（以下「ワーカーズコープちば」

という。）は、中高年齢者の働く場をつ

くるために前身の組織が設立され、そ

の後、物流・清掃から高齢者福祉分野

へと事業を広げ、近年は生活困窮者支

援の取組みを強化し、地域で必要とさ

れる仕事おこしを進めている。

「県庁への成立届出の様子」

生活困窮者支援の取組みについて

は、従来から （平成 ）年の千葉

市の生活保護受給者に対する意欲喚

起事業を受託していたが、 （平成

）年４月施行の生活困窮者自立支援

法に基づき、千葉市、習志野市などで

相談支援事業を開始した。生活保護に

至る前の支援を重視し、行政と連携し

て、ワンストップ相談支援や、潜在的

な困窮者へのアウトリーチ型支援を

行うなど、問題を解決するための伴走

支援を続けている。

「相談支援の様子」

地地域域でで必必要要ととさされれるる仕仕事事おおここしし  

こうした取組みと並行して、

（平成 ）年には、「フードバンクち

ば」を設立し、企業や家庭で余った食

品の寄贈を受け、食品が必要な人・団

体施設に届けるとともに、就労が困難

な者の働く場、活躍の場を広げている。

食品の寄贈に当たっては、市町村社

会福祉協議会や地元のサッカークラ

ブであるジェフユナイテッド市原・千

葉等の協力を得ながら、県内 箇所

の受取窓口を通じ、市民からの寄贈食

品を受け取っている。

Ⓒ

「寄贈食品の受取りの様子」

また、こども食堂を利用する母親た

ちの「制服代が大変」という声に応え、

項番１９

「県庁への成立届出の様子」

生活困窮者支援の取組みについては、従来
から2011（平成23）年の千葉市の生活保
護受給者に対する意欲喚起事業を受託してい
たが、2015（平成27）年4月施行の生活困
窮者自立支援法に基づき、千葉市、習志野市
などで相談支援事業を開始した。生活保護に
至る前の支援を重視し、行政と連携して、ワ
ンストップ相談支援や、潜在的な困窮者への
アウトリーチ型支援を行うなど、問題を解決
するための伴走支援を続けている。

地地域域でで働働くく、、仕仕事事ををおおここすす（（労労働働者者協協同同組組合合ワワーーカカーーズズココーーププちちばば））

生生活活困困窮窮者者支支援援をを通通じじたた地地域域づづくく

りり

労働者協同組合ワーカーズコープ

ちば（以下「ワーカーズコープちば」

という。）は、中高年齢者の働く場をつ

くるために前身の組織が設立され、そ

の後、物流・清掃から高齢者福祉分野

へと事業を広げ、近年は生活困窮者支

援の取組みを強化し、地域で必要とさ

れる仕事おこしを進めている。

「県庁への成立届出の様子」

生活困窮者支援の取組みについて

は、従来から （平成 ）年の千葉

市の生活保護受給者に対する意欲喚

起事業を受託していたが、 （平成

）年４月施行の生活困窮者自立支援

法に基づき、千葉市、習志野市などで

相談支援事業を開始した。生活保護に

至る前の支援を重視し、行政と連携し

て、ワンストップ相談支援や、潜在的

な困窮者へのアウトリーチ型支援を

行うなど、問題を解決するための伴走

支援を続けている。

「相談支援の様子」

地地域域でで必必要要ととさされれるる仕仕事事おおここしし  

こうした取組みと並行して、

（平成 ）年には、「フードバンクち

ば」を設立し、企業や家庭で余った食

品の寄贈を受け、食品が必要な人・団

体施設に届けるとともに、就労が困難

な者の働く場、活躍の場を広げている。

食品の寄贈に当たっては、市町村社

会福祉協議会や地元のサッカークラ

ブであるジェフユナイテッド市原・千

葉等の協力を得ながら、県内 箇所

の受取窓口を通じ、市民からの寄贈食

品を受け取っている。

Ⓒ

「寄贈食品の受取りの様子」

また、こども食堂を利用する母親た

ちの「制服代が大変」という声に応え、

項番１９

「相談支援の様子」

地域で必要とされる仕事おこし
こうした取組みと並行して、2012（平成

24）年には、「フードバンクちば」を設立し、

企業や家庭で余った食品の寄贈を受け、食品
が必要な人・団体施設に届けるとともに、就
労が困難な者の働く場、活躍の場を広げてい
る。

食品の寄贈に当たっては、市町村社会福祉
協議会や地元のサッカークラブであるジェフ
ユナイテッド市原・千葉等の協力を得なが
ら、県内100箇所の受取窓口を通じ、市民
からの寄贈食品を受け取っている。

地地域域でで働働くく、、仕仕事事ををおおここすす（（労労働働者者協協同同組組合合ワワーーカカーーズズココーーププちちばば））

生生活活困困窮窮者者支支援援をを通通じじたた地地域域づづくく

りり

労働者協同組合ワーカーズコープ

ちば（以下「ワーカーズコープちば」

という。）は、中高年齢者の働く場をつ

くるために前身の組織が設立され、そ

の後、物流・清掃から高齢者福祉分野

へと事業を広げ、近年は生活困窮者支

援の取組みを強化し、地域で必要とさ

れる仕事おこしを進めている。

「県庁への成立届出の様子」

生活困窮者支援の取組みについて

は、従来から （平成 ）年の千葉

市の生活保護受給者に対する意欲喚

起事業を受託していたが、 （平成

）年４月施行の生活困窮者自立支援

法に基づき、千葉市、習志野市などで

相談支援事業を開始した。生活保護に

至る前の支援を重視し、行政と連携し

て、ワンストップ相談支援や、潜在的

な困窮者へのアウトリーチ型支援を

行うなど、問題を解決するための伴走

支援を続けている。

「相談支援の様子」

地地域域でで必必要要ととさされれるる仕仕事事おおここしし  

こうした取組みと並行して、

（平成 ）年には、「フードバンクち

ば」を設立し、企業や家庭で余った食

品の寄贈を受け、食品が必要な人・団

体施設に届けるとともに、就労が困難

な者の働く場、活躍の場を広げている。

食品の寄贈に当たっては、市町村社

会福祉協議会や地元のサッカークラ

ブであるジェフユナイテッド市原・千

葉等の協力を得ながら、県内 箇所

の受取窓口を通じ、市民からの寄贈食

品を受け取っている。

Ⓒ

「寄贈食品の受取りの様子」

また、こども食堂を利用する母親た

ちの「制服代が大変」という声に応え、

項番１９

ⒸJEFUNITED
「寄贈食品の受取りの様子」

また、こども食堂を利用する母親たちの
「制服代が大変」という声に応え、使わなく
なった公立中学校の制服リサイクル「ふなば
し制服バンク」を始めた。市役所の生活困窮
者支援窓口やDV支援とも連携して制服の無
償提供も行っている。

使わなくなった公立中学校の制服リ

サイクル「ふなばし制服バンク」を始

めた。市役所の生活困窮者支援窓口や

ＤＶ支援とも連携して制服の無償提

供も行っている。

「ふなばし制服バンクの様子」

このほか、相談者の多くが住まいの

問題を抱えていたため、一時的に生活

できるシェルターなども自前で開設

した。

労労働働者者協協同同組組合合にによよるる仕仕事事おおここしし

ワーカーズコープちばにおいては、

働く人々が自ら出資し組合員になり、

それぞれが経営に責任を持ちながら、

日々働いている。

月１回開催される職場会議では、そ

れぞれの職場での問題や経営問題に

ついて組合員全員で話し合う。

これまで紹介した取組みは相談事

業の中で見えてきた地域の課題を放

置せず、組合員全員による話し合いを

通じ、必要と思われる社会資源を自ら

作ることで実践されてきたものであ

る。

ワーカーズコープちばは、 （令

和４）年 月の労働者協同組合法の

施行を踏まえ、同年 月に企業組合

から労働者協同組合に組織変更をし

た。

ワーカーズコープちばは、組織変更

後も、地域に必要なこと、困っている

ことを仕事にしつつ、誰もが出番と居

場所のある「地域共生社会」づくりを

目指している。

「ふなばし制服バンクの様子」

このほか、相談者の多くが住まいの問題を
抱えていたため、一時的に生活できるシェル
ターなども自前で開設した。

地域で働く、仕事をおこす
（労働者協同組合ワーカーズコープちば）コラム
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労働者協同組合による仕事おこし
ワーカーズコープちばにおいては、働く

人々が自ら出資し組合員になり、それぞれが
経営に責任を持ちながら、日々働いている。

月1回開催される職場会議では、それぞれ
の職場での問題や経営問題について組合員全
員で話し合う。

これまで紹介した取組みは相談事業の中で
見えてきた地域の課題を放置せず、組合員全
員による話し合いを通じ、必要と思われる社

会資源を自ら作ることで実践されてきたもの
である。

ワーカーズコープちばは、2022（令和4）
年10月の労働者協同組合法の施行を踏まえ、
同年12月に企業組合から労働者協同組合に
組織変更をした。

ワーカーズコープちばは、組織変更後も、
地域に必要なこと、困っていることを仕事に
しつつ、誰もが出番と居場所のある「地域共
生社会」づくりを目指している。

自治会による地域づくり
沖縄県宮古島市狩俣（かりまた）地区は、

同市の北端に位置する三方を豊かな海に囲ま
れた場所にあり、自治会創設120周年の歴
史と伝統を誇る200世帯、460人が暮らす、
少子高齢化が進む過疎集落である。

2020（令和2）年4月、自治会の執行部が
40代に若返ったことを契機に、持続可能な地
域づくりを目指して様々な活動を開始した。

その中で、まず取り組んだのが、入園者が
少なく休園していた幼稚園の再開である。地
区内外の幼稚園や保育園に通う園児の保護者
らと話し合いを重ね、2021（令和3）年度
に再開することとなった。その後、狩俣自治
会では、園児の保護者からの「毎日のお弁当
作りは大変なので、誰か作ってほしい」とい
う声を受け、自治会の有志で配食サービスを
開始した。

自自治治会会発発のの持持続続可可能能なな地地域域づづくくりり（（労労働働者者協協同同組組合合かかりりままたた共共働働組組合合））

自自治治会会にによよるる地地域域づづくくりり

沖縄県宮古島市狩俣（かりまた）地

区は、同市の北端に位置する三方を豊

かな海に囲まれた場所にあり、自治会

創設 周年の歴史と伝統を誇る

世帯、 人が暮らす、少子高齢化が

進む過疎集落である。

（令和２）年４月、自治会の執

行部が 代に若返ったことを契機に、

持続可能な地域づくりを目指して

様々な活動を開始した。

その中で、まず取り組んだのが、入

園者が少なく休園していた幼稚園の

再開である。地区内外の幼稚園や保育

園に通う園児の保護者らと話し合い

を重ね、 （令和３）年度に再開す

ることとなった。その後、狩俣自治会

では、園児の保護者からの「毎日のお

弁当作りは大変なので、誰か作ってほ

しい」という声を受け、自治会の有志

で配食サービスを開始した。

「園児のお弁当」

また、狩俣地区では、伝統の「追い

込み漁」が盛んであるが、新鮮でおい

しい魚がとれても、市場に流通させる

ことができず廃棄することとなって

しまうという課題があった。そこで、

狩俣自治会では、漁港で売れ残った地

元産の魚を買い取り、惣菜として販売

するなど、地産地消と漁業の第６次産

業化を進めている。

「狩俣地区で獲れた新鮮な魚」

「魚の惣菜」

このほか、生産調整のために廃棄処

分されていた新鮮な養殖もずくを買

い取り、地元で直売会を開催して販売

するなど、生産者と消費者をつなぐ活

動を展開している。

項番２０

「園児のお弁当」

また、狩俣地区では、伝統の「追い込み
漁」が盛んであるが、新鮮でおいしい魚がと
れても、市場に流通させることができず廃棄
することとなってしまうという課題があっ
た。そこで、狩俣自治会では、漁港で売れ
残った地元産の魚を買い取り、惣菜として販
売するなど、地産地消と漁業の第6次産業化
を進めている。

自自治治会会発発のの持持続続可可能能なな地地域域づづくくりり（（労労働働者者協協同同組組合合かかりりままたた共共働働組組合合））

自自治治会会にによよるる地地域域づづくくりり

沖縄県宮古島市狩俣（かりまた）地

区は、同市の北端に位置する三方を豊

かな海に囲まれた場所にあり、自治会

創設 周年の歴史と伝統を誇る

世帯、 人が暮らす、少子高齢化が

進む過疎集落である。

（令和２）年４月、自治会の執

行部が 代に若返ったことを契機に、

持続可能な地域づくりを目指して

様々な活動を開始した。

その中で、まず取り組んだのが、入

園者が少なく休園していた幼稚園の

再開である。地区内外の幼稚園や保育

園に通う園児の保護者らと話し合い

を重ね、 （令和３）年度に再開す

ることとなった。その後、狩俣自治会

では、園児の保護者からの「毎日のお

弁当作りは大変なので、誰か作ってほ

しい」という声を受け、自治会の有志

で配食サービスを開始した。

「園児のお弁当」

また、狩俣地区では、伝統の「追い

込み漁」が盛んであるが、新鮮でおい

しい魚がとれても、市場に流通させる

ことができず廃棄することとなって

しまうという課題があった。そこで、

狩俣自治会では、漁港で売れ残った地

元産の魚を買い取り、惣菜として販売

するなど、地産地消と漁業の第６次産

業化を進めている。

「狩俣地区で獲れた新鮮な魚」

「魚の惣菜」

このほか、生産調整のために廃棄処

分されていた新鮮な養殖もずくを買

い取り、地元で直売会を開催して販売

するなど、生産者と消費者をつなぐ活

動を展開している。

項番２０

「狩俣地区で獲れた新鮮な魚」

自自治治会会発発のの持持続続可可能能なな地地域域づづくくりり（（労労働働者者協協同同組組合合かかりりままたた共共働働組組合合））

自自治治会会にによよるる地地域域づづくくりり

沖縄県宮古島市狩俣（かりまた）地

区は、同市の北端に位置する三方を豊

かな海に囲まれた場所にあり、自治会

創設 周年の歴史と伝統を誇る

世帯、 人が暮らす、少子高齢化が

進む過疎集落である。

（令和２）年４月、自治会の執

行部が 代に若返ったことを契機に、

持続可能な地域づくりを目指して

様々な活動を開始した。

その中で、まず取り組んだのが、入

園者が少なく休園していた幼稚園の

再開である。地区内外の幼稚園や保育

園に通う園児の保護者らと話し合い

を重ね、 （令和３）年度に再開す

ることとなった。その後、狩俣自治会

では、園児の保護者からの「毎日のお

弁当作りは大変なので、誰か作ってほ

しい」という声を受け、自治会の有志

で配食サービスを開始した。

「園児のお弁当」

また、狩俣地区では、伝統の「追い

込み漁」が盛んであるが、新鮮でおい

しい魚がとれても、市場に流通させる

ことができず廃棄することとなって

しまうという課題があった。そこで、

狩俣自治会では、漁港で売れ残った地

元産の魚を買い取り、惣菜として販売

するなど、地産地消と漁業の第６次産

業化を進めている。

「狩俣地区で獲れた新鮮な魚」

「魚の惣菜」

このほか、生産調整のために廃棄処

分されていた新鮮な養殖もずくを買

い取り、地元で直売会を開催して販売

するなど、生産者と消費者をつなぐ活

動を展開している。

項番２０

「魚の惣菜」

自治会発の持続可能な地域づくり
（労働者協同組合かりまた共働組合）コラム
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（2）NPO法人やボランティア団体、企業など
（NPO法人やボランティア団体、シルバー人材センター、企業など多様な主体による地域
における活動が実践されている）
地域の様々な動きに目を向けると、NPO法人、ボランティア団体、シルバー人材センター、
企業などの多様な主体による、人と人とのつながりや参加の機会を生み育む多様な活動が実
践されている。内閣府「特定非営利活動法人に関する実態調査（令和2年度）」によると、
NPO法人の活動としては、「保健、医療または福祉の増進を図る活動」や「子どもの健全育
成を図る活動」といったものの割合が高く、その他にも、「社会教育の推進を図る活動」や
「まちづくりの推進を図る活動」なども挙げられる＊21。ここでは、地域における活動に対する
人々の意識や具体的事例を通して、こうした活動の拡がりの可能性について見てみたい。
＊21	同調査によると、認証法人（n＝3,156）の中で多い活動は、「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」（54.5％）、「子どもの健全育

成を図る活動」（41.1％）、「まちづくりの推進を図る活動」（39.2％）。認定・特例認定法人（n＝782）の中で多い活動は、「保健、医療
又は福祉の増進を図る活動」（54.9％）、「子どもの健全育成を図る活動」（50.8％）、「社会教育の推進を図る活動」（39.8％）である。

このほか、生産調整のために廃棄処分され
ていた新鮮な養殖もずくを買い取り、地元で
直売会を開催して販売するなど、生産者と消
費者をつなぐ活動を展開している。

「養殖もずくの直売会」

地地域域づづくくりりをを仕仕事事ににすするる新新ししいい働働

きき方方  

こうした活動を続ける中、自治会と

して様々な事業を行っているにもか

かわらず、法人格がないために個人名

義で事業を行わざるを得なかった。そ

のような時、 （令和４）年 月に

労働者協同組合法が施行され、新たに

設立が可能となる労働者協同組合の

存在を知り、「若い世代が戻りたいと

思える地域づくりのために、労働者協

同組合を最大限活用したい」と考え、

狩俣自治会を母体として、 年

月に「労働者協同組合かりまた共働組

合」を設立した。

労働者協同組合を設立する決め手

となったのは、働く人が対等な立場で

発言でき、自分に合った就業時間を決

められ、自らの特技を生かしてそれぞ

れが無理をせず、より良い地域づくり

を進めることを仕事にできる新しい

働き方に魅力を感じたことである。

「労働者協同組合かりまた共働組合

のメンバー」

現在、労働者協同組合かりまた共働

組合は、これまで実施してきた弁当作

りを通じた配食や海・農産物の販路拡

大事業などを軸として、経営基盤の確

立とルールづくりを進めている。

今後は、自治会とも連携しながら、

地域の空き家や空き地を活用した移

住促進や地域をつなぐ地産地消と６

次産業化を推進していくとともに、地

域の将来や課題について皆で話し合

いを重ねることを通じ、地域の課題解

決に取り組んでいくこととしている。

「養殖もずくの直売会」

地域づくりを仕事にする新しい働き方
こうした活動を続ける中、自治会として

様々な事業を行っているにもかかわらず、法
人格がないために個人名義で事業を行わざる
を得なかった。そのような時、2022（令和
4）年10月に労働者協同組合法が施行され、
新たに設立が可能となる労働者協同組合の存
在を知り、「若い世代が戻りたいと思える地
域づくりのために、労働者協同組合を最大限
活用したい」と考え、狩俣自治会を母体とし
て、2022年12月に「労働者協同組合かり
また共働組合」を設立した。

労働者協同組合を設立する決め手となった

のは、働く人が対等な立場で発言でき、自分
に合った就業時間を決められ、自らの特技を
生かしてそれぞれが無理をせず、より良い地
域づくりを進めることを仕事にできる新しい
働き方に魅力を感じたことである。

「養殖もずくの直売会」

地地域域づづくくりりをを仕仕事事ににすするる新新ししいい働働

きき方方  

こうした活動を続ける中、自治会と

して様々な事業を行っているにもか

かわらず、法人格がないために個人名

義で事業を行わざるを得なかった。そ

のような時、 （令和４）年 月に

労働者協同組合法が施行され、新たに

設立が可能となる労働者協同組合の

存在を知り、「若い世代が戻りたいと

思える地域づくりのために、労働者協

同組合を最大限活用したい」と考え、

狩俣自治会を母体として、 年

月に「労働者協同組合かりまた共働組

合」を設立した。

労働者協同組合を設立する決め手

となったのは、働く人が対等な立場で

発言でき、自分に合った就業時間を決

められ、自らの特技を生かしてそれぞ

れが無理をせず、より良い地域づくり

を進めることを仕事にできる新しい

働き方に魅力を感じたことである。

「労働者協同組合かりまた共働組合

のメンバー」

現在、労働者協同組合かりまた共働

組合は、これまで実施してきた弁当作

りを通じた配食や海・農産物の販路拡

大事業などを軸として、経営基盤の確

立とルールづくりを進めている。

今後は、自治会とも連携しながら、

地域の空き家や空き地を活用した移

住促進や地域をつなぐ地産地消と６

次産業化を推進していくとともに、地

域の将来や課題について皆で話し合

いを重ねることを通じ、地域の課題解

決に取り組んでいくこととしている。

「労働者協同組合かりまた共働組合のメンバー」

現在、労働者協同組合かりまた共働組合
は、これまで実施してきた弁当作りを通じた
配食や海・農産物の販路拡大事業などを軸と
して、経営基盤の確立とルールづくりを進め
ている。

今後は、自治会とも連携しながら、地域の
空き家や空き地を活用した移住促進や地域を
つなぐ地産地消と6次産業化を推進していく
とともに、地域の将来や課題について皆で話
し合いを重ねることを通じ、地域の課題解決
に取り組んでいくこととしている。
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（社会参加活動によるメリットは年齢ごとに特徴があり、また、社会参加活動に参加して
いる人ほど孤独感が低い）
厚生労働省「令和4年少子高齢社会等調査検討事業」によると、社会参加活動＊22をし

て良かったと思うことは、「特にない」を除くと、40歳代以上においては「地域社会に貢
献できた」の割合が高い。20歳代は「社会への見方が広まった」が最も高く、他の年代
と比較しても割合が高い。30歳代は、「新しい友人を得ることができた」が最も高い（図
表3-3-3）。また、社会参加活動への参加状況と孤独感の関係をみると、孤独感が「しば
しばある・常にある」又は「時々ある」人の割合は、社会参加活動を「行っている」人は
13.2％であったのに対し、「行っていない」人は22.3％であった（図表3-3-4）。

	 図表3-3-3	 社会参加活動をしていて良かったこと3-2-18 社会参加活動をしていて良かったこと-Nik.xlsx G000066_棒・折線

生活に充実感
ができた

自分の技術、
経験を活かす
ことができた

新しい友人を
得ることがで
きた

社会への見方
が広まった

お互いに助け
合うことがで
きた

地域社会に貢
献できた

孤独感が軽
減・解消され
た

その他 特にない

43.2
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資料：厚生労働省「令和4年度少子高齢社会等調査検討事業」

	 図表3-3-4	 社会参加活動の参加状況と孤独感の関係
3-2-19 孤独感×社会参加活動状況-Nik.xlsx G000031_帯

  全  体

社会参加活動を行っ
ている

社会参加活動を行っ
ていない

社会参加活動の参加状況と孤独感

14.3

17.0

13.1

40.1

46.4

37.1

26.2

23.3

27.6

11.1

8.3

12.5

8.2

4.9

9.8
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資料：厚生労働省「令和4年度少子高齢社会等調査検討事業」

一方で、NPO活動やボランティア活動などの社会参加活動に参加したいという希望は持ち
つつも、実際には参加していない者も一定数いる＊23。その理由を見ると、「どのような活動が行
われているか知らないから」が最も多く、それ以外では「時間的な余裕がないから」、「気軽に
参加できる活動が少ないから」といった回答の割合も高い（図表3-3-5）。地域における社会
参加活動を進めるために有効だと思う施策としては、「簡単に社会参加活動に参加できる仕組
み」や、「実施されている社会参加活動の周知・広報」などの割合が高い（図表3-3-6）。
＊22	社会参加活動の定義は第1章脚注9参照。
＊23	社会参加活動に「参加したい」者の中で、実際には「社会参加活動を行っていない」割合は25.1％、「どちらかといえば参加した

い」者の中で、実際には「社会参加活動を行っていない」者の割合は51.4％である。
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人々のライフスタイルなどにも応じた多様な関わり方のできる社会参加活動や、活動の周知・
広報などにより、こうした活動がより一層、拡がりを持つものへつながることも考えられる。

	 図表3-3-5	 社会参加活動をしない主な理由3-2-20 参加意向×参加しない理由-Nik.xlsx G000001_折線(複)

　　　％

どのような
活動が行わ
れているか
知らないか
ら

時間的な余
裕がないか
ら

家庭の事情
（仕事、家
事、介護、
通院等）が
あるから

興味・関心
がないから

経費や手間
がかかりす
ぎるから

気軽に参加
できる活動
が少ないか
ら

同好の友
人・仲間が
いないから

近所に活動
場所がない
から

人と付き合
うのがおっ
くうだから

過去に参加
したが期待
外れだった
から

その他 特に理由は
ない

社会参加活動に参加しない主な理由（複数回答）

45.5

34.7
34.1

0

10

20

30

40

50

参加したい・どちらかといえば参加したい どちらかといえば参加したくない・参加したくない

資料：厚生労働省「令和4年度少子高齢社会等調査検討事業」

	 図表3-3-6	 地域における社会参加活動を進めるために有効だと思う施策【3-2-21 表929行目、G000067_棒・折線】2_年齢別_カラーグラフ_0228.xlsxG000067_棒・折線
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の家庭におけ
る負担が減る
ような支援

参加すること
で対価やポイ
ントが得られ
るようなイン
センティブの
付与

社会参加活動
全般に関する
幅広い相談窓
口の設置

その他 特にない

26.1
31.8

20.4

36.6

15.7 17.9 19.0
12.0

0.5

29.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

資料：厚生労働省「令和4年度少子高齢社会等調査検討事業」

地域における活動は、特定の課題の解決を念頭に始まるものだけでなく、参加する人た
ちの興味や関心から始まり、それが広がったり横につながったりしながら関係性が豊かな
コミュニティ作りにつながっているものもある。
ここでは、障害者施設と連携して被災地における地域の課題解決に取り組んでいる事例
を見てみたい。

熊本地震の復興支援を目的に設立された一般
社団法人BRIDGE KUMAMOTO。クリエイ
ティブの力で、災害支援や障害福祉支援など
の社会課題に取り組む法人だ。障害者の就労

等を支援する就労継続支援B型事業所トイロ
ハンドワークスと協働で、モノづくりをして
いる。その取組みについて紹介する。

福祉事業所の強みを活かしたモノづくり
（BRIDGE	KUMAMOTO×トイロハンドワークス）コラム
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「熊本城瓦御守」を産んだモノづくり
熊本城の売店限定で販売されている「熊本

城瓦御守」。このお土産品を企画したのが
BRIDGE KUMAMOTOである。

代表の佐藤さんは、熊本地震で被災した家
屋を覆った見渡す限りのブルーシートに着目
した。廃棄予定のブルーシートを使って何か
支援ができないか、と考えて企画したのが

「熊本城瓦御守」だ。地震で崩落した熊本城
の瓦の破片を、ブルーシートで包み、二度と
落ちることはない「後来不落」の瓦と記した

「熊本城瓦御守」は、受験生への贈り物とし
ても喜ばれている。
「熊本城瓦御守」を実際に製作しているの

が、就労継続支援B型事業所のトイロハンド
ワークスである。ブルーシートは、縫製前に
洗浄して縫製するが、縫製での汚れのリスク
から、既存の製造ラインで引き受けてくれる
一般企業がなかなか見つからなかった。

そもそも一般企業からは、大量で効率よ
く、画一的な商品の製造を求められる。しか
し、BRIDGE KUMAMOTOが考えていたお
守りのコンセプトは、「一つ一つ形も色も
違っていい、オリジナリティなもの」であっ
た。また、一度に大量生産して在庫を抱える
と経費がかさむため、必要な分を管理しなが
ら納品されることを希望していた。

こうした条件をクリアしたのが福祉事業所
のモノづくりであった。「同じ形でなくてい
い。1個1個違っていい。早くたくさんつく
らなくていい。」これが、お互いがマッチし
たモノづくりだった。

製品を作る過程には、単調ではない様々な
工程があるため、作業のやりがいがあり、障
害者支援の観点からも魅力的な商品であっ
た。まさに両者にとって好都合であった。

モノづくりに大切なもの
トイロハンドワークスの代表の山本さん

は、縫製士の肩書も持っており、従来からデ
ザインやブランディングの大切さは理解して
いた。しかし、事業所では人員も限られ、新
たなアイデアやデザイン、付加価値、マーケ
ティングを考える余裕がなかった。

そのような中、熊本地震のボランティアの
縁をきっかけに、BRIDGE KUMAMOTOか
ら企画を提案され、協働してモノづくりに取
り組むこととなった。こうした外部のデザイ
ナーとつながり、アイデア、付加価値のヒン
トをもらったり、コーディネートしてもらっ
たりすることは、福祉事業所としても大変助
かるという。

製作したものが、多くのマスコミに取り上
げられ、事業所の利用者さんからは「ここは
私が縫った」「ここの線は私が描いた」とい
う喜びの声があった。世間に注目されるもの
を製作することで、利用者さんのモチベー
ションや喜びに繋がるのではないかと語る。

BRIDGE KUMAMOTOは、熊本県だけで
なく他県の福祉事業所との協働にも取り組
み、唯一無二の価値ある商品を産んでいる。
福祉事業所は、福祉事務所だからできるモノ
づくりがある。今後も、多様なネットワーク
を活用した、価値のあるモノづくりの挑戦が
期待される。
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（3）社会福祉法人
（社会福祉法人は福祉分野での専門性を生かし、地域における福祉サービスの拠点として
の役割が期待される）
社会福祉法人は、福祉分野での専門性を活かしつつ、住民に身近な圏域で様々な地域づ
くりの活動に参画する非営利セクターの中核として、複雑化・複合化するニーズに対応す
ることなどが期待される。
2016（平成28）年社会福祉法改正においては、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏
まえ、社会福祉法人の本来の役割を明確化するため、「地域における公益的な取組」の実
施に関する責務規定が創設された。また、2022（令和4）年には、社会福祉事業に取り
組む2つ以上の社会福祉法人やNPO法人などが社員として参画し、相互の業務連携を推
進する社会福祉連携推進法人制度が創設された（2023（令和5）年5月現在、15法人）。
社会福祉連携推進法人の設立により、社員である複数の法人が、共同して地域住民の生活
課題を把握するためのニーズ調査を実施したり、ニーズ調査の結果を踏まえた新たな取組
みの企画立案を実践したりすることが可能となった。
こうした取組みにより、ひきこもり状態の方に対する対応や8050問題など、地域の複
雑化・複合化する課題に関係機関が連携して取り組み、福祉を契機とした地域づくりの充
実につながることが期待されている（図表3-3-7）。

	 図表3-3-7	 社会福祉連携推進法人の行う地域福祉支援業務

○ 社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務として行う「地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための
支援」は、
・ 地域住民の生活課題を把握するためのニーズ調査の実施
・ ニーズ調査の結果を踏まえた新たな取組の企画立案、支援ノウハウの提供
・ 取組の実施状況の把握・分析
・ 地域住民に対する取組の周知・広報
・ 社員が地域の他の機関と協働を図るための調整
等の業務が該当する。

※ 社会福祉法人の「地域における公益的な取組」の
実施に係る責務については、社会福祉連携推進法人を介して
こうした取組を行うことにより、その責務を果たしたことになる。

地域課題・その対応方針の共有

地域住民が抱える課題
（ひきこもり、8050問題、

買い物難民等）
（自治体等）

ニーズ調査の実施

新たな取組の企画立案

取
組
に
関
す
る
助
言

社会福祉法人Ａ
特別養護老人ホー
ム、デイサービス

送迎車両、運転手の提供

社会福祉法人Ｂ
障害者就労支援

事業

付添職員の派遣

NPO
法人Ｅ

付添職員
の派遣

 例えば月に１回、過疎地の高齢者
と園児との交流を行うととも
に、都市部のショッピングモール
に、買い物支援を行う取組を企
画

社会福祉法人Ｃ
保育所

交流会の場所の提供

NPO
法人Ｄ

物品の
提供

（社員）

社会福祉連携推進法人の社員による新たな取組の実践により、地域福祉の充実に繋がる

新たな取組の実践

地域における公益的な取組

地域福祉支援業務のイメージ

※ 地域の福祉ニーズを踏まえつつ、社会福祉連携推進法人が社員である社会福祉法人等を支援する一環で、制度として確立され、定型化・定着している社会福祉事業を除き、
社会福祉関係の福祉サービスを行う場合については、以下の要件をいずれも満たせば、地域福祉支援業務に該当することとする。
ア 社会福祉連携推進法人と社員の両方が当該福祉サービスを提供していること
イ 社会福祉連携推進法人から社員へのノウハウの移転等を主たる目的とするなど、社会福祉連携推進法人が福祉サービスを実施することが社員への支援にあたること

※ 上記に該当する場合であっても、社員である法人の経営に影響を及ぼすことのないよう、社会福祉連携推進法人が多額の設備投資等を必要とする有料老人ホームや
サービス付き高齢者住宅等の入居系施設を運営することは、地域福祉支援業務には該当しないものとする。

社会福祉連携推進法人

 取組に参加する社員

 取組の実施場所

 取組を行うスタッフ

 取組の運営資金

 各社員の役割

等を調整

資料：厚生労働省社会・援護局作成

社会福祉法人と企業が連携して持続可能な商工農福連携を目指している事例について紹
介する。
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近年、障害者や生活困窮者の方々が農業に
従事する「農福連携」の取組みが各地で進め
られている。

ここでは、広島県竹原市内で企業と社会福
祉法人が連携して実施している取組みを紹介
する。

「商工×農×福」の連携事業
紹介するのは、耕作放棄地となっていたぶ

どう園を活用し、生活困窮者の方々等の就労
訓練の事業を実施する取組みである。スイー
ツパンの製造・販売会社である八天堂のグ
ループ会社「株式会社八天堂ファーム」と、
竹原市内で永らく福祉事業を展開してきた

「社会福祉法人宗越福祉会」が連携して行っ
ている。

農地の管理やぶどうの加工・販売は八天堂
ファームが担当し、八天堂ファームからの委
託を受けた宗越福祉会がぶどう栽培を担当す
る。宗越福祉会では、生活困窮者の方々等の
就労訓練の一環として農作業を取り入れてい
る。

また、農業技術指導は、国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構の出身者に
依頼している。

このように、商品開発や販売、生活困窮者
の方々等の支援、農業技術と、それぞれが持
つノウハウ・強みを組み合わせた取組みと
なっている。

一般的に「農福連携」は収益性の確保が課
題とされる。しかし、本取組みの特徴と言え
るのが、企業との連携により収益性の確保を
図る「商工農福連携」モデルとして実施され
ている点である。

八天堂の持つ販路や技術を活かして、ぶど
うそのものの販売のほか、ジャムクリームに
加工して付加価値をつけることで、収益を確
保する。収益の一部で、宗越福祉会の支援ス
タッフや、生活困窮者の方々等の賃金を賄う。

こうして、法人本体からの事業費用補填や
公的な補助金を前提とするのではなく、事業
単体としての収益で必要経費が賄えるビジネ
スモデルが成り立つようにして、持続可能な
取組みを目指している。

なお、特定の補助金等に基づいた事業では
ないため、対象者を「障害者」や「生活困窮
者」などに限定せず、多様な状態の方が働く
場として運営することが可能となっている。

地地域域共共生生社社会会のの実実現現にに向向けけたた「「商商工工農農福福連連携携」」のの取取組組みみ

（（株株式式会会社社八八天天堂堂フファァーームム・・社社会会福福祉祉法法人人宗宗越越福福祉祉会会））
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て、ぶどうそのものの販売のほか、ジ

ャムクリームに加工して付加価値を

つけることで、収益を確保する。収益

の一部で、宗越福祉会の支援スタッフ

や、生活困窮者の方々等の賃金を賄う。

こうして、法人本体からの事業費用

補填や公的な補助金を前提とするの

ではなく、事業単体としての収益で必

要経費が賄えるビジネスモデルが成

り立つようにして、持続可能な取組み

を目指している。

なお、特定の補助金等に基づいた事

業ではないため、対象者を「障害者」

や「生活困窮者」などに限定せず、多

様な状態の方が働く場として運営す

ることが可能となっている。

始始ままりりはは「「思思いい」」とと「「課課題題」」のの出出会会

いいかからら

取組みが始まったきっかけは、八天

堂と宗越福祉会の職員が、互いがそれ

ぞれ抱いていた課題や思いを話す中

で、意気投合したことだった。

もともと八天堂では、「食を通じて

人を幸せにする」という理念から、地

域貢献できる活動を行いたいという

商工農福連携モデル事業イメージ図

項番１５

商工農福連携モデル事業イメージ図

始まりは「思い」と「課題」の出会いから
取組みが始まったきっかけは、八天堂と宗越

福祉会の職員が、互いがそれぞれ抱いていた課
題や思いを話す中で、意気投合したことだった。

もともと八天堂では、「食を通じて人を幸
せにする」という理念から、地域貢献できる
活動を行いたいという思いがあった。

また、宗越福祉会では、主に高齢者の介護
事業を展開してきたが、生活困窮者、ひとり
親家庭、ひきこもりなど様々な課題を抱える
方を目の前にし、そうした方々が社会参加で
きるための支援の必要性を感じていた。

一方、地域に目を向けると、竹原市では、
後継者不足などで、オーナー不在の農地が増
加、一次産業の継続、土地の活用や保全等の
課題を抱えていた。

このような「思い」や「課題」を掛け合わ
せることが、本取組みの発想につながった。

地域の中で新しい活動が生まれるために
は、様々な立場、視点を持った方が出会い学
び合うプラットフォームが必要と言われる。
本取組みも、企業と社会福祉法人の職員と
いった、異なる立場にある者が、「わがまち
のために何かできないか」と、対話し共感し
たことで生まれたものである。

獣害との闘いと対象者の変化
作業にあたる生活困窮者の方々等は、もと

もと精神的な障害を抱え、人との会話が得意
ではなく、社会とのつながりもほとんどない
状態だった。しかし、農作業を通じ、自分が

地域共生社会の実現に向けた「商工農福連携」の取組み
（株式会社八天堂ファーム・社会福祉法人宗越福祉会）コラム
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（4）医療機関
（医療従事者が要介護者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援
に結びつけることで、可能な限り居宅で日常生活を営むことへつながる）
要介護者への対応については、医師などをはじめ介護・医療に関わる方が、身体面だけ
ではなく社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援に結びつけること
により、可能な限り居宅で日常生活を営むことができるよう支援する取組みが広がりを見
せている＊24。
2021（令和3）年度介護報酬改定では、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士又は歯
科衛生士などが通院困難な利用者の居宅を訪問し、その方の抱える社会生活面の課題にも
目を向け、心身の状況や置かれている環境などを把握し、それらを踏まえて療養上の管理
や指導を行うとともに、自治体の介護支援専門員などと連携し、地域社会における様々な
支援につなげることとした（図表3-3-8）。この「社会的処方」の取組みは始まったばか
りであるが、身近な医療機関による地域課題解決の取組みとして今後注目される。

＊24	英国などでは、これを「社会的処方（social	prescribing）」と称して住民のよりよく生きる力とケアの持続可能性を高めうる仕組
みとして推進するようになってきた。（出典：高齢者の社会的リスクに関する基礎的調査研究事業（2019（令和元）年度老人保健事業
推進費等補助金））

育てたぶどうが大きくなっていく過程で、自
らのやりがいを感じるとともに、賃金を得る
ことで、自信を取り戻していった。

本格的に取組みを開始した2021（令和3）
年度には、イノシシに約4000房のぶどうを
食べられるなど、予定の半分程度の収穫量に
留まってしまった。一方で、この獣害問題は、
被害を防ぐにはどうしたらいいか皆で話し
合ったり、休日もぶどう園の様子を見に行っ
たりするなどの、仕事への意欲的な行動の
きっかけともなった。人とのコミュニケーショ
ンもとれるようになり、今では、地域の集ま
りやカラオケに出掛けるようになっている。

2022（令和4）年度は、作付を増やすとと
もに、獣害対策を講じることにより、前年度
の3倍以上の収穫量を確保することができた。

思いがあった。

また、宗越福祉会では、主に高齢者

の介護事業を展開してきたが、生活困

窮者、ひとり親家庭、ひきこもりなど

様々な課題を抱える方を目の前にし、

そうした方々が社会参加できるため

の支援の必要性を感じていた。

一方、地域に目を向けると、竹原市

では、後継者不足などで、オーナー不

在の農地が増加、一次産業の継続、土

地の活用や保全等の課題を抱えてい

た。

このような「思い」や「課題」を掛

け合わせることが、本取組みの発想に

つながった。

地域の中で新しい活動が生まれる

ためには、様々な立場、視点を持った

方が出会い学び合うプラットフォー

ムが必要と言われる。本取組みも、企

業と社会福祉法人の職員といった、異

なる立場にある者が、「わがまちのた

めに何かできないか」と、対話し共感

したことで生まれたものである。

獣獣害害ととのの闘闘いいとと対対象象者者のの変変化化

作業にあたる生活困窮者の方々等

は、もともと精神的な障害を抱え、人

との会話が得意ではなく、社会とのつ

ながりもほとんどない状態だった。し

かし、農作業を通じ、自分が育てたぶ

どうが大きくなっていく過程で、自ら

のやりがいを感じるとともに、賃金を

得ることで、自信を取り戻していった。

本格的に取組みを開始した （令

和３）年度には、イノシシに約 房

のぶどうを食べられるなど、予定の半

分程度の収穫量に留まってしまった。

一方で、この獣害問題は、被害を防ぐ

にはどうしたらいいか皆で話し合っ

たり、休日もぶどう園の様子を見に行

ったりするなどの、仕事への意欲的な

行動のきっかけともなった。人とのコ

ミュニケーションもとれるようにな

り、今では、地域の集まりやカラオケ

に出掛けるようになっている。

（令和４）年度は、作付を増や

すとともに、獣害対策を講じることに

より、前年度の３倍以上の収穫量を確

保することができた。

ささららななるる事事業業展展開開にに向向けけてて

八天堂ファーム、宗越福祉会の担当

者は、取組みの効果を踏まえ、他の社

会福祉法人等とも連携した商工農福

連携モデルの拡大についても構想し

ている。

生活困窮など様々な背景を持つ

方々が育てたフルーツ等が商品とな

り、全国の店頭に並び、多くの人々に

楽しんでもらう。担当者は、地域共生

の輪が広がっていくことに、確かな手

ごたえを感じている。

イノシシにより、

約 房の被害

を受けた。

イノシシにより、
約4,000房の被害
を受けた。

さらなる事業展開に向けて
八天堂ファーム、宗越福祉会の担当者は、

取組みの効果を踏まえ、他の社会福祉法人等
とも連携した商工農福連携モデルの拡大につ
いても構想している。

生活困窮など様々な背景を持つ方々が育て
たフルーツ等が商品となり、全国の店頭に並
び、多くの人々に楽しんでもらう。担当者
は、地域共生の輪が広がっていくことに、確
かな手ごたえを感じている。
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	 図表3-3-8	 社会的処方の事例

※往診：本人の要望により、必要に応じて医師が自宅に診察に出向く
こと。なお、「訪問診療」も医師が自宅に診察に出向くこと
を指すが、定期的に訪問する点に違いがある

かかりつけ医／かかりつけ診療所に期待される役割と求められる機能：国立市での取組みから（抜粋）

（出典）高齢者の社会的リスクに関する基礎的調査研究事業
（令和元年度老人保健事業推進費等補助金）

事例１　認知症となり、薬の管理ができなくなる事例

めざす姿の達成に必要な要素

（　概　要　）70歳代、男性、脳梗塞、高血圧、一人暮らし
（　経　過　）
　退職後は外出の機会が減り、たばこを吸っている（20本/日）ことが多
かったが、脳梗塞の再発予防のための定期的な通院と内服はできていた。
70歳代前半から認知機能が低下し、通院ができなくなり、薬の内服ができ
なくなった。自宅で昏睡状態となったところを近隣の友人に発見され、緊急
入院となり、脳梗塞の再発と診断された。

（本事例から見える課題）
・受診が途切れたときのフォロー体制
・地域での仲間づくり、見守りの目
・認知症の方の支援体制

○継続的な受診が必要な市民の、見守りを含めた支援体制

事例２　迅速な対応により救命できた事例

めざす姿の達成に必要な要素

（　概　要　）80歳代、男性、心不全、一人暮らし
（　経　過　）
　妻を病院で亡くして以来、病院嫌いとなり、通院をしていない。「全身倦
怠感があり、歩けない」と本人から地域包括支援センターに相談が入り、往
診※を依頼した。往診した医師より、血圧168/98、顔色不良、心音の異常、
全身にむくみ等があり、心不全と診断された。
　2回目の往診時に本人が転倒しており、同行していた地域包括支援センター
の職員と在宅医療相談窓口職員が発見した。心不全の状態がさらに悪化し、
往診医より入院治療の必要があると判断され、緊急入院となった。治療の結
果、退院となる。現在、自宅で在宅医療を受けながら暮らすことができている。

（本事例で達成できていること）
・地域包括支援センターの依頼により、迅速な往診が行われた

（本事例から見える課題）
・かかりつけ医を持ち、日常療養を行う

○かかりつけ医への受診と、適切な治療・療養の継続
○再発を予防するための、医療・介護専門職、家族、地域包括支援
　センター、行政による本人の状況の適時把握及び支援

事例３　かかりつけ医と訪問診療医の連携により、早期に介護保険サービス
　　　　を利用できた事例

めざす姿の達成に必要な要素

（　概　要　）80歳代、女性、高血圧、軽度認知症、一人暮らし
（　経　過　）
　夫の他界後、広い自宅で好きな本を読んで過ごし、外出はほとんどな
し。高血圧のための定期的な通院はできていた。別居の家族が毎日薬の管
理を行っていた。夕食は配食サービスを利用。本人は、自身の栄養不足を
心配し、地域包括支援センターに相談していた。徐々に体力が低下し、通
院が困難となった。高血圧の管理をしていた医療機関から訪問診療医に依
頼があり、在宅療養が開始された。また、介護保険を申請し、リハビリ
サービスの利用が開始された。本人の体力が回復し、近所に買い物に行け
るまで回復した。

（本事例で達成できていること）
・家族による服薬管理、サービスの利用等、見守り体制の確立

（本事例から見える課題）
・早期の介護保険サービスの利用
・栄養管理
・体力低下の予防
・地域包括支援センターの対応

○医療・介護専門職、家族、地域包括支援センター、行政による
　本人の状況の適時把握、かかりつけ医との情報共有
○診療所同士の連携

多様な主体の参画による地域共生社会の実現を目指す取組みは、一人ひとりの多様な参
加の機会の創出や地域社会の持続可能性を高めることにもつながり、福祉の領域だけでな
く、地方創生、まちづくり、地域自治、教育など多様な分野に広がるものである。

	2	デジタル、ICTを活用した地域社会への参画
（テレワークなどのデジタル技術の活用により、地域の担い手の確保、地域社会の活性化
につながることが期待される）
デジタル技術を活用したテレワークの導入拡大により、場所を問わない就業が可能とな
り、若者が地元に住み続けながら大都市圏の企業に勤務する、大都市圏の人々が現在の仕
事を維持しつつ地方に居住する、地方にもう一つの生活拠点を持つ、といった選択肢も持
ちやすくなる。生活拠点を地方に持つことにより、その地域で活躍する人が増え、定住人
口の拡大や、地域活性化につながることも期待される。
また、どのような地域で働くにせよ、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であ
るテレワークの導入・定着を図ることは重要である。厚生労働省では、労働時間などの適
切な管理の下で、安心して働くことができるテレワークの導入・定着を図るため、テレ
ワークに関する労務管理とICT（情報通信技術）の双方について、ワンストップで相談
できる窓口を設置し、テレワークを導入しようとしている企業などに対してワンストップ
での総合的な支援などを行っている。
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【QRコード】テレワーク相談センターのご案内

第一部「つながり・支え合いのある地域共生社会」令和 5年５月 23日（火）【案】 

3-32 

 

＜＜ココララムム㉓㉓  高高齢齢者者とと若若者者のの交交流流ででおお互互いいがが元元気気ににななるる賃賃貸貸住住宅宅（（株株式式会会社社ノノビビシシロロハハウウ727 

スス（（神神奈奈川川県県藤藤沢沢市市））＞＞  728 

  729 

４４  デデジジタタルル、、IICCTT のの活活用用  730 

誰もが多様な価値観やライフスタイルを持ちつつ、高齢者や障害者なども含めた多くの731 

方が、他者とのつながりを持ちながら、豊かな地域共生社会を形成するためには、デジタ732 

ルの活用も有効である。 733 

新型コロナウイルス感染症対策などを契機に社会に浸透してきている ICTを活用するこ734 

とにより、地域社会への参画の促進や、空間を超えた人々のつながりの促進など、地域共735 

生社会の実現に向けて、効果的、効率的な環境づくりの可能性が広がっている。 736 

  737 

（（１１））デデジジタタルルのの活活用用にによよるる地地域域ココミミュュニニテティィ機機能能のの維維持持・・強強化化  738 

（（テテレレワワーーククななどどののデデジジタタルル技技術術のの活活用用にによよりり、、地地域域のの担担いい手手のの確確保保、、地地域域社社会会のの活活性性化化739 

ににつつななががるるここととがが期期待待さされれるる）） 740 

 デジタル技術を活用したテレワークの導入拡大により、場所を問わない就業が可能とな741 

り、若者が地元に住み続けながら大都市圏の企業に勤務する、大都市圏の人々が現在の仕742 

事を維持しつつ地方に居住する、地方にもう一つの生活拠点を持つ、といった選択肢も持743 

ちやすくなる。生活拠点を地方に持つことにより、その地域で活躍する人が増え、定住人744 

口の拡大や、地域活性化につながることも期待される。 745 

 また、どのような地域で働くにせよ、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であ746 

るテレワークの導入・定着を図ることは重要である。厚生労働省では、労働時間などの適747 

切な管理の下で、安心して働くことができるテレワークの導入・定着を図るため、テレワ748 

ークに関する労務管理と ICT（情報通信技術）の双方について、ワンストップで相談でき749 

る窓口を設置し、テレワークを導入しようとしている企業などに対してワンストップでの750 

総合的な支援などを行っている。 751 

 752 

【QRコード】テレワーク相談センターのご案内 753 

https://telework.mhlw.go.jp/info/map/ 754 

 755 

（（多多様様なな人人々々がが、、地地域域社社会会のの様様々々なな活活動動にに関関わわりりややすすくくななるる側側面面ももああるる））  756 

 また、ICTの活用により、育児・介護・障害などの様々な事情がある方でも、多様で柔757 

軟な働き方や地域との関わり方を選択し、地域社会の担い手として活躍することが考えら758 

れる。先に見た民生委員の活動においても、一部の地方公共団体では、ICTの導入などの759 

取組みがなされている。ICTの導入は、民生委員の負担軽減に加え、業務効率化による若760 

年層の参入促進による、将来の担い手の確保にも資するものであり、その普及が期待され761 

る（図表３－２－30）。 762 

 763 

 764 

 765 

 766 

 767 

 768 

　https：//telework.mhlw.go.jp/info/map/

（多様な人々が、地域社会の様々な活動に関わりやすくなる側面もある）
また、ICTの活用により、育児・介護・障害などの様々な事情がある方でも、多様で
柔軟な働き方や地域との関わり方を選択し、地域社会の担い手として活躍することが考え
られる。先に見た民生委員の活動においても、一部の地方公共団体では、ICTの導入な
どの取組みがなされている。ICTの導入は、民生委員の負担軽減に加え、業務効率化に
よる若年層の参入促進による、将来の担い手の確保にも資するものであり、その普及が期
待される（図表3-3-9）。

	 図表3-3-9	 ICTを活用した民生委員・児童委員の活動

民生委員･児童委員活動の負担軽減、周知･広報に向けた取組事例

「ICTの活用（タブレット端末等の導入）」(石川県野々市市)

市内全ての民生･児童委員と事務局員にタブレット端末とWi-Fiルーターを配布す
るとともに、金沢工業大学の学生のサポートにより、ICTの活用に不慣れな民生･児
童委員に対して、端末利用説明会を開催。
タブレット端末等の購入経費は、野々市市からの補助金とコロナの影響により中止
となった研修会経費を充当。通信費は、協議会活動費から捻出。

基礎データ
（令和5年1月末現在）

人 口：54,097人
世帯数：25,181世帯

民生･児童委員
主任児童委員

定数：89人／委嘱者数：88人
定数：10人／委嘱者数：10人

■石川県野々市市の主要データ

■取組(活動)概要

野々市市民生委員児童委員協議会

■取組(活動)の主催団体

野々市市、野々市市社会福祉協議会、金沢工業大学

■連携・協力機関等

民生･児童委員活動におけるタブレット端末の積極的な活用

■民生委員・児童委員の役割、関わり

■取組(活動)のきっかけ、経緯

端末利用説明会は「みんな初心者だからわからなくて当たり前」という雰囲気で開催し、金沢工業大学の支援を得ながら丁寧な研修を行った。
また、「Web委員会」内に操作説明等の問い合わせ窓口を継続して設置しており、随時の支援体制を整備している。

■取組(活動)のポイント、留意点

民生･児童委員の情報収集と共有、意見交換の迅速化が図られ、
負担軽減に限らない活動全般への波及効果が期待できる。
また、就労しながら民生･児童委員活動を行うための環境が整備
されることから、担い手不足解消の一助となる。

■取組(活動)による効果

定例会や研修会動画の蓄積により、一斉改選により新たに民生･児童委員として委
嘱された初任者に対する研修を充実させていく。
また、本民児協は金沢工業大学と共同で活動記録のオンライン化を進めている。

■今後の展望・課題

民生･児童委員の担い手不足改善に向けて、仕事をしながら委員活動をする人が参
加しやすい環境づくりやペーパーレス化を推進するために「Web委員会」を設置。ま
た、委員活動の負担軽減の観点から、金沢工業大学と連携し、タブレット端末の導入
とICT活用の検討を開始。

（活用事例） ①定例会資料のペーパーレス化
地域ICTプラットフォームサービスアプリ
「結ネット」を活用し、各委員等に定例会開
催案内通知や資料のデータを一斉送信。
会議等への出欠確認にも活用。

②オンライン会議の実施
「ZOOM」を活用し、野々市市民児協主催
の会議や研修会等をオンライン開催。
（動画は社協ホストPCに保存しており、欠
席者等の後日･随時閲覧も可能。）

③情報共有・緊急時の連絡
「LINE」を活用し、委員間の定期的会議や、
事務局から各委員に向けた緊急時の連絡
など、必要な情報の一斉送信による周知･
情報共有。

資料：厚生労働省社会・援護局作成資料

（デジタル技術による医療の地域格差の解消により、高齢や病気などの状態になっても安
心して地域で暮らし、地域社会の担い手となることのできる環境をつくる）
あらゆる地域住民が、地域社会の担い手として活躍をするためには、デジタル技術による医
療の地域格差の解消などにより、その地域で安心して暮らすことのできる環境が重要だろう。
第1章に記載した内閣府「地域社会の暮らしに関する世論調査」（図表1-2-12）では、

「地域での暮らしで満足していること」のうち「医療施設が整備されていること」は、人
口20万人未満の都市では18.8％であったのに対し、人口20万人以上の都市では30.2％
と大きく上回っている。地方にいながらも、身近な場所で安心して医療の提供を受けられ
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る環境が整えば、居住地域の満足度が高まり、高齢や病気などの状態になっても、治療を
受けるなどしながら地域の担い手として活躍し続けられる可能性も考えられる。
厚生労働省では、情報通信機器を活用して、病理画像などを遠隔地の医療機関に伝送
し、専門医の診断・助言を得て適切に対応したり、地理的な理由などにより往診・通院が
困難な患者の方などに対して、テレビ電話などの機器を貸与して遠隔地からの診療支援を
行ったりするなどの遠隔医療の取組みについて、必要な機器などの補助を実施している。

（農林水産業とデジタル技術の活用により、地域づくりの活性化を目指す「デジ活」中山
間地域の取組みを推進する）
中山間地域などの農山漁村において、基幹産業である農林水産業を軸として、教育・文化、
医療・福祉、物流などの様々な分野を連携しながら、地域資源やデジタル技術を活用して社
会課題解決に向けた取組みを積み重ね活性化を図る地域を「デジ活」中山間地域として登録
する仕組みを開始し、2023（令和5）年度から登録地域を公表することとしている。
「デジ活」中山間地域に対しては、関係省庁が活動のフォローアップや施策紹介などの
支援を行うこととしている。例えば、本章第2節で説明した重層的支援事業や、遠隔医療
関連施策、高齢者の見守り支援などについても、施策の紹介や申請相談などの支援をする
ことも考えられ得る。デジタルを活用しながら、農業などの地域の強みを活かした他分野
と連携することにより、より豊かな地域社会が形作られるだろう。
ここでは、地域に既に存在する互助をベースに、デジタルを活用しながら見守り合う仕
組みづくりに取り組んでいる事例について紹介する。

2021（令和3）年に認知症を原因として
警察に行方不明者届が出された者の数は
17,636人である＊1。

認知症の人が安全に外出できる地域の見守
り体制づくりとともに、認知症の人が行方不
明になった際に、早期発見・保護ができる捜
索ネットワークづくりやICTを活用した捜索
システムの普及が求められている。

ここでは、ICTの活用による認知症の方の
見守り・捜索システムを実現した一般社団法
人セーフティネットリンケージ（本部：北海
道札幌市。以下「SNL」という。）の事例を
紹介する。

見守りに関する取組みのきっかけ
2021（令和3）年に、財布を落として交

番に届けられるなどした金額は182億円＊2。

＊1	 警察庁　「令和3年中における行方不明者の状況」
＊2	 警察庁　『令和4年版警察白書』

これだけの金額が交番に届けられるのは、我
が国では、皆が互助の気持ちを高く持ってい
るとともに、交番がそのプラットフォームと
して機能しているからと考えられる。SNLで
は、これをヒントに、「認知症の方及びその
家族が地域で安心して暮らしていくために認
知症の方が少しでも早く家族の元に帰れるよ
うにしたい。」との強い理念の下、互助の気
持ちをICTでサポートする「みまもりあいプ
ロジェクト」を積極的に推進している。

具体的な取組みとしては、「みまもりあい
ステッカー（緊急連絡ステッカー）」及び

「みまもりあいアプリ（地域共生支援アプリ）」
がある。

「互助×ICT」を活用した優しい地域社会を実現したい
（「みまもりあいプロジェクト」一般社団法人セーフティネットリンケージ）コラム
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みまもりあいステッカー（緊急連絡ステッ
カー）

行方不明になった認知症の人が発見された
時にお互いのプライバシーを保護しながら、
発見者と認知症の人のご家族を即時に電話で
つなげる仕組みである。

まず、登録会員に、行方不明となった場合
の連絡先及び認知症の方のID（10桁）を記
載した「みまもりあいステッカー（緊急連絡
ステッカー）」を交付する。行方不明になっ
た認知症の方を発見した人が、ステッカーに
記載されたフリーダイヤルに電話してID番
号を入力すると、認知症の方の家族の連絡先
につながる。

プライバシーに配慮し、発見者及び認知症
の方の家族が電話番号を含む個人情報を出す
ことなく通話可能としている。

「「互互助助×× 」」をを活活用用ししたた優優ししいい地地域域社社会会をを実実現現ししたたいい

（（「「みみままももりりああいいププロロジジェェククトト」」一一般般社社団団法法人人セセーーフフテティィネネッットトリリンンケケーージジ））

（令和３）年に認知症を原因と

して警察に行方不明者届が出された

者の数は 人である 。

認知症の人が安全に外出できる地

域の見守り体制づくりとともに、認知

症の人が行方不明になった際に、早期

発見・保護ができる捜索ネットワーク

づくりや を活用した捜索システム

の普及が求められている。

ここでは、 の活用による認知症

の方の見守り・捜索システムを実現し

た一般社団法人セーフティネットリ

ンケージ（本部：北海道札幌市。以下

「 」という。）の事例を紹介する。

見見守守りりにに関関すするる取取組組みみののききっっかかけけ

（令和３）年に、財布を落とし

て交番に届けられた金額は 億円 。

これだけの金額が交番に届けられる

のは、我が国では、皆が互助の気持ち

を高く持っているとともに、交番がそ

のプラットフォームとして機能して

いるからと考えられる。 では、こ

れをヒントに、「認知症の方及びその

家族が地域で安心して暮らしていく

ために認知症の方が少しでも早く家

族の元に帰れるようにしたい。」との

強い理念の下、互助の気持ちを で

サポートする「みまもりあいプロジェ

クト」を積極的に推進している。

具体的な取組みとしては、「みまも

りあいステッカー（緊急連絡ステッカ

ー）」及び「みまもりあいアプリ（地域

警察庁 （令和３）年における

行方不明者の状況

共生支援アプリ）」がある。

みみままももりりああいいスステテッッカカーー（（緊緊急急連連絡絡

スステテッッカカーー））

行方不明になった認知症の人が発

見された時にお互いのプライバシー

を保護しながら、発見者と認知症の人

のご家族を即時に電話でつなげる仕

組みである。

まず、登録会員に、行方不明となっ

た場合の連絡先及び認知症の方の

（ 桁）を記載した「みまもりあいス

テッカー（緊急連絡ステッカー）」を交

付する。行方不明になった認知症の方

を発見した人が、ステッカーに記載さ

れたフリーダイヤルに電話して 番

号を入力すると、認知症の方の家族の

連絡先につながる。

プライバシーに配慮し、発見者及び

認知症の方の家族が電話番号を含む

個人情報を出すことなく通話可能と

している。

みまもりあいステッカー 緊急連絡ｽﾃｯｶｰ

みみままももりりああいいアアププリリ（（地地域域共共生生支支援援アア

ププリリ））

「みまもりあいアプリ（地域共生支

援アプリ）」は、行方不明になった認知

症の方をできる限り早期に発見する

警察庁 令和４年版警察白書

項番２３

みまもりあいステッカー（緊急連絡ステッカー）

みまもりあいアプリ（地域共生支援アプリ）
「みまもりあいアプリ（地域共生支援アプ

リ）」は、行方不明になった認知症の方をでき
る限り早期に発見するためのアプリである。

あらかじめ、見守りに協力いただけるボラ
ンティア（以下「協力者」という。）にアプ
リ（無料）をダウンロードしてもらう。

認知症の方が行方不明になった場合に、そ
の家族や関係者が、半径500m～20kmま
での範囲で、アプリで捜索依頼を行う。する
と、捜索範囲にいる協力者のスマートフォン
に、プッシュ型で捜索依頼が届く。

協力者が行方不明者を発見したら、アプリ
を通じて認知症の方の家族へその旨の連絡を
することができる。また、捜索依頼をした家
族や関係者は、行方不明者が発見されたこと
を報告するボタンを押すと、協力者全員へ発
見及びお礼の連絡が届く。なお、協力者の個
人情報の登録は必須ではない。

発見時に協力者に対してお礼の連絡が来る

ことで、協力者が支え合っていることを実感
でき、互助の気持ちを一層強めている。

2023（令和5）年1月時点において、み
まもりあいアプリ（地域共生支援アプリ）の
ダウンロード数は約170万件であり、捜索
依頼件数は1年で約7,000件であった。ま
た、約40カ所の地方自治体が「みまもりあ
いプロジェクト」に関する協定を結んでいる。

ためのアプリである。

あらかじめ、見守りに協力いただけ

るボランティア（以下「協力者」とい

う。）にアプリ（無料）をダウンロード

してもらう。

認知症の方が行方不明になった場

合に、その家族や関係者が、半径

ｍ～ ｍまでの範囲で、アプリで捜

索依頼を行う。すると、捜索範囲にい

る協力者のスマートフォンに、プッシ

ュ型で捜索依頼が届く。

協力者が行方不明者を発見したら、

アプリを通じて認知症の方の家族へ

その旨の連絡をすることができる。ま

た、捜索依頼をした家族や関係者は、

行方不明者が発見されたことを報告

するボタンを押すと、協力者全員へ発

見及びお礼の連絡が届く。なお、協力

者の個人情報の登録は必須ではない。

発見時に協力者に対してお礼の連

絡が来ることで、協力者が支え合って

いることを実感でき、互助の気持ちを

一層強めている。

（令和５）年 月時点において、

みまもりあいアプリ（地域共生支援ア

プリ）のダウンロード数は約 万件

であり、捜索依頼件数は１年で約

件であった。また、約 カ所の

地方自治体が「みまもりあいプロジェ

クト」に関する協定を結んでいる。

みまもりあいアプリ

みみままももりりかからら支支ええ合合いいへへ

では、認知症に関する国内外の

先行事例を日々調査及び研究し、国内

関係機関や当事者の方々に広く発信

している。

さらに、みまもりあいアプリ（地域

共生支援アプリ）を活用し、認知症の

方への見守りのみならず他の分野で

さらなる取組みを実施している。例え

ば、奈良県天理市では、みまもりあい

アプリ（地域共生支援アプリ）を発展

させ、認知症の方及び身体的虚弱に陥

った高齢者の方（介護保険サービスに

至る前の制度の狭間にいる高齢者の

方）と地域ボランティア団体等とをつ

なげる取り組みが行われている。

また、認知症と診断された方は、今

まで繋がりを持っていた人との関係

が途絶え、孤独感を抱えることが多い。

このため、認知症の方が経験や悩み等

を、音声 を通じて他の認知症の方

や関係者に発信できる仕組みを構築

し、認知症の方が音声のコミュニケー

ションを通じて、当事者同士や支援者

等とのつながりを育み、支え合ってい

く取組みを推進している。

の高原達也代表理事は、「互助の

気持ちを でサポートし、認知症の

方のみならず、地域の弱い立場にいる

多くの高齢者・障がい者・こどもたち

にも優しい地域社会を実現したい」と

想いを語っている。

みまもりあいアプリ

みまもりから支え合いへ
SNLでは、認知症に関する国内外の先行事

例を日々調査及び研究し、国内関係機関や当
事者の方々に広く発信している。

さらに、みまもりあいアプリ（地域共生支
援アプリ）を活用し、認知症の方への見守り
のみならず他の分野でさらなる取組みを実施
している。例えば、奈良県天理市では、みま
もりあいアプリ（地域共生支援アプリ）を発
展させ、認知症の方及び身体的虚弱に陥った
高齢者の方（介護保険サービスに至る前の制
度の狭間にいる高齢者の方）と地域ボラン
ティア団体等とをつなげる取り組みが行われ
ている。

また、認知症と診断された方は、今まで繋
がりを持っていた人との関係が途絶え、孤独
感を抱えることが多い。このため、認知症の
方が経験や悩み等を、音声SNSを通じて他
の認知症の方や関係者に発信できる仕組みを
構築し、認知症の方が音声のコミュニケー
ションを通じて、当事者同士や支援者等との
つながりを育み、支え合っていく取組みを推
進している。

SNLの高原達也代表理事は、「互助の気持
ちをICTでサポートし、認知症の方のみなら
ず、地域の弱い立場にいる多くの高齢者・障
がい者・こどもたちにも優しい地域社会を実
現したい」と想いを語っている。
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（小括）
本章では、「つながり・支え合い」のある地域共生社会の実現に向けて、全ての人に「つな

がり・支え合い」を創出する、人々の意欲・能力が十分発揮できる「つながり・支え合い」を
創出する、という観点のもと、我が国の施策の方向性や取組みの実践などについて見てきた。
この白書では、主に福祉政策の領域について見てきたが、地域共生社会という理念は、福祉
政策の領域以外にも、地方創生、まちづくり、地域自治、環境保全、教育など、他の様々な政
策領域にも広がるものであり、こうした他の親和性の高い施策との連携を図ることも重要となる。
こうした取組みが社会全体で進むことで、人と人のつながりの再構築が促されるとも考
えられる。これまで数年間、新型コロナウイルス感染症などの影響により、つながりが制
限されていた経験をしたからこそ、その重要性を感じた方も多かったのではないだろう
か。つながりが再構築されることで、人生における様々な困難に直面した場合でも、お互
いが存在を認め合い、時に支え合うことで、孤立せずにその人らしい生活を送ることがで
きるだろう。また、「支える」「支えられる」という従来の関係を超えて、支援者と本人が
出会い、そして支援の中で互いに成長することで、誰もが多様な役割や参加の機会を得
て、地域での助け合いを生み出すことができるだろう。
行政による施策と、本白書で紹介したような、既に各地域で始まっている様々な取組み
の実践例が、共鳴しながら全国各地で展開されることで、より豊かな地域共生社会が実現
されることが期待される。
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